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それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

1 ①保育園

■各保育施設で、保護者の労働又は疾病
その他の理由で、家庭において必要な保
育を受けることが困難な未就学児の保育
を実施。

■就学前児童人口の推移等を注視
し、保育需要を把握するとともに、
各保育施設が将来にわたり安定した
事業運営が継続できるよう、需要と
供給のバランスを見極めながら、必
要な対応を検討していく。

保育課
■就学前児童人口の推移や保育需要を注視
しながら、必要な対応を検討していく。

■令和3年4月1日現在　待機児童数35人
（前年比3人減）
■新規開設施設無し

A

■待機児童がいる一方で、定員割れしてい
る施設もあり、入所案内の際、より丁寧に
説明し可能な限り選択肢を増やしていただ
くこと等で可能な限りミスマッチ解消に努
める。

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視
しながら、必要な対応を検討していく。

✕

2 ②認定こども
園

■保護者の就労状況等に関わらず、幼児
期の学校教育・保育を一体的に行う、幼
稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施
設。
■保護者の就労状況等に関わりなく、3
～5歳の子どもが教育・保育を一緒に受
けられるため保護者の多様なニーズに対
応することができる。

■多様化する幼児期の教育・保育
ニーズに対応できるよう、国・都の
動向や私立幼稚園の意向等を踏まえ
必要に応じて検討していく。

保育課
■就学前児童人口の推移や保育需要を注視
しながら、必要な対応を検討していく。

■認定こども園2園継続
■新規開設施設無し

A ■就学前児童人口の推移や保育需要を注視
しながら、必要な対応を検討していく。

✕

3 ③小規模保育

■平成27年度から市町村の認可事業とし
て開始された事業。
■0～2歳児を対象とし、19人以下の少
人数の単位で、家庭的な雰囲気の中でき
め細かな保育を行う。
■３歳以降も保育を希望する場合の円滑
な利用を図るための連携施設を設定す
る。

■就学前児童人口の推移や保育需要
を注視しながら、必要な対応を検討
していく。開設が見込まれる場合に
は、卒園後の受け皿となる連携施設
の確保ができるよう、必要に応じて
支援していく。

保育課

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視
しながら、必要な対応を検討していく。開
設が見込まれる場合には、卒園後の受け皿
となる連携施設の確保ができるよう、必要
に応じて支援していく。

■新規開設施設無し A

■待機児童がいる一方で、定員割れしてい
る施設もあり、入所案内の際、より丁寧に
説明し可能な限り選択肢を増やしていただ
くこと等で可能な限りミスマッチ解消に努
める。

■就学前児童人口の推移や保育需要を注視
しながら、必要な対応を検討していく。開
設が見込まれる場合には、卒園後の受け皿
となる連携施設の確保ができるよう、必要
に応じて支援していく。

✕

4 ④家庭的保育
（保育ママ）

■家庭的な雰囲気のもと、0～2歳児の少
人数（定員5人以下）を対象にきめ細や
かな保育を行う。
■日野市では、保育士、教諭、助産師、
保健師又は看護師のいずれかの資格を有
する者を要件とし、良質な保育を提供し
ている。

■事業者の意向や保護者のニーズ等
を踏まえながら、方向性を検討して
いく。

保育課

■現在の事業を継続していくが、今後の東
京都の家庭的保育事業制度の動向や、子ど
も・子育て支援新制度の動向を見極めなが
ら検討を行っていく。

■家庭的保育事業（国）1園継続
■家庭的保育事業（都）1名継続

A

■現在の事業を継続していくが、今後の東
京都の家庭的保育事業制度の動向や、子ど
も・子育て支援新制度の動向を見極めなが
ら検討を行っていく。

✕

5 ⑤事業所内保
育

■事業所その他の様々なスペースで、主
に企業の従業員の子どもを預かる施設だ
が、一定割合の地域の子どもを受入れる
こととし、一緒に保育を行う事業。

■市内事業所の意向や保護者のニー
ズ等を踏まえながら方向性を検討し
ていく。

保育課 ■引き続き市内5か所で実施 ■引き続き市内5か所で実施 A ■引き続き市内5か所で実施 ✕

6 保育課

■前期は引き続き新型コロナウィルス感染
防止対策の為交流活動は見合わせとする。
後期には新型コロナウイルス感染症の終息
状況を見ながら、5歳児学年から交流活動
がスムーズにできるように実施についての
検討を行う。
  引き続き、第七幼稚園、あさひがおか保
育園、在園児保護者及び学校課、保育課で
協力して「幼児園」を運営する。

■前期はコロナウィルス感染防止対策の為
交流活動を見合わせとし、再開に向け各園
の情報共有に努めた。９月～11月市内の
感染症の発症者数が減少していた時期に5
歳児学年の交流活動を1回行うことができ
た。

D

■コロナ禍の2年の間に幼保それぞれの園
児数や保育状況が変化しているので、再開
に向けて現在の状況に合ったかたちでの交
流活動を検討していく必要がある

■前期は引き続き新型コロナウィルス感染
防止対策の為交流活動は見合わせとする。
後期には新型コロナウイルス感染症の終息
状況を見ながら、5歳児学年から交流活動
がスムーズにできるように実施についての
検討を行う。
  引き続き、第七幼稚園、あさひがおか保
育園、在園児保護者及び学校課、保育課で
協力して「幼児園」を運営する。

✕

学校課

■園児、保護者との交流・行事等を通して
地域とのつながりを深めながら充実を図っ
ていく。
具体的には幼児園まつり、合同遠足、小学
校訪問などを行っていく。

■令和3年度においては、新型コロナウィ
ルス感染症対策のため、規模を縮小し実施
した。

D
■新型コロナ感染症対策を確実に実施しな
がら、地域における多様な人々との交流か
ら学ぶ機会を確保していくことが必要

■園児、保護者との交流・行事等を通して
地域とのつながりを深めながら充実を図っ
ていく。
具体的には幼児園まつり、合同遠足、小学
校訪問などを行っていく。

×

令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

⑥幼児園

■平成17年度から、市立あさひがおか保
育園と市立第七幼稚園が共通のカリキュ
ラムにより遊び・生活する活動を行って
いる。
■同じ地域に住む子どもたちが保護者の
就労に左右されず、共通の理念で共に育
つことを目指して開設された。

■幼児園事業を継続し、保護者との
交流・行事等を通して地域とのつな
がりを深めながら充実を図ってい
く。
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Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
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基本目標Ⅰ　子どもの育ちと子育ての楽しさの発見

方針１）多様なニーズを受け止められる子育て支援

（１）多様な保育の場づくり

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み
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8 ⑧市立幼稚園

■生きる力の基礎を培う幼児教育、幼保
小連携教育、特別支援教育を柱として就
学前教育に取り組み、子どもの健やかな
成長を育む事業。
■対象：4歳児・5歳児
■事業概要
①施設数（令和2年3月時点）4園※令和
3年4月より３園
②保育時間
月～金9時～14時
（水曜日は11時半まで）

■幼稚園公開や職員の研修を通じて
他の幼児機関と連携を図り、日野市
全体の幼児教育・保育の充実・発展
に向けて取り組んでいく。

学校課

■保育内容と小学校スタートカリキュラム
の連携を推進する。
■各校におけるスタートカリキュラムの実
施・充実を図る。
■幼保小連携推進委員会への私立幼稚園・
保育園の参加を呼びかけ、保育園・幼稚
園・小学校における研究会等で、地域の実
態に応じた保育・教育の連携を強化する。

■保育園・幼稚園・小学校教員による教育
活動の共有化と接続期の連携が定着してい
る。
■スタートカリキュラムの充実を図るた
め、保育園や幼稚園での保育参観を相互に
行った。
■幼稚園での研究会に小学校の教員が参観
したことで、より具体的な実践交流ができ
るようになっている。
■保育園・幼稚園における保育事例を小学
校と共有し、小１プロブレムに対応したス
タートカリキュラムの充実が図れている。

Ｂ
■新型コロナ感染症対策を十分に行いなが
ら、授業・保育参観や研修会を工夫して行
えるように検討する。

■保育内容と小学校スタートカリキュラム
の連携を推進する。
■各校におけるスタートカリキュラムの実
施・充実を図る。
■幼保小連携推進委員会への私立幼稚園・
保育園の参加を呼びかけ、保育園・幼稚
園・小学校における研究会等で、地域の実
態に応じた保育・教育の連携を強化する。

×

9 ⑨私立幼稚園

■市内に10園が設置されており、2千人
以上の児童が在籍している。
■保護者ニーズに対応し、夕刻までの預
かり保育、送迎サービス、給食の提供な
どを実施する園が増えている。

■預かり保育などの保育を補完する
事業について継続し、多様なニーズ
に応えていく。
■新制度に移行しない幼稚園につい
ては幼稚園の意向を踏まえながら、
必要な支援を行っていく。

保育課

■預かり保育などの保育を補完する事業に
ついて継続し、多様なニーズに応えてい
く。
■平成27年度から子ども・子育て支援新
制度に移行していない幼稚園については、
幼稚園の意向を踏まえながら、国・都の動
向を注視していく必要がある。

■新規開設施設無し A

■預かり保育などの保育を補完する事業に
ついて継続し、多様なニーズに応えてい
く。
■平成27年度から子ども・子育て支援新
制度に移行していない幼稚園については、
幼稚園の意向を踏まえながら、国・都の動
向を注視していく必要がある。

✕

10 ⑩延長保育

■保育園の基本の開所時間は11時間だ
が、就労形態の多様化、長時間の通勤等
に対応するため日野市内の保育園全園で
1～2時間の延長保育を実施している。

■現在の事業を継続し、保護者の
ニーズに応えていく。

保育課
■公立・民間の全園で延長保育事業を引き
続き実施

■公立・民間の全園で延長保育事業を引き
続き実施

A ■公立・民間の全園で延長保育事業を引き
続き実施

✕

11 ⑪病児・病後
児保育

■保護者が仕事や冠婚葬祭などの理由に
より、病気中や病気の回復期にある0歳
から小学校3年生までの子どもで家庭で
の保育が困難な場合に、一時的に保育を
する施設。

■病児・病後児保育室1か所、病児
保育室1か所、病後児保育室1か所
の合計3か所で実施していく。
■ニーズ等踏まえ方向性を検討す
る。

保育課 ■市内3か所で実施（休園していた園が再開）
■市内3か所（病児・病後児1、病児1、病
後児1）で実施
■年間延べ利用者数　355人

A ■市内3か所で実施（病児・病後児1、病
児1、病後児1）

✕

12

⑫ファミ
リー・サポー
ト・センター
事業

■手助けが必要な方（依頼会員）と手助
けができる方（提供会員）を登録（無
料）して組織化し、様々な援助活動で助
け合う有償ボランティア活動。
■主な活動：「保育援助」「妊産婦援
助」「家事援助」「高齢者援助」

■事業のさらなる周知により市民の
相互援助活動に関わる会員を増やす
とともに、ニーズの多様化等に対応
するため、提供会員の資質の向上と
対応力強化に努める。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、市民の相互援助活動として広
く市民生活に浸透し身近な安心できる活動
となるよう充実させる。
■個人情報への配慮、安全対策や危機管理
等を再確認し、事業を進める。
■多様なニーズに添った対応をするため、
提供会員の資質向上など、対応力の強化に
努める。
■児童虐待等が疑われる場合は、速やかに
子ども家庭支援センターに連絡し支援に繋
げる。

■延べ支援件数
①育児援助:4,685件
②妊産婦・家事・高齢者援助:2,722件
■会員状況（令和4年3月31日時点）
①育児援助
　依頼会員:6,128名、提供会員:495名、
両方会員:113名
②妊産婦・家事・高齢者援助
　依頼会員:5,299名、提供会員:660名、
両方会員:184名

B

■会員数の減少
会員数が減少傾向であり、新規会員を増や
すため、乳幼児健診通知への案内同封等の
啓発活動を引き続き実施する。
■コロナ禍への対応
新型コロナウイルス感染症の拡大により、
活動時に適切な感染対策が求められるほ
か、ファミサポのニーズも多様なものにな
り、情勢に応じた対応が求められる。

■引き続き、市民の相互援助活動として広
く市民生活に浸透し身近な安心できる活動
となるよう充実させる。
■個人情報への配慮、安全対策や危機管理
等を再確認し、事業を進める。
■多様なニーズに添った対応をするため、
提供会員の資質向上など、対応力の強化に
努める。
■児童虐待等が疑われる場合は、速やかに
子ども家庭支援センターに連絡し支援に繋
げる。

×

■令和３年4月1日現在の登録児童数は
2,041人となり、対象児童人口の約48％
が登録されている。
■児童数の増加が見込まれる豊田小は、教
育委員会と連携を図り、東校舎の建替えに
合わせ学童クラブを併設できるよう調整を
行った。
■新型コロナウイルスの感染症の拡大によ
り、引続き一部規模を縮小して実施した
が、すべての施設において開設することで
学童クラブを必要とする児童の居場所を確
保した。併せて、子どもたちの放課後の居
場所として、児童館、学童クラブ、ひのっ
ちの３つで連携を図るよう努めた。
■運営委託であるしんめい学童クラブ、七
小学童クラブ、五小学童クラブ、たけのこ
学童クラブ、一小学童クラブの運営につい
て、委託後もこれまでの育成の質を維持・
向上できるよう、日野市の公営の児童館・
学童クラブ職員及び子育て課が、事業者の
育成内容を逐次確認するとともに、必要に
応じて助言等を行った。
■また、令和４年4月1日から運営委託が
開始される豊田小すみれ学童クラブ、七生
緑小学童クラブについて、育成環境の変化
による子どもへの影響を最小限にするた
め、丁寧な引継ぎを行うよう努めた。

A

■今後も学童クラブの児童数の増加が見込
まれる。感染状況と学童クラブの待機児童
数の動向に注視し、児童館・ひのっち等、
あらゆる社会的資源の活用も視野に、連携
を図っていく必要がある。

■引き続き、学童クラブを必要とする児童
全員の受け入れができるよう、施設整備等
の検討を進めていく。
■七小学童クラブは定員拡大のため建替え
を実施し、令和4年度・5年度は仮設施設
にて運営、令和6年度より新施設にて運営
開始予定である
■施設職員の意見等を吸い上げながら、さ
らなる育成時間の拡大に向けた検討を引き
続き進める。
■これまで運営委託を開始した、学童クラ
ブについて、委託後もこれまでの育成の質
を維持・向上できるよう、日野市の公営の
児童館・学童クラブ職員及び子育て課が、
事業者の育成内容を逐次確認するととも
に、必要に応じて助言等を行う。
■また、令和５年4月1日から運営委託が
開始される四小あおぞら学童クラブ、平山
小学童クラブについて、育成環境の変化に
よる子どもへの影響を最小限にするため、
丁寧な引継ぎを行う。
■コロナ禍においても児童の居場所として
学童クラブを安全に開設できるよう、新型
コロナウイルス感染症に係る予防・対応マ
ニュアルを更新し、感染拡大の防止等を図
る。

〇
■学童クラブの行事・イベント等を実
施する際は、児童が主体的に参加でき
るよう意見等を聞き、反映している。

7

⑦学童クラブ
（放課後児童
健全育成事

業）

■就労等の事由により、放課後等の時
間、家庭に保護者(養育者)がいない児童
を預かり、育成する事業。
■対象:小学校1～3年生（ただし、障害
児は4年生まで）
■事業概要
①施設数（令和2年3月時点）
41か所（1施設内に2か所の学童クラブ
を設置している場合を含む）
②育成日
月曜日から土曜日まで（祝祭日・年末年
始を除く）通年利用コースと三季休業利
用コースの選択制

■学童クラブの利用児童数は近年増
加傾向にあり、平成31年4月1日現
在の登録児童数は1,981人となり、
対象児童人口の約43％が登録され
ている。
働く女性の増加等により、今後も学
童クラブを必要とする児童は増えて
いく。引き続き、子どもの発達や成
長、自立の状況に応じて、学童クラ
ブを必要とするすべての児童が入会
できるよう、施設整備と拡充及び学
童クラブの職員（放課後児童支援
員）の人員の確保を実施していく。
■子どもたちの放課後の居場所とし
て、児童館、学童クラブ、ひのっち
の3つでしっかりと支えることがで
きるよう、各事業との連携を図って
いく。

子育て課

■引き続き、学童クラブを必要とする児童
全員の受け入れができるよう、施設整備等
の検討を進めていく。児童数の増加が見込
まれる豊田小について、引き続き、令和4
年度開設予定の学童クラブの建設に向け、
教育委員会等関係部署と連携し、対応を進
める。
■施設職員の意見等を吸い上げながら、さ
らなる育成時間の拡大に向けた検討を引き
続き進める。
■これまで運営委託を開始した、学童クラ
ブについて、委託後もこれまでの育成の質
を維持・向上できるよう、日野市の公営の
児童館・学童クラブ職員及び子育て課が、
事業者の育成内容を逐次確認するととも
に、必要に応じて助言等を行う。
■また、令和４年4月1日から運営委託が
開始される七生緑小学童クラブ、（仮称）
豊田小学童クラブについて、育成環境の変
化による子どもへの影響を最小限にするた
め、丁寧な引継ぎを行う。
■コロナ禍においても児童の居場所として
学童クラブを安全に開設できるよう、新型
コロナウイルス感染症に係る予防・対応マ
ニュアルを更新し、感染拡大の防止等を図
る。
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13 ⑬トワイライ
トステイ

■家族の入院、残業等で保護者の帰宅が
夜間にわたり、一時的に子どもの保育が
できない場合に夕方から夜まで預かる事
業。
■事業概要
場所：多摩平の森ふれあい館２階
時間等：18時～22時　月～土
　※日曜・祝日・年末年始は未実施
対象：1歳～小学校６年生まで。

■この事業の利用の主な理由は保護
者の就労や傷病等であり、共働き家
庭の増加に伴い、夕方から夜にかけ
ての一時預かりは今後も利用ニーズ
が見込まれる。現体制を維持、継続
実施し、積極的に周知を行ってい
く。

子ども家庭
支援セン

ター

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴ
はぴで実施する子育て支援事業の周知を行
う。
■予約の仕組みの見直しを検討する

■トワイライトステイ
延べ利用者数： 180人

B
■テレワークの普及等就労環境の変化もあ
り、利用の伸び悩みが懸念される

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴ
はぴで実施する子育て支援事業の周知を行
う。
■予約の仕組みの見直しを検討する
■対象を小学校６年生までに拡大

×

14 ⑭ショートス
テイ

■家庭における子どもの養育が様々な事
情で困難となった場合に、宿泊を伴って
一時的に子どもを預かる事業。
■事業概要
対象：2歳～小学校6年生まで。
利用日数制限：1利用につき7日間まで。

■子どもの養育が一時的に困難とな
り、宿泊を伴う一時預かりが必要な
世帯は多く存在する。必要とする方
が利用しやすい事業となるよう、利
用者からの意見、要望を聞き取ると
共に、積極的に周知も行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、立川市と至誠学舎立川と3者
協定を結び利用していく。予約に関する
ルール等については実務者会議で共有して
いく。

■ショートステイ
延べ利用者数：432人

A

■毎年利用者が増加しており、予約が取り
辛い状況となっている。協定を結んでいる
立川市の利用は日野市を上回っており、立
川市の個別利用で利用できない日が増加し
ている。

■引き続き、立川市と至誠学舎立川と3者
協定を結び利用していく。予約に関する
ルール等については実務者会議で共有して
いく。
■虐待受理件数の増加に伴い、ショートス
テイ利用者も増加しているため、新たに養
育協力家庭を活用し、事業を拡充する。

×

15 ⑮一時保育

■育児疲れ、通院、出産等の理由によ
り、乳幼児を一時的・緊急的に預かる事
業。
■事業概要
対象児童：生後3か月～就学前まで。
利用時間：8時30分～17時まで 月～
土
※0歳児の受入れは施設による
※利用時間は施設により異なる
※一部超過保育あり
※祝日・年末年始は未実施

■就労形態の多様化やリフレッシュ
等により、一時保育の利用は、今後
も多く見込まれる。0歳児専用の施
設を含め、令和2年度からは市内9
か所で実施する。今後も継続実施
し、積極的に周知を行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴ
はぴで実施する子育て支援事業をより利用
しやすい事業とする。
■ぽけっとなび、広報等を活用し、市民へ
の周知に努める。
■子ども部内で立ち上げた一時保育検討委
員会で、子育て支援事業の空白地域での実
施を公立保育園を含め検討。
■予約の仕組みの見直しを検討する

■一時保育（延べ利用者数）
多摩平一時保育室：1,386人
わかば分園：495人
上田せせらぎ：49人
しせい太陽の子：138人
至誠あずま：441人
ぽっかぽか：2人
0歳児ステーションおむすび：168人
子どもの森あさかわ保育園：13人
よつぎ日野保育園：96人

B
■テレワークの普及等就労環境の変化もあ
り、利用の伸び悩みが懸念される

■地域子ども家庭支援センター多摩平はぴ
はぴで実施する子育て支援事業をより利用
しやすい事業とする。
■ぽけっとなび、広報等を活用し、市民へ
の周知に努める。
■子ども部内で立ち上げた一時保育検討委
員会で、子育て支援事業の空白地域での実
施を公立保育園を含め検討。
■予約の仕組みの見直しを検討する

×

16 ⑯休日保育
■認可保育園の休園日である、日曜日・
祝日等に就労などで保育が必要な家庭の
ための事業。

■市内2か所で実施していく。 保育課 ■引き続き市内2か所で実施

■市内2か所（しせい太陽の子保育園、の
のはな保育園）で実施。
■年間延べ利用者数
　しせい太陽の子保育園　185人
　ののはな保育園　36人

A ■引き続き市内2か所で実施 ✕

17

⑰外国にルー
ツがある方へ
の子育て支援
の充実

■業務で必要とする外国語版資料の翻訳
の推進をする。
■施設の表記を外国語で併記する。
■相談窓口業務を強化する。

■外国人に必要とされる情報の検討
を進める。施設内外の表記、児童館
の利用案内、学童クラブの入会案内
等の翻訳等検討と充実を図る。

子育て課

引き続き
■市民に配布しているチラシや案内など、
外国人に必要とされる情報の収集を行う。
■施設に必要な外国語の表記を精査する。
■外国にルーツがある方への相談窓口業務
について、児童館の館長会を通じて意見交
換を行い、改善策や新たな施策を検討す
る。

■児童館で市民に配布しているチラシや案
内など、外国人に必要とされる情報の収集
を行った。
■施設利用で必要な外国語の表記を精査
し、各児童館の必要箇所に掲示した。
■外国にルーツがある方への相談窓口業務
について、エリアマネージャーＷＧや基幹
型連絡会で情報共有した。

A

引き続き
■市民に配布しているチラシや案内など、
外国人に必要とされる情報の収集を行う。
■施設に必要な外国語の表記を精査する。
■外国にルーツがある方への相談窓口業務
について、児童館の館長会を通じて意見交
換を行い、改善策や新たな施策を検討す
る。

×

保育課
■合同保育を行い、しっかり引継ぎを行
う。
保護者へ民営化について丁寧に周知する。

■令和３年４月１日より１年間、園長予定
者や各クラスの担任予定者を配置し、合同
で保育を行いながら、引継ぎを実施。円滑
な民営化を実現した。
■法人により、保護者説明会（１回）、毎
月のおたよりの配布により、十分な情報提
供を行いながら実施。

A
■就学前児童人口及び保育需要等の減少に
より、新規参入へ慎重な民間法人の姿勢が
伺える。

■就学前児童人口及び保育需要等の推移を
踏まえ、市立保育園のあり方を再検討の
上、市立保育園の民営化方針又は定員枠の
調整等を検討していく。

✕

子育て課

引き続き
■児童館長とエリアマネージャーが専門的
見地から、委託した学童クラブの確認・助
言し、一定の質を確保していく。
■令和４年４月からの委託に向けて、七生
緑小学童クラブ、（仮称）豊田小学童クラ
ブにおいて事業者選定を実施し、配置され
る支援員に対し引継ぎを進め、個々の子ど
もたちの様子も含め、令和４年１月から３
月末まで受託事業者への引継ぎを行う。
■児童館においては兄弟館での定期的な
ケース会議を開催し、学童クラブ含めた情
報共有を行い、公民連携を密にしていく。

■エリアマネージャーを中心に、専門的見
地から、委託した学童クラブの確認・助言
し、一定の質を確保した。
■令和4年４月からの委託に向けて、豊田
小すみれ学童クラブ、七生緑小学童クラブ
において事業者選定を実施し、配置される
支援員に対し引継ぎを進め、個々の子ども
たちの様子も含め、令和４年１月から３月
末まで受託事業者への引継ぎを行った。

A

引き続き
■児童館長とエリアマネージャーが専門的
見地から、委託した学童クラブの確認・助
言し、一定の質を確保していく。
■令和5年４月からの委託に向けて、四小
あおぞら学童クラブ、平山小学童クラブに
おいて事業者選定を実施し、配置される支
援員に対し引継ぎを進め、個々の子どもた
ちの様子も含め、令和5年１月から３月末
まで受託事業者への引継ぎを行う。
■児童館においては兄弟館での定期的な
ケース会議を開催し、学童クラブ含めた情
報共有を行い、公民連携を密にしていく。

×

18

⑱民間活力導
入の推進（保
育園・学童ク
ラブ）

■将来にわたり安定した保育サービスを
提供し、多様化する保育ニーズに柔軟に
対応するために市立保育園の民営化を推
進する。（保育課）

■学童クラブへの民間活力の導入
　平成31年4月現在　2施設
　（しんめい学童クラブ、七小学童クラ
ブ）。
　歳出増加の抑制と育成時間の拡大等を
目的に
　令和元年度より導入開始(子育て課)

■民営化に伴う子どもや保護者への
影響に配慮しながら進めていく。ま
た、今後の就学前児童人口の推移等
を踏まえ、保育需要に応じた定員枠
の調整等を必要に応じて検討してい
く。（保育課）
■学童クラブ入会児童数の増加や施
設の老朽化に伴う育成環境の整備に
向けた歳出増加の抑制を図ることや
育成時間の拡大等、学童クラブ事業
の充実を図るため、引き続き民間活
力の導入を実施していく。きめ細か
い引継ぎを実施するとともに、民間
への移行後も日野市が責任をもって
指導や助言、研修の機会を提供して
いく。(子育て課)
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№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

19 ①第三者評価
の実施

■事業者のサービスの質の向上と、利用
者のサービス選択の参考とするため、公
正・中立的な第三者機関が、専門的かつ
客観的な立場からサービスの質を評価す
るもの。
■原則として3年に1回以上評価を行うこ
とが求められている。
■継続して実施することで、事業所の最
新の情報を利用者に提供することや、絶
えずサービスの質の向上を図っていくこ
とができる。

■民間保育園等においては、福祉
サービス第三者評価の定期的な受審
が定着の傾向にあるため、引き続き
実施し、保育の質を向上させるよう
求めていく。

保育課

■民間保育園等に、定期的な受審により保
育の質を向上させるよう求めるとともに、
受審に係る費用について補助を行う。
■市立保育園については、「保育・子育て
推進委員会」において取組内容を実施・検
証・評価を行う。

■民間保育園等に、定期的な受審により保
育の質を向上させるよう求めるとともに、
受審に係る費用について補助を行った。

A

■民間保育園等に、定期的な受審により保
育の質を向上させるよう求めるとともに、
受審に係る費用について補助を行う。
■市立保育園については、「保育・子育て
推進委員会」において取組内容を実施・検
証・評価を行う。

✕

20 ②保育園の機
能の充実

■日野市全体の保育園の機能を地域で活
用するために、園庭や行事を地域に開
放、また、講座や体験保育、保育園児以
外の育児相談等の地域における子育て支
援も重視していく。

■各保育園が特色ある活動を通して
保育の充実を図ると共に食育・自然
観察、身体づくり、日本伝統・伝承
遊びなどに取り組み、地域の子育て
支援事業を行っていく。

保育課

■保育園で培ったノウハウや保育園の施
設、雰囲気を感じ取ってもらい、地域の子
育て支援につなげていく取り組みを行う。
地域の乳幼児親子のために、遊具や絵本な
どの充実、施設・園庭の開放を積極的に実
施していく。

■新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め実施せず。

D ■新型コロナウイルス感染症の収束状況に
より再開する。

■保育園で培ったノウハウや保育園の施
設、雰囲気を感じ取ってもらい、地域の子
育て支援につなげていく取り組みを行う。
地域の乳幼児親子のために、遊具や絵本な
どの充実、施設・園庭の開放を積極的に実
施していく。

✕

21 ③保育士の研
修・交流等

■保育士の研修については、市主催の全
体研修、東京都主催研修、保育園内研修
及び外部研修受講などを行っている。
■全体研修は公立保育園・民間保育園・
認証保育所の職員を対象としており交流
を図っている。

■民間保育園と公立保育園の交流事
業を通じて「子育てしたいまち、し
やすいまち日野」を目指す。
■保育の向上を図るために、研修、
子ども・職員の相互交流、地域の
ネットワークづくりの3本を柱に事
業を進める。

保育課

■引き続き、保育の向上を図るために、①
研修②子ども・職員の相互交流③地域の
ネットワークづくりの３つの事業を実施す
る。

■①研修：㋐「食物アレルギーについて」
（11月インターネット配信）※参加者は
公民含む　㋑「片付けと場面の切り替え」
（10/２９）中止　㋒「気になる行動を示
す子供たちの支援」（２月～３月インター
ネット配信）※参加者は公民含む
②相互交流：中止
⓷地域のネットワークづくり：「保育フェ
ア」中止
研修については、新型コロナウイルス感染
症の拡大予防のため、開催の中止、開催し
た場合は参加人数の制限、インターネット
配信により行った。

D
■新型コロナウィルス感染症拡大の状況に
より、対策を行いながら実施できるように
する。

■引き続き、保育の向上を図るために、①
研修②子ども・職員の相互交流③地域の
ネットワークづくりの３つの事業を実施す
る。

✕

22

④児童館と学
童クラブ職員
の研修・交流
等

■児童館の職員（児童厚生員）、学童ク
ラブの職員（放課後児童支援員）の研修
は、市主催の独自研修、東京都主催等の
外部研修、施設間研修などを体系的に
行っている。
■独自研修は公設公営・公設民営の児童
館、学童クラブの職員を対象としており
交流を図っている。

■東京都児童館等職員研修（基礎研
修・中堅テーマ別研修・リーダー研
修）に参加し、経験年数に応じた児
童厚生員としてのスキルを取得す
る。
■児童館の分室である学童クラブの
質を維持・向上させるため、サポー
ト体制を強化するとともに、学童ク
ラブ事業を支援するためのスキル
アップ研修を児童館職員に実施す
る。
■学童クラブの業務遂行における基
本的な考え方や心得、必要最低限の
知識・技能を習得することを目的
に、引き続き東京都放課後児童支援
員認定資格研修を受講する。

子育て課

■東京都児童館等職員研修については、中
堅児童厚生員等テーマ別研修に８名、リー
ダー研修に４名を派遣予定。
■放課後児童支援員認定資格研修につい
て、既に在籍する学童職員の９割以上が資
格取得済だが、引き続き、未受講者のうち
受講資格持つ職員を派遣予定。
■児童館長、新たに配属されたエリアマ
ネージャー中心に、放課後児童支援員等資
質向上研修に派遣予定。
■コロナ禍における、研修のあり方（オン
ライン等）について検討する。

■東京都児童館等職員研修については、中
堅児童厚生員等テーマ別研修に10名、
リーダー研修に1名、地域子育て支援研修
に2名を派遣した。また、放課後児童支援
員等資質向上研修に2名派遣した。
■放課後児童支援員認定資格研修につい
て、未受講者のうち受講資格持つ職員を
13名派遣した。
■コロナ禍において、外部の研修、イン
ターネット研修、全体研修のＤＶＤ化で視
聴の機会を増加させた。
グループ研修は、今年度より「児童館今後
の展開」に沿った内容で４グループに分か
れて取り組む。

A

■東京都児童館等職員研修については、中
堅児童厚生員等テーマ別研修に８名、リー
ダー研修、地域子育て支援研修に10名を
派遣予定。
■放課後児童支援員認定資格研修につい
て、既に在籍する学童職員の９割以上が資
格取得済だが、引き続き、未受講者のうち
受講資格持つ職員を派遣予定。
■児童館長、新たに配属されたエリアマ
ネージャー中心に、放課後児童支援員等資
質向上研修に派遣予定。
■コロナ禍における、研修のあり方（オン
ライン等）について検討する。

×

23 ⑤巡回指導

■子ども・子育て支援法に基づき、市内
の特定教育・保育施設等の運営状況等に
ついて、助言、指導することで日野市全
体の保育の質の向上を図る。

■市内の特定・教育保育施設等に適
正な運営を行ってもらうため、施設
を巡回しながら助言、指導し、日野
市全体の保育の質の向上を図る。

保育課

■新型コロナウイルス感染症の感染状況を
鑑み、適切な方法で実施可能か判断しなが
ら行う。
令和2年度に未実施の施設を中心に訪問指
導を行う。

■感染症の状況を鑑み、12施設、書類検
査を中心に訪問指導・実地指導を実施。

Ｂ ■感染症の状況により、現地確認ができて
いない施設がある。

■感染症の状況を考慮しながら、適切な方
法で指導を実施していく。

×

令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（２）保育の質の向上

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み
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№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

24
①地域子ども
家庭支援セン
ター

■多摩平、万願寺の2カ所の地域子ども
家庭支援センターとして、地域の子育て
拠点及び子育てひろばの運営、相談事
業、各種子育て啓発事業、地域の子育て
サークルの支援を行う。

■市内21か所の子育てひろばの基
幹的役割を担っていく。それぞれの
地域の子育てひろばの見本となるよ
うな子育てひろば事業、相談事業、
子育て啓発事業を積極的に実施して
いく。
■解決困難な相談、専門的な知識を
必要とする相談は、子ども家庭支援
センター（高幡本部）との連携を図
り、個別対応につなげていく。
■地域における保護者の自主的な子
育てサークル等の組織づくりの支援
を積極的に行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役
割を認識し、効果的なサービスを提供す
る。
①子育てひろば
来所者のニーズにあった啓発講座等の企画
を継続する。
②相談事業
相談者にしっかりと寄り添い、受け止める
とともに児童虐待等の疑いがある場合は、
子ども家庭支援センター高幡本部に繋ぎ、
連携した支援を行う。
③子育てサークル活動
地域支援ワーカーによる直接的な訪問支援
でサークル活動の活性化を図る。新型コロ
ナウイルスの流行により、活動が困難に
なっているサークルへの支援方法を検討す
る。

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役
割の発揮
①啓発講座
　≪単独≫実施回数：1325回　参加者
数：3219組
　≪保育園等の協力≫
　　　　　実施回数：18回　　参加者
数：126組
　≪支援グループ等市民と共催≫
　　　　　実施回数：7回　　　参加者
数：54組
②相談事業
　受理件数：6487件
③子育てサークル
　登録団体：15団体
　訪問件数：44回
④子育て支援グループ
　登録団体：6団体

B

■コロナ禍への対応
〇新型コロナウイルス感染症の流行に伴
い、中止された啓発講座が発生した。適切
な対応をとりながら、コロナ禍でも実施で
きる対応が求められる。
〇ひろばの利用人数制限や利用者の自粛に
伴いひろば利用者が減少する中、相談件数
はほぼ横ばい状態で実質的な相談は増加し
ている。コロナ禍だからこその相談内容も
散見される中、より一層相談事業の充実が
求められる。
〇子育てサークルの活動継続への課題が大
きくなっている中、よりきめ細かい活動支
援が求められる。

■地域子ども家庭支援センターの基幹的役
割を認識し、効果的なサービスを提供す
る。
①子育てひろば
来所者のニーズにあった啓発講座等の企画
を継続する。
②相談事業
相談者にしっかりと寄り添い、受け止める
とともに児童虐待等の疑いがある場合は、
子ども家庭支援センター高幡本部に繋ぎ、
連携した支援を行う。
③子育てサークル活動
地域支援ワーカーによる直接的な訪問支援
でサークル活動の活性化を図る。新型コロ
ナウイルスの流行により、活動が困難に
なっているサークルへの支援方法を検討す
る。

×

25 ②子育てひろ
ば

■乳幼児と保護者が気軽に集い、語り合
い、交流できる場を提供し、地域で子育
てを支えあう関係づくりと相談体制を充
実させ、親子が安全に安心して過ごせる
場を提供する事業。
■地域の子育て支援拠点施設として、市
内に21か所設置。（平成31年4月現
在）

■地域の親子の居場所として、子育
て相談や仲間づくりができる場とし
て、運営の質的向上を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■利用しやすく、安心できる親子の居場所
とするため、職員交流を含めた研修会を実
施。
■子ども家庭支援センターの心理士によ
る、職員を対象にした巡回相談を実施。

■地域で安心して子育てするため、子ども
家庭支援センター職員（地域支援ワーカー
及び心理士）が子育てひろばを巡回訪問
し、子育て相談やひろば運営等の意見交換
を行った。

B

■コロナ禍への対応
地域子ども家庭支援センター以外の子育て
ひろばへの巡回訪問の実施に向け、実施形
態等の検討が求められる。

■利用しやすく、安心できる親子の居場所
とするため、職員交流を含めた研修会を実
施。
■子ども家庭支援センターの心理士によ
る、職員を対象にした巡回相談を実施。

×

26

A

■引き続き、利用者が安心して利用できる
よう、感染症の拡大に留意しながら運営を
続けていく。
■そのため、これまでの枠に捕らわれない
自由な発想のもと、学童クラブや放課後子
ども教室との連携を図りつつ、各児童館の
施設の特徴や利用者のニーズに合わせた事
業展開を実施していくことが求められてい
る。

■今後の児童館のあり方検討会報告書「日
野市の児童館　今後の展開」（令和2年度
～令和6年度）において、児童館ガイドラ
インに基づく９項目（誰もが集いやすい児
童館に情報発信パワーUPや関連諸機関と
の連携した配慮が必要な子へサポートな
ど）を引き続き実施する。また令和2年度
中に検討した優先順位に基づき、令和４年
度に再検討した実施するべき事業を実施す
る。
■日野市独自の持続可能な施策として
「公・民ともに児童館学童クラブの質
UP」を行う。基幹型児童館に学童クラブ
運営を調整するエリアマネージャーを中心
に、学童クラブの育成のサポート等行い、
子育て支援の充実を進める。
■コロナ禍においても児童の居場所として
児童館を安全に開設できるよう、新型コロ
ナウイルス感染症に係る予防・対応マニュ
アルを必要に応じ更新し、感染拡大の防止
等を図る。
■専門職ならではの視点で活気ある児童館
運営を推進するため、児童館職員マニュア
ルを作成し、職員の心構えを再確認する。
■児童館の数が限られているため、専門的
見地を持った職員が地域に出向き子どもの
自己表現ができる場として移動児童館事業
を提供していく。また、地域の実情を調査
し、必要な場所へ出向いていけるよう検討
し事業を実施する。

〇

■全児童館に「意見ボックス」を日常
的に設置し、子どもたちが気軽に意見
を出せる環境づくりをしている。意見
内容は児童館の施設に関する希望が多
いが、中には社会に関する疑問や職員
への質問、将来の夢、絵なども投函さ
れている。意見を受け、児童館職員が
作成した回答を掲示するなどしてい
る。
■行事でおかれる子ども実行委員で自
分たちのアイディアを出し、準備、進
行、片付け等を進めている。子どもた
ちからアイディアを引き出したり、ど
うしたら実現するかを一緒に考えてい
る。また、日常の子どもたちの声から
企画の提案が出され、子どもたちのア
イディアが実現できるよう児童館職員
やボランティアがサポートしている。
子どもの自発的活動を継続的に支援す
ることに努めている。
■児童館によっては運営協議会に子ど
もがメンバーに入り、子どもの視点や
意見が児童館の運営や地域の活動に生
かせるように努めている。

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

③児童館

■地域の子どもたち（０歳から18歳未
満）の遊びや活動の援助と、地域の子育
て支援、子どもたちの健全な育成を図る
ことを目的とした施設。
■子ども達にとって身近で安心安全な居
場所、遊び場であると共に、親など保護
者の子育てに関する不安の解消や子育て
力向上を目的とする事業を実施するな
ど、地域の子育て・子育ち支援の活動拠
点である。
※平成31年4月現在
①施設数　基幹型3館、地域型7館（内指
定管理2館、運営業務委託1館）合計10
館
②開館日　月曜日から土曜日（日曜、祝
日、年末年始は休館）
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみ
だいら児童館ぷらねっとは火曜日から日
曜日（月曜、祝日、年末年始は休館）
③開館時間　9時30分～18時
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみ
だいら児童館ぷらねっとは9時30分～
19時
④利用対象者
市内の18歳未満の児童、及びその保護者

■児童館ガイドライン（平成30年
10月改訂）に基づき、新しい児童
館構想を策定。拠点性、多機能性、
地域性を３本柱として、各種運営、
事業の展開等を図る。
■学童クラブ、ひのっちとともに、
小学生の放課後を支えていく。
■子どもや子育て支援に関する幅広
い情報を集約し、分かりやすい情報
発信を行う。
■関連諸機関との連携・役割分担
し、子育て家庭に対する相談・援助
等を行い子育て支援の充実を進め
る。
■切れ目のない地域の子育て支援の
拠点としてとらえ、妊婦の利用など
幅広い保護者の子育て支援を進め
る。
■基幹型児童館は、地域の子育て・
子育ち支援の中核を担う総合施設と
して位置づけ、公・民問わず全体の
児童館と学童クラブの質の向上を目
指し調整・支援等を行う。
■第5次行財政改革大綱や各種計画
を踏まえて事業を進め、より身近な
児童館として、子育て支援を充実さ
せる。

子育て課

■今後の児童館のあり方検討会報告書「日
野市の児童館　今後の展開」（令和2年度
～令和6年度）において、児童館ガイドラ
インに基づく９項目（誰もが集いやすい児
童館に情報発信パワーUPや関連諸機関と
の連携した配慮が必要な子へサポートな
ど）を引き続き実施する。また令和2年度
中に検討した優先順位に基づき、令和3年
度に実施するべき事業を実施する。
■日野市独自の持続可能な施策として
「公・民ともに児童館学童クラブの質
UP」を行う。基幹型児童館に学童クラブ
運営を調整するエリアマネージャーを配置
し、学童クラブの育成のサポート等行い、
子育て支援の充実を進める。
■コロナ禍においても児童の居場所として
児童館を安全に開設できるよう、新型コロ
ナウイルス感染症に係る予防・対応マニュ
アルを必要に応じ更新し、感染拡大の防止
等を図る。
■児童の居場所を確保するため、学校から
直接児童館に来館できる、児童館「ランド
セル来館」事業を拡大する。
■『みんなのおうちへ移動児童館!』をコン
セプトに自宅でも気軽にできる遊びや製作
など、児童館職員らしさがあふれる動画を
配信、おもちゃの貸し出しや図書の貸し出
し、おもちゃ製作のキットやマスク製作の
キットの配布など、自粛期間中の在宅での
子ども・子育て家庭を支援する。

■感染症の拡大に留意しながら事業の再開
を進めてきた結果、令和3年度の児童館10
館の利用者数は 205,929人（令和2年度
158,555人）１館あたりの平均利用者数
は 70名/日（令和2年度 55名/日）■新
型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取
りながら子どもの居場所として、また子育
てに関する相談場所として、どのような状
況であっても、子どもたちや保護者の方々
に寄り添えるよう努めた。■今後の児童館
のあり方検討会の報告書「日野市の児童館
今後の展開 ～いつだって子どもの味方！
みんながつながる児童館～ 」に基づき、
児童館運営に地域の方のご意見を活かすた
めの運営協議会設置、子どもの声を聴きな
がら館内のレイアウトを見直したり新しい
事業を展開するなど、時代のニーズに合わ
せて取り組んだ。■保護者からの声を受け
て始まった衣類やおもちゃなどの「おさが
り」イベントは９年目を迎え、SDGｓを
先取りした優れた取り組みとして評価され
た。７月からは、基幹型児童館を中心に
フードパントリーを設置し、地域の身近な
公共機関として困りごとを抱えた子どもや
家庭を必要な支援につなげることができる
よう、他機関とも連携してきた。■子ども
たちの放課後の居場所として、児童館、学
童クラブ、ひのっちの３つで連携を図るよ
う努めた。■学童クラブ正規職員経験者に
よるエリアマネージャーを各ブロック児童
館に配置し、公営・民営問わず、学童クラ
ブの育成の質の維持・向上に向け、育成内
容を逐次確認するとともに、必要に応じて
助言等を行った。

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

（３）地域の子育て支援拠点の強化
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27
④放課後子ど
も 教 室 「 ひ
のっち」

■地域の中で、心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを提供していくことを目的
として、放課後の子どもたちの安全で安
心な居場所を提供する事業。
■放課後、学校内の教室・校庭・体育館
な ど に 安 全 管 理 員 （ ひ の っ ち パ ー ト
ナー）を配置し、安全な遊び場環境を提
供する。さらに、学習アドバイザーによ
る学習プログラムを行っている。
■ 地 域 の 人 材 で あ る ひ の っ ち パ ー ト
ナー、学習アドバイザーの協力を得なが
ら、子どもたちの「仲間づくり」の場と
して、また、地域の高齢者と子育て世代
が関わり、「三世代で取り組む子育て」
「人と人が支えあう輪づくり」の場と
なっている。

■受付教室と他の特別教室を借用
し、放課後の子どもの居場所とし
て、学校との連携を図る。
■地域の方々の協力により成り立つ
事業であることを保護者に理解して
もらう。
■地域の方々の協力を得やすくする
ための短時間ボランティア制度であ
るアシストパートナー制度の検討を
する。

子育て課

■新型コロナウイルス感染対策として、令
和３年度も従来の「ひのっち」ではなく、
利用者を制限し規模を縮小した「新たな放
課後子ども教室」を引き続き実施する。

■今後、新しい生活様式のなかで「ひのっ
ち」をどのように再開するか、検討を行
う。

■「新たな放課後子ども教室」について、
感染状況を考慮しつつ、年間を通して実施
した。

■運営委員会およびコーディネーター会議
での検討を経て、令和４年度から引き続き
感染対策を講じつつ従来の「ひのっち」を
再開することを決定した。

A
■少人数学級や児童数の増加等により、実
施場所の確保が難しくなっている小学校が
ある。

■令和４年度からは「新たな放課後子ども
教室」ではなく、従来の「ひのっち」を再
開する。引き続き感染対策を講じつつ、安
定した運営に取り組む。

×

29

⑥スーパーひ
のっち「なつ
ひの」全校実
施

■小学生の放課後の居場所としての「ひ
のっち」を夏季休業中における一定期間
スーパーひのっち「なつひの」として実
施。
■平成27年度より、4校で試行、令和元
年度現在12校で実施。

■毎年2～3校拡充し、令和3年度
17校(全校）実施を目指す。
■猛暑の期間に協力できるパート
ナーの獲得に努力する。
■猛暑の期間であり、外遊びが難し
いので、遊びや学びのプログラムを
検討する。

子育て課

■「新たな放課後子ども教室」の一部とし
て「なつひの」を実施する。
■「なつひの」実施校を前年度より拡大す
る。

■「新たな放課後子ども教室」の一部とし
て「なつひの」を、７月下旬の６日間実施
した。

■「なつひの」実施校として新たに平山小
学校・滝合小学校が加わり、合計１3校で
の実施となった。令和２年度は未実施、令
和元年度は１２校での実施。

A

■なつひのは実施時間が長く昼食を挟むた
め、従来のひのっちよりパートナーが多く
必要となるが、パートナーの負担が大き
く、確保が難しいひのっちもある。

■「なつひの」を市内全小学校１７校で実
施する。

〇
参加した児童にアンケートを実施し、
なつひのの感想を聞いて次年度の参考
としている

30 ⑦児童館の開
所時間拡大

■開館日
月曜日から土曜日（日曜、祝日、年末年
始は休館）
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみ
だいら児童館ぷらねっとは、火曜日から
日曜日（月曜、祝日、年末年始は休館）
■開館時間
9時30分～18時
※たまだいら児童館ふれっしゅ、みなみ
だいら児童館ぷらねっとは、9時30分～
19時
※しんめい児童館は、学校の三季休業期
間（春休み、夏休み、冬休み）、8時30
分から開館

■共働き世帯や中高生世代等にも、
これまで以上に利用しやすい児童館
を目指し、開館日や開館時間につい
て検討していく。

子育て課

■引き続き、三季休業期間は、しんめい児
童館は朝8時30分開館を実施していく。
■コロナ禍においても、市内全児童館にお
いてランドセル来館等を実施するなど、児
童の居場所を確保する。
■中高生世代の対応として、たまだいら児
童館、みなみだいら児童館において、午後
7時までの開館を継続する。

■朝8時30分から開館（しんめい児童館の
み）夏休み212名　冬休み2名 　春休み
27名  の利用。
■コロナ禍においても、市内全児童館にお
いてランドセル来館等を実施するなど、児
童の居場所を確保した。
■中高生世代の対応として、たまだいら児
童館、みなみだいら児童館において、午後
7時までの開館を継続した。

A

■引き続き、三季休業期間は、しんめい児
童館は朝8時30分開館を実施していく。
■コロナ禍においても、市内全児童館にお
いてランドセル来館等を実施するなど、児
童の居場所を確保する。
■中高生世代の対応として、たまだいら児
童館、みなみだいら児童館において、午後
7時までの開館を継続する。

〇

■児童館によっては運営協議会に子ど
もがメンバーに入り、子どもの視点や
意見が児童館の運営や地域の活動に生
かせるように努めている。

■子育てカフェは地域における子育て・子
育ち支援の拠点として、地域の様々な機会
を捉え、PRなど地道な努力を続ける。ま
た一方で、数字だけでなく、在宅育児世帯
にとって真に必要なサービスがどのような
ものなのか把握に努める。そのためにも、
地域とのつながりを深める活動を続ける。
■コロナ禍においても乳幼児と保護者の居
場所として安全に利用してしていただける
よう、新型コロナウイルス感染症に係る予
防・対応マニュアルを作成し、感染拡大の
防止等を図る。

■子育てカフェ
　開設日数：231日
　延べ来場者数：4,826人
　　　　　　　　　(前年度4,358人）
子育て支援に関する相談、援助の役割を果
たすため、気軽に相談できる雰囲気作りに
努めた。大人も子どもも主体的に参加でき
るワークショップや講習会なども開催し
た。利用者や地域とのつながりを大切にし
た事業運営ができた。また、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、ランチ提供の
休止等の対応を行った時期もあったが、相
談事業は継続し、ZOOMによるオンライン
ひろば事業等を代替として実施した。
■児童育成（夜間）
登録児童数の減少により、夜間育成事業は
令和２年度を以て廃止。

A

■子育てカフェは地域における子育て・子
育ち支援の拠点として、地域の様々な機会
を捉え、PRなど地道な努力を続ける。ま
た一方で、数字だけでなく、在宅育児世帯
にとって真に必要なサービスがどのような
ものなのか把握に努める。そのためにも、
地域とのつながりを深める活動を続ける。
■コロナ禍においても乳幼児と保護者の居
場所として安全に利用してしていただける
よう、新型コロナウイルス感染症に係る予
防・対応マニュアルを作成し、感染拡大の
防止等を図る。

×28
⑤駅前ミニ子
育て応援施設
「モグモグ」

■市民ワーキンググループによるカフェ
方式の子育てひろばの提案を市が具体化
した事業で、学童クラブ終了後の夜間の
児童育成を加えて平成19年度から行って
いる。
■子育て広場事業
①内容：飲食物を有料で提供し各種イベ
ントを実施する等、乳幼児とその保護者
が気軽に集える子育てカフェの運営を
行っている。
②開設日　月～金、第3土曜日
③開設時間　10時～16時
ランチタイム　11時30分～13時
■夜間の児童育成事業
①内容：通常の学童クラブ終了後、児童
育成を行うことで、共働き家庭に安心・
安全な子どもの居場所を提供する。夕食
も提供し、食生活のリズムの確立、食育
へのきっかけ作りとなっていく。
②開設日　月～金（祝祭日を除く）
③開設時間　17時45分～21時

■昼間の子育てカフェは、手軽に軽
食等を楽しみながら乳幼児親子がく
つろげる子育てひろばであり、子育
て中の母親を孤立させないよう乳幼
児親子が集える場、子育ての悩みを
相談できる場として、今後も運営を
継続する。
■夜間の児童育成は、利用状況によ
り事業の見直しを検討する。

子育て課
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31
⑧運営協議会
の実施
（児童館）

■児童館活動の充実を図るため、民生委
員、主任児童委員等の地域組織の代表者
他、学識経験者、学校教職員、子どもや
保護者等を構成員とする協議会を設置
し、積極的に情報提供を行い、その意見
を聴き児童館運営に生かしていく。

■運営協議会の実施に向け、構成員
や回数及び内容について、各児童館
が検討を開始する。
■実施が可能な児童館から運営協議
会を開催し、方法や内容等につい
て、他の児童館に情報提供し、すべ
ての児童館での開催を目指す。

子育て課

■引き続き、児童館活動の充実を図るた
め、年２回程度の協議会をすべての児童館
で開催していく。
■民生委員、主任児童委員等の地域組織の
代表者他、学識経験者、学校教職員、子ど
もや保護者等、地域の方々や関係機関との
連携を図るとともに、情報提供のみなら
ず、メンバーからのご意見を児童館活動に
活かせるよう、積極的な議論の場として協
議会を活用していく。

■すべての児童館において、運営協議会の
設置要領を制定し、構成メンバーの委嘱等
の依頼を行った。なお、感染対策を図りな
がら実施できた児童館があったものの、多
くの児童館は感染対策を図るため、書面開
催で実施した。地域の方々に児童館活動を
知っていただく機会を提供することができ
た。

A

■引き続き、児童館活動の充実を図るた
め、年２回程度の協議会をすべての児童館
で開催していく。
■民生委員、主任児童委員等の地域組織の
代表者他、学識経験者、学校教職員、子ど
もや保護者等、地域の方々や関係機関との
連携を図るとともに、情報提供のみなら
ず、メンバーからのご意見を児童館活動に
活かせるよう、積極的な議論の場として協
議会を活用していく。

〇

■児童館によっては運営協議会に子ど
もがメンバーに入り、子どもの視点や
意見が児童館の運営や地域の活動に生
かせるように努めている。

32
⑨学童クラブ
の育成時間の
延長・拡大

■育成日
月曜日から土曜日まで（日曜・祝日・年
末年始は閉所）
平成２７年度より、通年コースと三季休
業コースの選択制を実施。
■通常育成時間（令和元年度現在）
公設公営・公設民営
【学校のある日】下校時から17時45分
【土曜日】8時30分から17時45分
【学校休業日】８時00分から17時45分
■延長育成時間（令和元年度現在）
公設公営
【学校のある日】17時45分から18時
30分
【土曜日】なし
【学校休業日】17時45分から18時30
分
公設民営
【学校のある日】17時45分から19時
【土曜日】17時45分から19時
【学校休業日】17時45分から19時

■東京都内の他市の実施状況や保護
者ニーズを踏まえ、引き続き午後７
時までの延長育成を民間活力の導入
（運営委託）に取り組む中で進めて
いく。
■同じ学校の敷地内で複数の施設が
ある場合は、財政面や延長育成の
ニーズ量から、一方の施設に民間活
力の導入を図り育成時間を拡大し、
子育て支援の充実を図っていく。

子育て課

■東京都内の他市の実施状況や保護者ニー
ズを踏まえ、引き続き午後７時までの延長
育成を民間活力の導入（運営委託）に取り
組む中で進めていく。
■同じ学校の敷地内で複数の施設がある場
合は、財政面や延長育成のニーズ量から、
一方の施設に民間活力の導入を図り育成時
間を拡大し、子育て支援の充実を図ってい
く。

■令和3年度は、たけのこ学童クラブ、一
小学童クラブにおいて、民間活力の導入に
より平日の午後７時までの延長育成の実施
と、土曜日、学校休業期間における午前８
時の開所から午後７時までの延長育成を実
施した。
■令和4年度において、豊田小すみれ学童
クラブと、七生緑小学童クラブに民間活力
を導入するため、委託事業者選定委員会を
実施し、委託事業者を決定した。

A

■東京都内の他市の実施状況や保護者ニー
ズを踏まえ、引き続き午後７時までの延長
育成を民間活力の導入（運営委託）に取り
組む中で進めていく。
■同じ学校の敷地内で複数の施設がある場
合は、財政面や延長育成のニーズ量から、
一方の施設に民間活力の導入を図り育成時
間を拡大し、子育て支援の充実を図ってい
く。

〇

■学童クラブの育成にあたっては、保
護者だけではなく児童の意見を反映で
きるよう、その育成内容に関して聞き
取りを行う等の対応をしている。

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

子ども家庭
支援セン

ター

■市民が、子育て支援に積極的に関われる
よう人材の育成、確保を行い、居場所づく
りを継続していく。
■子どもを中心に捉え、市民・地域・まち
全体が活性化するための拠点づくりの支援
を行う。

■養成講座：7回開催
■子育てひろば利用者
　≪万願寺≫：6666名
　≪南平≫：1525名

A

■市民が、子育て支援に積極的に関われる
よう人材の育成、確保を行い、居場所づく
りを継続していく。
■子どもを中心に捉え、市民・地域・まち
全体が活性化するための拠点づくりの支援
を行う。
■カワセミハウスでの出張ひろばを開始

×

子育て課

■ふれあいホールと仲田の森蚕糸公園の一
体的な活用について検討する。
■集会室1-3の利用について子育て係と整
理、引継ぎを行う。

■仲田の森蚕糸公園の活用
　「なかだの森であそぼう！」
　開催：72回
　参加者：延べ5,108人
■集会室1-3の活用
　感染症拡大防止対策として貸室としての
利用を停止していたが、子どもに関わる活
動を行う団体への貸出を再開した。

B
■コロナ禍におけるホールの利用制限等も
あり、公園との一体的な活用についての検
討が進んでいない

■ふれあいホールと仲田の森蚕糸公園の一
体的な活用について検討する。
■集会室1-3の利用について、子育て係と
都度調整し、整理、引継ぎを進めていく。

×

34 ②子育てサー
クルへの支援

■子どもとその保護者が定期的に集まっ
て、一緒に遊びながら友達づくりをした
り、情報交換をしたり、悩みを相談しな
がら「子育てを共にしていこう」とする
地域の自主的な子育てサークル活動を支
援していく事業。

■子育てサークルや子育て支援グ
ループの活動を継続的に支援してい
く中で、情報交換の場や交流の場を
設定していく。
■子育てサークルが必要と思われる
地域に子育てサークル立上げの支援
を行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■子育てサークルや子育て支援グループの
活動を継続的に支援していく中で、情報交
換の場や交流の場を設定していく。
■子育てサークルが必要と思われる地域に
子育てサークル立上げの支援を行ってい
く。

■子育てサークル
　登録団体：15団体
　訪問件数：44回
■子育て支援グループ
　登録団体： 6団体

B

■コロナ禍への対応
コロナ禍でサークル活動が停滞する中、卒
サークルを迎える親子もいるため、新メン
バーの加入を促す支援が必要である。

■子育てサークルや子育て支援グループの
活動を継続的に支援していく中で、情報交
換の場や交流の場を設定していく。
■子育てサークルが必要と思われる地域に
子育てサークル立上げの支援を行ってい
く。

×

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

33
①市民参加で
の居場所づく
り

■市民の参加による「子育てパートナー
事業」は、万願寺交流センターや南平駅
西交流センター（出張ひろば）等様々な
かたちでの居場所づくりを行っている。
■NPO法人が「なかだの森であそぼう」
を開催し、幼児の親子から中高生まで自
然にふれあい、ストレス解消等の居場所
づくりを行っている。
■子どもの居場所づくり、遊びを通した
育ちと体験の場づくりとして「共に生き
互いに育てあうまちの実現」に向け、
様々な機関や人材と連携・協力をする

■市民が、子育て支援に積極的に関
われるよう人材の育成、確保を行
い、居場所づくりを継続していく。
■子どもを中心に捉え、市民・地
域・まち全体が活性化するための拠
点づくりの支援を行う。

方針２）子育てを励ます人と場づくり

（１）市民による子育て支援の輪づくり

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価
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35
③地域におけ
る子育て人材
育成

■子育て支援者や協力者の人材育成と市
内子育て関連施設でのボランティア活動
等の人材育成のため、子育て支援者の養
成講座を実施する。
■子育てパートナー数42名 ※平成31
年3月現在

■子育て支援者養成講座の継続と充
実が、市内の子育て支援に係る人材
の量と質の確保や子育てひろば等で
のボランティア活動の登用につなが
るように進めていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■子育て支援に関われるよう、人材の養
成、確保のための養成講座の開催を継続し
て実施。
■講座を周知する。

■養成講座：7回開催 B

■子育て支援に関われるよう、人材の養
成、確保のための養成講座の開催を継続し
て実施。
■講座を周知する。

×

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

36 ①乳幼児健康
相談事業

■「育児全般に関する気がかり」や「子
育てをめぐる母親自身の不安や悩み」を
抱えながら育児をしている保護者に対し
て相談支援を行い、適切な方法で保護者
自身や家族の健康の維持・増進につなげ
ていく。

■育児中の保護者を対象としている
が、妊婦が産院以外で気軽に相談で
きる場が少ないため、今後妊婦にも
対象を広げるとともに、子育て中の
者同士や子育て経験者との顔の見え
るつながりの場ともなるため、今後
も継続していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■新型コロナウイルス感染拡大防止策を考
慮しながら「育児全般に関する気がかり」
や「子育てをめぐる母親自身の不安や悩
み」を抱えながら育児をしている保護者に
対して相談支援を行い、適切な方法で保護
者自身や家族の健康の維持・増進につなげ
ていく。

■５会場
■来所者351人（内訳；乳幼児351人・
妊婦0人）
■オンライン4人（内訳；乳幼児4人・妊
婦0人）
オンライン相談も併用して相談支援を継続
し、適切な方法で保護者自身や家族の健康
の維持・増進できるよう支援を行った。

B

■令和2年度より利用者は増加しているが
妊婦の利用者が無いので妊婦への利用を周
知することもできれば、より事業の目的に
沿った運営ができると考えられる。妊婦の
利用が無ければ日野市の妊婦からのニーズ
についての検討も必要だと考えられる。

■会場となる児童館を5か所から9か所に
増やし、また実施回数も児童館での回数を
R3年度より6回多くして実施していく。
（全体の回数は不変）
■予約や当日の運営、計測補助などに児童
館職員が協働することで、様々な不安や悩
みを抱えて育児をしている保護者に対し、
より身近な相談場所として児童館の利用を
促進する。

×

37 ②乳幼児歯科
相談事業など

■日野市歯科医会の協力のもと、乳幼児
歯科相談、1歳6カ月児歯科健康診査、3
歳児歯科健康診査等を実施。
■私立の幼稚園・保育園の保護者や職員
を対象に歯科医師によるむし歯予防講習
会を実施。

■健診時の判断により、個別の対応
が望ましい児童に対しては、個別相
談等にて支援を行う。
■乳幼児のむし歯予防のため、地域
の幼稚園、保育園、子ども家庭支援
センター等の関係機関との連携をよ
り強化する。

健康課

■1歳6か月児健診及び3歳児健診でむし歯
があった子どもに対し、歯科受診の支援を
継続する。
■乳幼児歯科相談を通し、むし歯予防やか
かりつけ歯科医の重要性等を周知してい
く。

■むし歯のある子どもは、1歳6か月児健
診で10名、3歳児健診で84名おり、歯科
受診を必要に応じて保健師等と連携し支援
した。
■乳幼児歯科相談の個別指導時に日野市内
の歯科医院の情報提供しかかりつけ歯科医
の重要性を伝えた。

A
■乳幼児歯科相談事業の来所者は限定され
るため、市民に広く周知するためにはホー
ムページ等の活用も必要である。

■引き続き1歳6か月児健診及び3歳児健診
でむし歯があった子どもに対し、歯科受診
の支援を継続する。
■市のホームページ等も活用し、むし歯予
防やかかりつけ歯科医の重要性について周
知していく。

×

38 ③相談支援事
業

日野市発達・教育支援センター（エー
ル）にて、０歳から18歳までの、発達
面、行動面、学校生活面において支援を
必要とする子ども、子どもの育ちについ
て不安のある保護者、関係機関からの相
談を実施。一般相談、発達相談、教育相
談、就学入級転学相談、医療相談等を実
施。

■０歳から18歳まで、切れ目のな
い相談支援体制を確立していく。

発達･教育
支援課

■担当者間でタイムリーにケース検討を行
う仕組みづくりに取り組む。
■専門職間の事例検討を実施。
■初回相談から心理相談等への対応をス
ピーディに対応できる仕組みを構築する。
■引き続き、新型コロナウイルス感染症予
防対策をしっかり行う。

■毎週心理士によるインテーク会議を設定
することで、担当者間での支援の方向性の
確認ができた。
■専門職間の事例検討を実施した。
■初回相談枠を予め設定することで、増加
する相談件数にあっても、心理相談までの
日数の長期化を防いだ。
■消毒、検温等の新型コロナウイルス感染
症予防対策を継続してしっかり行った。

A ■異なる部門同士の連携について、一層強
化する必要がある。

■部門間でタイムリーにケース検討を行う
仕組みづくりに引続き取り組む。
■専門職間の事例検討を実施。
■初回相談から心理相談等への対応をス
ピーディに対応できる仕組みを引続き検討
する。
■引き続き、新型コロナウイルス感染症予
防対策をしっかり行う。

✖

39 ④子どもと家
庭の総合相談

■子ども家庭支援センターにて、子ども
と家庭に関する相談を受ける事業で、児
童虐待、障害、非行、育成等様々な相談
を受けている。
■個人だけでなく、学校、保育園、幼稚
園等の子育て関連機関からの相談も受
け、個別対応をする中で、必要に応じて
要保護児童対策地域協議会のネットワー
クを生かした対応を行い、子ども家庭支
援ワーカーが調整役として対応をしてい
く。

■子育て相談が増え続けている中、
妊産婦、０歳から18歳までの子ど
もと家庭の問題に関する総合相談窓
口としての機能を充実させていく。
■個人だけでなく、他の子育て関連
機関で解決困難な相談にも積極的に
対応していく。困難なケースについ
ては、要保護児童対策地域協議会の
枠組みの中で、子ども家庭支援ワー
カーが、各関連機関と連携し、関係
機関間の調整役としての機能を強化
していく。
■児童虐待相談及び心理相談等専門
的な相談の対応も強化していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、27年度からのチーム制を
リーダーを中心としたより機能的な形態に
することで、増え続けている相談への対応
力を強化し、子どもと家庭の問題に関する
総合相談窓口としての機能を充実させてい
く。
■子育てに関わる他機関からの相談におい
ても、要保護児童対策地域協議会の枠組み
の中で、子ども家庭支援ワーカーが各関連
機関と連携し、関係機関間の調整役として
中心的機能を果たしていく。
■困難ケースや重篤な虐待については、八
王子児童相談所との連携を密にして対応し
ていく。

■相談受理件数
　1,801件（内、虐待受理件数731件）

■子ども家庭支援ワーカー相談件数
　38,060件

■個別ケース会議
　71件

A ■虐待受理件数は増加の一途を辿ってお
り、夜間、土曜日の対応が増加している。

■引き続き、27年度からのチーム制を
リーダーを中心としたより機能的な形態に
することで、増え続けている相談への対応
力を強化し、子どもと家庭の問題に関する
総合相談窓口としての機能を充実させてい
く。
■子育てに関わる他機関からの相談におい
ても、要保護児童対策地域協議会の枠組み
の中で、子ども家庭支援ワーカーが各関連
機関と連携し、関係機関間の調整役として
中心的機能を果たしていく。
■困難ケースや重篤な虐待については、八
王子児童相談所との連携を密にして対応し
ていく。

×

40 ⑤育児支援家
庭訪問事業

■養育に不安を抱え、特別な支援が必要
な家庭に「育児技術訪問指導員」または
「育児家事訪問支援員」を派遣し、子育
ての孤立化を緩和し、子育てに自信を持
ち、要支援家庭が安定した児童の養育を
行えるよう支援していく。

■訪問支援について、さらなる充実
を図っていく。また、潜在的に支援
を必要としている家庭について把握
し、支援の漏れがないようすくいあ
げる体制づくりを進めていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭
支援センターになった母子保健係を始め各
関係機関と連携を深め、要支援家庭を把握
し、支援の実施を行い、虐待防止に努め
る。

■育児技術訪問指導員
　延べ訪問日数120日
　延べ訪問時間115時間
■家事育児支援ヘルパー
　延べ訪問日数37日
　延べ訪問時間58時間

A ■虐待増加に伴い、訪問時間日数ともに増加している。

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭
支援センターになった母子保健係を始め各
関係機関と連携を深め、要支援家庭を把握
し、支援の実施を行い、虐待防止に努め
る。

×

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（２）子育て相談・支援の充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み
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子ども家庭
支援セン

ター

■新型コロナウイルス感染拡大防止に努め
ながら、面接を行う。全ての妊婦等の状況
を把握し、適切な情報提供を行い、妊娠・
出産・子育てに関する不安軽減を図る。
■支援を要する妊婦に対して、支援プラン
を作成し、継続的な支援を実施する。支援
プランは必要に応じて見直しを行い更新し
ていく。

■妊婦把握数：1343人
面接数：1,335件
未面接：8件（体調不良の理由）
■支援プラン作成数：196件
ぽけっとなびの予約システムを活用し、妊
婦面接の予約制を導入。事前に妊婦の情報
を確認したうえで面接が可能となった。ま
た、妊婦等にとっても予約することでス
ムーズな面接が可能となった。

A

令和2年度は未面接妊婦に対して電話での
面接となったケースもあったが、令和3年
度は電話での面接では育児パッケージの対
象とならない。そのため、面接勧奨につい
て課題が生じると予測される。

■新型コロナウイルス感染拡大防止に努め
ながら、面接を行う。全ての妊婦等の状況
を把握し、適切な情報提供を行い、妊娠・
出産・子育てに関する不安軽減を図る。
■支援を要する妊婦に対して、支援プラン
を作成し、継続的な支援を実施する。支援
プランは必要に応じて見直しを行い更新し
ていく。
■妊婦面接の完全予約が可能か検討してい
く。また、面接予約について市民への周知
を図る。

×

保育課
■多様化する保育ニーズに応じて、相談業
務や相談者に分かりやすい情報提供等を
行っていく。

【特定型】
■保育園入園に関する専門的な知識を習得
し、市内・近隣市の保育園情報や子育て関
連施設の情報を集積し、適切な情報提供、
相談業務に応じた。
人員：3人体制（交代勤務。元公立保育園
園長などの会計年度任用職員）
勤務時間：月～金曜日（平日）、8:30-
17:15
内容：保育園利用相談等
相談件数：窓口3,078件、電話5,798件

A
■多様化する保育ニーズに応じて、相談業
務や相談者に分かりやすい情報提供等を
行っていく。

✕

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

42 ①児童手当

■中学校終了前（15歳到達後最初の年度
末）までの児童を養育している父母等の
主たる生計者に児童手当を支給。
■児童１人につき、所得制限限度額未満
の者の支給月額は3歳未満15,000円、
３歳以上小学校修了前（第1子、第2子）
10,000円、3歳以上小学校修了前（第3
子以降）15,000円、小学校修了後中学
校修了前10,000円、所得制限限度額以
上 の 者 の 支 給 月 額 は 特 例 給 付 と し て
5,000円。
■支給時期は6月、10月、2月にそれぞ
れ4か月分を支給。
※令和2年3月現在

■児童手当法による国の制度であ
り、国の動向を注視しつつ、法令に
則った、より一層適正な支給に努め
る。

子育て課

■子ども医療費助成制度等及び他課（市民
窓口課等）との連携により申請漏れのない

ように努めた。
■令和3年の3市共同システム開始及び電

子申請開始に向けた業務対

■子ども医療費助成制度等及び他課（市民
窓口課等）との連携により申請漏れのない
ように努めた。
■令和3年11月から3市共同システム開
始。
■現況届の電子申請試行（東京都のサービ
スシステム利用）。

A
■法改正による所得制限の変更に伴う対応
及び現況届廃止に伴ったスムーズな更新。 ✖

43 ②子ども医療
費の助成

■医療保険の加入要件に該当し、所得制
限の範囲内の者で、６歳に達する日以後
の最初の年度末までの乳幼児を養育する
者には乳幼児医療証、6歳に達する日以
後の最初の４月１日から15歳に達する日
以後の年度末までの義務教育就学期にあ
る児童を養育する者に子ども医療証を発
行し、該当乳幼児・児童の受診時に保険
診療の一部負担金（の一部）を助成。
■日野市では乳幼児医療証の所得制限は
なし。
※令和2年3月現在

■乳幼児医療費助成事業実施要綱、
義務教育就学児医療費助成事業実施
要綱等に基づく東京都の制度であ
り、市でも条例等を整え事業遂行し
ている。現状、乳幼児医療助成は市
単独で所得制限なしの取り扱いとし
ている。
■所得制限、助成範囲等について、
東京都の動向を踏まえ、充実に向け
て調査研究に努める。
■条例等に基づいたより一層適正な
助成に努め、乳幼児・児童の保健・
福祉の向上を図る。

子育て課

■児童手当等の他制度や他課（市民窓口課
等）との連携により申請漏れのないように
努める。
■七生支所と連携し、サービスの拡充に努
める。
■令和3年の3市共同システム開始に向け
業務改善に努める。

■子ども医療費助成制度等及び他課（市民
窓口課等）との連携により申請漏れのない
ように努めた。
■令和3年11月から3市共同システム開
始。

A

■法改正による所得制限の変更に伴う対応
及び現況届廃止に伴ったスムーズな更新。
■高校生等の医療費助成制度開始に向けた
準備（システム改修等）

✖

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（１）子育て世帯への経済的支援

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

41 ⑥利用者支援
事業

■保健師等の専門職がすべての妊産婦等
の状況を継続的に把握し、必要に応じて
関係機関と協力して支援プランを策定す
ることにより、妊産婦等に対しきめ細か
い支援を実施する。（母子保健型）
■子ども及びその保護者が様々な子育て
支援事業等の中から適切なものを選択
し、円滑に利用等できるよう、身近な場
所で情報提供や相談、援助を行う事業。
平成30年度から保育課窓口に保育コン
シェルジュ3人を配置し、保育所入所相
談等を行っている。（特定型）

■保健師等の専門職が、妊娠から出
産、子育てにわたるまでの母子保健
や育児に関する様々な相談に応じ、
その状況を継続的に把握すること
で、切れ目のない支援体制を構築す
る。（健康課）
■多様化する保育ニーズに応じて、
相談者に分かりやすい情報提供等を
行っていく。（保育課）

方針３）ゆとりをもって子育てするための環境づくり
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Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

44 ③就学援助

■経済的理由により小・中学校への支払
いが困難な家庭に対し、学校で必要とす
る費用の一部を援助する。
■学用品費、通学用品費、新入学学用品
費、校外活動費、修学旅行費、移動教室
費、卒業記念アルバム代については、市
内に住所を有し、学校教育法第１条に規
定する学校に就学している児童・生徒の
保護者が支給対象。
■医療費、給食費は、市立小・中学校に
就学している児童・生徒の保護者が支給
対象となる。
■対象者は、次のいずれかにあてはまる
家庭
①生活保護受給中または昨年度以降生活
保護の停止・廃止を受けた、
②昨年度、市都民税が非課税、
③児童扶養手当受給中、
④経済的理由で子どもの教育費に困って
いる。
■所得要件　生活保護基準の1.3倍

■保護者の負担軽減を図るために、
今後も制度を継続していく。

庶務課

■経済的理由により小・中学校への支払い
が困難な、市内に住所を有し学校教育法第
１条に規定する学校に就学している児童・
生徒の家庭に対し、学校で必要とする費用
の一部（学用品費、通学用品費、校外活動
費、修学旅行費、移動教室費、卒業アルバ
ム代等）を援助する。
■令和４年度小学校新入学児童及び中学校
新入学生徒に対し、小学校就学前及び6年
生時の3月に「新入学学用品費」等を支給
する。
■認定基準については、昨年度と同様、生
活保護の1.3倍未満とする。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
し、家計急変世帯への周知や追加での判定
を実施。
■他市の状況等を調査し、制度の内容につ
いて検討を行う。
■高所得層と低所得層の格差が広がりつつ
あることも踏まえ、今後もこの事業を継続
していく。

■認定者数(年度末時点)
・小学校　準要保護　943名
　　　　　要保護　　  64名
・中学校　準要保護　545名
　　　　　要保護　　  44名
■総支給額　147,172,109円

■就学援助費と特別支援就学奨励費の申請
書を統一し申請の煩雑さをなくしたこと
で、援助を必要としている世帯が申請しや
すいように改善した。

B
■支給費目や支給額については、年度ごと
に他市の状況を踏まえて見直しをする必要
がある。

■経済的理由により小・中学校への支払い
が困難な、市内に住所を有し学校教育法第
１条に規定する学校に就学している児童・
生徒の家庭に対し、学校で必要とする費用
の一部（学用品費、通学用品費、校外活動
費、修学旅行費、移動教室費、卒業アルバ
ム代等）を援助する。
■令和5年度小学校新入学児童及び中学校
新入学生徒に対し、小学校就学前及び6年
生時の3月に「新入学学用品費」等を支給
する。
■認定基準については、昨年度と同様、生
活保護の1.3倍未満とする。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
し、家計急変世帯への周知や追加での判定
を実施。
■他市の状況等を調査し、制度の内容につ
いて検討を行う。
■高所得層と低所得層の格差が広がりつつ
あることも踏まえ、今後もこの事業を継続
していく。

×

45 ④奨学金

■市内に住む経済的理由により修学が困
難な高校生を援助し、教育上の機会均等
を図るため奨学金を支給している。この
奨学金は返済の必要はなし。
■申請方法は、募集期間に申請書等必要
書類を提出し、選考審査会に諮って決定
する。選考にあたっては、所得制限があ
り。
■前学年時における学習意欲・生活態度
などにより選考している。
■所得要件　生活保護基準の1.2倍

■高校の授業料無償化などの施策が
展開されてはいるが、まだ支援とし
ては不十分である。経済的な理由で
意欲のある学生の就学機会を奪うこ
とのないように、また保護者への負
担軽減を図るためにも、今後もこの
制度を継続していく。ただし、国の
施策の動向次第では、制度の継続・
変更も視野に検討を重ねていく。

庶務課

■1人月額 10,000円、年間 120,000円
　　給付型、返済義務なし。
■200名分　 24,000,000円を予算化
　※この人数を超えた場合は、補正対応
■所得要件を第一義とし、所得要件をクリ
アした者について、生活態度・学習意欲も
加味し審査した結果、基準を満たす者全員
に支給する。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
し、家計急変世帯への周知や追加での判定
を実施。

■応募者数187名。うち9名は所得超過に
より非認定、178名認定。

B
■所得による判定時に参照する家賃月額の
定め方や、推薦書の書式については改善の
余地がある。

■1人月額 10,000円、年間 120,000円
　　給付型、返済義務なし。
■200名分　 24,000,000円を予算化
　※この人数を超えた場合は、補正対応
■所得要件　生活保護基準の1.2倍以下
■所得要件を第一義とし、所得要件をクリ
アした者について、生活態度・学習意欲も
加味し審査した結果、基準を満たす者全員
に支給する。
■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
し、家計急変世帯への周知や追加での判定
を実施。

〇

奨学金を受給している高校生に対し年
に2度簡単なアンケートを実施し、奨
学金制度の必要性や要望等を伺ってい
る。

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

■新型コロナウイルスの感染拡大の影響を
踏まえた啓発事業の実施。

■第4次男女平等行動計画に基づく講演・
講座、パネル展示による啓発事業、女性相
談事業、DV被害者の支援事業、若年層へ
のDV被害防止啓発事業等を実施し、子育
て支援につなげる。

×

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

46
①日野市男女
平等行動計画

の推進

■第4次男女平等行動計画（計画年度：
令和3～7年度）を令和2年度末までに策
定する。
■策定にあたっては、男女平等の視点か
ら子育てしやすい環境の整備やワーク・
ライフ・バランスに関する事項等を盛り
込み、実態に即した計画をつくる。
■男女平等推進委員会及び男女平等行動
計画評価委員会を開催し、計画の推進と
検証を行う。
■男女平等行動計画に基づく講演・講
座、パネル展示による啓発事業、女性相
談事業、DV被害者の支援事業、若年層
へのDV被害防止啓発事業等を実施し、
子育て支援につなげる。

■男女ともに家庭、地域、職場等の
様々な分野で自己実現ができる男女
共同参画社会を目指す。

平和と人権
課

■第4次男女平等行動計画に基づく講演・
講座、パネル展示による啓発事業、女性相
談事業、DV被害者の支援事業、若年層へ
のDV被害防止啓発事業等を実施し、子育
て支援につなげる。

■令和2年度事業について、第３次男女平
等行動計画の担当課及び本部評価を行っ
た。
■女性のための再就職支援セミナー（東京
しごとセンター多摩と共催）、理学療法士
から学ぶカラダケア講座（福祉政策課、
NPO法人市民サポートセンター日野、わ
がまると共催）、仕事と子育てを両立した
い方のためのPC講座（ハローワーク八王
子と共催）、しごとと子育て両立支援面接
会（ハローワーク八王子、八王子市と共
催）を開催した。
■男女共同参画週間、女性に対する暴力を
なくす運動期間、人権週間などにあわせ、
それぞれパネル展を行った。
■女性相談の実施
実績：第1～4火曜日（夜間）、水曜日
（日中）、第1・3金曜日（全115日、
411コマ）、相談件数230件
■虹友カフェの実施（毎月1回、1２回実
施予定だったが新型コロナウイルス感染拡
大のため５～９月は中止となり、7回の実
施となった。）
■DV土曜講座の実施（偶数月年6回）
■デートDV出張講座を東京三弁護士会多
摩支部の協力を得て、七生中学校以外の7
中学校で実施した。

A

（２）男女が共同で安心して子育てできる就労環境づくり

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
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Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

47 ②幼児教育無
償化

子ども・子育て支援法等に基づき認可保
育所等の3-5歳（非課税世帯は0-2歳）
の利用者負担額を無償化する。また、認
可外保育施設等も月額上限を定めて無償
化する。

■制度に基づき、各家庭の経済的負
担の軽減を図っていく。今後も国、
都の動向を注視しながら追加政策や
見直しがある場合は、必要に応じて
検討を行っていく。

保育課 ■引き続き継続していく。

子育てのための施設等利用給付　事業費
①新制度未移行幼稚園保育料：
424,621,100円
②認可外保育施設等：118,550,263円
③預かり保育事業：15,141,130円
（合計）558,312,493円

A ■引き続き継続していく。 ✕

48

③認証保育所
など入所児童
の保護者への
補助

■保護者の負担を軽減し、児童の健全な
育成に寄与することを目的として認証保
育所等に児童を入所させている保護者に
対し、補助金を交付する。

■幼児教育無償化と合わせ、保護者
の経済的負担の軽減を図るため補助
を継続していく。補助制度は必要に
応じて見直しを行う。

保育課 ■引き続き継続していく。 ■対象人数　573名
■年間交付額　153,081,000円

A ■引き続き継続していく。 ✕

49
④私立幼稚園
園児の保護者
への補助

■保護者の負担を軽減し、幼児教育の振
興と充実を図ることを目的として、私立
幼稚園に在籍する幼児の保護者に対し補
助金を交付する。

■幼児教育無償化と合わせ、保護者
の経済的負担の軽減を図るため補助
を継続していく。補助制度は必要に
応じて見直しを行う。

保育課
■引続き保護者の経済的負担の軽減を図る
ため、補助を継続する。

■保護者補助金　年間延べ対象者：
22,209名、年間交付額：107,935,200
円
■入園金補助金　対象者：622名、年間交
付額：6,220,000円

A ■引続き保護者の経済的負担の軽減を図る
ため、補助を継続する。

✕

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

50 ①自然体験広
場

■仲田の森蚕糸公園内に自然体験広場を
夏休み期間に開設している。
■自然体験広場は、体験学習の場とし
て、自然の中での遊びやデイキャンプな
どの野外活動の機会を提供することで、
子どもたちの体験活動の充実・振興を図
り、生きる力を育むことを目的とする。
■ジュニアリーダー講習会、児童館デイ
キャンプ、育成会、子ども会、市内在住
の家族などが利用している。また、自然
体験広場スタッフにより自主企画を開催
し、子どもたちが夏の楽しいひと時を過
ごしている。
■秋には１日限定の自然体験広場として
「あきなかだ」を開催し、たき火など野
外での遊び場を開設している。

■文部科学省中央教育審議会は、平
成25（2013）年1月に答申した
「今後の青少年の体験活動の推進に
ついて」の中で、体験活動の意義・
効果として、「社会を生き抜く力」
の養成、規範意識や道徳心の育成、
学力への好影響などを挙げている。
例えば、子どもの頃の体験が豊富な
大人ほど、意欲・関心や規範意識が
高い人が多い。
■野外活動の体験ができる市内で貴
重な場となっているので、継続して
開催できるように努める。
■自然体験広場の存在を周知し、利
用者を増やしていく。

子育て課

■自然体験広場において、青少年委員や
ジュニアリーダー、そのOB、OGによる自
主企画（工作等のレクリエーション）を年
間を通して実施する。1回半日～1日で、
年間6回程度を予定している。

■市内の子どもたちを対象に、自然のなか
で「みにみにさいころあにまる」「たたみ
コースター」「焼き板」の工作講座を、計
3回開催した。
■参加人数：延べ46人
■第4回講座「アウトドアチャレンジ」に
ついては、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から中止

B
■ジュニアリーダー講習会のOG・OBに、
より積極的な協力を要請し、企画の充実を
図る。

■自然体験広場において、青少年委員や
ジュニアリーダー、そのOB、OGによる自
主企画（工作等のレクリエーション）を年
間を通して実施する。1回半日～1日で、
年間6回程度を予定している。
■コロナ禍で中止となっていた、あきなか
だを実施予定。

×

51 ②プレーパー
ク

■ＮＰＯ法人が仲田の森蚕糸公園で「な
かだの森であそぼう」（毎週金曜・第
２・第３土曜・夏休みの３日間）を開催
している。
■開催実績（Ｈ30年度）
開催：64回
参加人数：7,392人（延べ）
■幼児とその保護者が自由に集い、幼児
期から自然と触れ合う体験ができるとと
もに、保護者の育児ストレスの解消等に
も資している。
■市は同法人に補助金を交付し活動を支
援している。
■「なかだの森であそぼう」以外にも市
内に3つのプレーパークが活動してい
る。

■子どもたちが、自然の素材や道具
などを使いながら、子どもが思いの
ままに自分たちで遊びを生み出せる
環境は、子どもの成長にとって重要
である。
■子どもが自己責任のもと、自然の
中で思いっきり遊び、いきいきと
“子どもの時間”を過ごせる場とし
てのプレーパークのような環境づく
りを継続して支援していく。
■市内で活動している各団体につい
て、それぞれの活動に合った支援の
方法や在り方を検討していく。

子育て課

■NPO法人子どもへのまなざしに対し
て、引き続き補助金の交付を行い、活動を
支援していく。
■市内プレーパークの現状把握を行い、活
動支援内容について検討する。

■NPO法人子どもへのまなざしが仲田の
森蚕糸公園で「なかだの森であそぼう」
（毎週金曜・第2、第3土曜）を、年間通
して開催。
■開催実績：72回
■参加人数：延べ5,108人
■市は同法人に補助金を交付し、活動を支
援。

B ■市内で活動するプレーパークの把握及び
活動支援内容の検討

■NPO法人子どもへのまなざしに対し
て、引き続き補助金の交付を行い、活動を
支援していく。
■市内プレーパークの現状把握を行い、活
動支援内容について検討する。

×

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

方針４）健やかな成長を支える遊び・学びの場づくり

（１）遊びの場の充実
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52
③地域の遊び
場（公園、児
童遊園など）

■現在、市内各所に都市公園・緑地が約
200か所。そのほか、地区広場、遊び
場、運動広場などが73か所。
■子どもが安心して自由に遊ぶことがで
きるよう地域特性を生かした公園等の整
備を実施する。

■樹木の剪定・伐採などにより死角
をできるだけ少なくし、見通しの良
い、安全で安心して遊べる公園づく
りを行う。
■水路を活用した公園など自然体験
ができる施設整備を行うことによ
り、豊かな体験を生み出す環境作り
を行う。
■ユニバーサルデザインのまちづく
りに相応しい、誰にとっても使いや
すく、居心地の良い公園づくりを目
指す。

緑と清流課

■今年度工事完了の新井公園整備で、ユニ
バーサルデザイン対応および、親水スペー
スの整備を行う。
■今年度工事開始予定の林間公園整備で、
ユニバーサルデザイン対応を行う。
■提供公園等の新設公園の場合には、事業
者へ誰もが使いやすい、親しみやすい公園
整備を行うよう指導を行う。

■新井公園整備工事が完了して、出入口等
をユニバーサルデザイン対応し、親水ス
ペースの整備も完了した。
■林間公園整備工事が完了した。出入口等
をユニバーサルデザイン対応し、車いす用
駐車場の整備も完了した。
■多摩平第8公園のバリアフリー化整備工
事が完了し、出入口のユニバーサルデザイ
ン対応及び通常のトイレからバリアフリー
トイレへの改修を行った。
■新規公園協議（開発・区画整理）を行っ
た。

A

■引き続き、ユニバーサルデザイン対応だ
けでなく、インクルーシブ遊具の設置を進
め、誰もが遊べるような公園づくりを進め
ていきたい。

■日野中央公園へインクルーシブ遊具を3
基設置予定。
■提供公園等の新設公園の場合には、事業
者へ誰もが使いやすい、親しみやすい公園
整備を行うよう指導を行う。

×

53
④中高生の居
場 所 づ く り
（児童館）

■中・高校生世代の居場所となるよう、
中・高生世代が自己効力感や自己肯定感
を醸成できるよう援助する。
■児童館職員の専門性を生かした中・高
生世代の居場所づくり。中・高生世代
は、話し相手を求め、自分の居場所とし
て児童館を利用することから、思春期の
発達特性をよく理解し、自主性を尊重
し、社会性を育むように援助する。

■すべての児童館において、中・高
生専用の利用時間（中・高生タイム
等）や事業を実施するなど、中・高
生世代が利用しやすい環境を進めて
いく。
■引き続き中・高生世代を児童館の
ボランティアとして育成していく。

子育て課

■基幹型児童館を中心に、時間延長や制服
来館等を検討し、中高生世代が利用しやす
い環境を進めていく。
■乳幼児と中高生世代のふれあい体験とし
て「命の授業」を多くの児童館が実施でき
るよう、すでに実施している館のノウハウ
を活かし、関係機関との調整を積極的に行
う。
■ＰＴを発足し、中高生世代を児童館のボ
ランティアとして活用できるよう情報を発
信していく。

■『日野市の児童館　今後のあり方』をも
とに、基幹型児童館を中心に、時間延長や
制服来館等を検討し、学校との調整を図っ
た。また、中高生世代が利用しやすい環境
について再度検討した。
■命の授業（幼児と中高生の触れ合い）に
ついては新型コロナウイルス対策からオン
ライン実施。(1児童館のみ)
■中高生世代のボランティア募集ポスター
を作製し、近隣の高校へ配布した。

A
■命の授業（幼児と中高生の触れ合い）に
ついては学校側が主催ということもあるの
で、リサーチが必要

■基幹型児童館を中心に、時間延長や制服
来館等を検討し、中高生世代が利用しやす
い環境を進めていく。
■乳幼児と中高生世代のふれあい体験とし
て「命の授業」を多くの児童館が実施でき
るよう、すでに実施している館のノウハウ
を活かし、関係機関との調整を積極的に行
う。
■ＰＴを発足し、中高生世代を児童館のボ
ランティアとして活用できるよう情報を発
信していく。

〇
■中・高生が自主的に行動できるよう
活動機会の創出などに取り組んでい
る。

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

54

①未来に向け
た学びと育ち
の 基 本 構 想
（第３次日野
市学校教育基
本構想）の推
進

■未来に向けた学びと育ちの基本構想
（第３次日野市学校教育基本構想）で
は、子供たち自らが育んでいってほしい
力として「すべての“いのち”がよろこ
びあふれる未来をつくっていく力」を、
基本構想の理念とし、
・一律一斉の学びから自分に合った多様
な学びと学び方へ
・自分たちで考えを語り合いながら生み
出す学び合いと活動へ
・わくわくがひろがっていく環境のデザ
インへ

といったビジョンを持って教育活動を
行う。

■「すべての“いのち”がよろこび
あふれる未来をつくっていく力」を
育んでいく環境を、学校、家庭、地
域、子供たちみんなでつくってい
く。

学校課

■「わくわくプロジェクト（未来に向けた
学びと育ちの基本構想プロジェクト）」を
推進し、具現化に向けた活動を各校ni。
■幼稚園・小学校・中学校の１２年間の連
続性や継続性を意識した特色ある実践を行
う。
■教科の深い学びや個別最適な学びと協働
的な学びの一体的な充実に関する指導につ
いて検討する。

■「わくわくプロジェクト（未来に向けた
学びと育ちの基本構想プロジェクト）」を
推進し、教科の深い学びや個別最適な学び
と協働的な学びの一体的な充実に関する指
導について検討した。
■日野市立全小・中学校から「未来に向け
た学びと育ちの基本構想プロジェクト」を
基にした授業実践報告書を作成することが
できた。
■幼保小スタートカリキュラムを教育課程
編成の中に位置づけるとともに、小中連携
を通して、幼稚園・小学校・中学校の１２
年間の連続性や継続性を意識した特色ある
実践を各校区ごとに行った。

A

■「第３次日野市学校教育基本構想（未来
に向けた学びと育ちの基本構想）プロジェ
クト」を推進し、中学校区ごとの地域資源
を活用した総合的な学習のカリキュラム開
発を行う。
■幼稚園・小学校・中学校の１２年間の連
続性や継続性を意識した特色ある実践を行
う。
■教科の深い学びや個別最適な学びと協働
的な学びの一体的な充実に関する指導につ
いて検討する。

〇
■授業の中で子どもたちの意見が入っ
ている。

55
②保護者・地
域・関係機関
などとの連携

■学びの基盤となる、自分はできるとい
う自尊感情、自分のよさを確認する自己
肯定感、コツコツと努力を続ける意欲や
学習習慣などを保護者や地域と連携して
育む。
■地域や関係機関などの協力を得て、自
然体験、職場体験、社会体験などの機会
を充実する。

■小学校における農業体験、地域の
方を招いた学習、中学校における職
場体験の受け入れ先など、地域･関
係機関との連携による体験学習の充
実を図る。

学校課

■小学校における農業体験、地域の方を招
いた学習、中学校における地域学習など、
地域･関係機関との連携による体験学習の
充実を図る。

■小学校や中学校の総合的な学習の時間
で、農業体験や地域の方を招いた講演会を
行った。

A ■コロナ禍の影響もありオンラインでの講
演会の場合もある。

■小学校における農業体験、地域の方を招
いた学習、中学校における地域学習など、
地域･関係機関との連携による体験学習の
充実を図る。

〇
■授業の中で子どもたちの意見が入っ
ている。

56 ③がん教育の
推進

■日野市がん対策推進基本条例を制定
し、市立病院がある日野市ならではの環
境を生かし「健康と命の大切さを育む」
ことを大切にしたがん教育の充実を図
る。

■日野市がん対策推進基本条例に基
づき、市立病院医師の出前授業など
を継続して推進し、併せて、教職員
のがん教育に対する意識の啓発を行
い、がんに関する教育の一層の充実
を図る。

学校課

■希望する市内小・中学校において、市立
病院医師による出前授業を実施する。
■教員が参加するがん教育に関する研修を
実施する。

■希望する市内小・中学校において、市立
病院医師による出前授業を実施した。
■教員が参加するがん教育に関する研修を
実施した。

A ■学習指導要領に基づいたがん教育の実施
を日野市立小・中学校全校で行う。

×

令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（２）学びの場の充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み
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■ひきつづき、図書館内でのおはなし会お
よび子育て関連部署や学校へ出向いて行う
子どもと読書に関わる事業は感染防止対策
を取り、可能な形態で行う。各世代の子ど
もたちとその保護者へ効果的なアプローチ
方法を検討する。
■図書館ホームページ上の児童向けコンテ
ンツのさらなる充実。
■乳幼児向けに本をセットにした「絵本
パック」の提供拡大。
■児童・生徒の学習を支援する調べものに
必要な資料の充実を図る。
■小学校への「本の森」学級文庫セット配
本を継続する。
■中学生と作家の交流事業の実施。
■高校生・大学生による日野ヤングスタッ
フの活動を支援する。
■毎年開催している「子ども読書の日」関
連イベントは、効果的な代替方法をひきつ
づき検討する。
■読み聞かせ入門講座の開催
■昨年度作成した、『こどもようどんなほ
んがすき？」2種『大人向けどんなほんが
すき？」1種を、市内全小学校2年生とそ
の保護者へ配布。
■子どもの読書に関わる市民との情報交
換・共有

〇

■「たかはたブッククラブ」終了時に
アンケートを実施。次期開催時、子ど
もからの提案を参考にプログラムを実
施している。
■「中学生と作家の交流事業」では、
毎年行う「読書調査」で中学生の読書
傾向を把握し、講師（作家）の選定を
行っている。

■6月と1月に小・中各１校（GIGAス
クール推進校）の児童生徒へICT利活
用アンケートを実施した

58

⑤図書館にお
ける子どもの
本への関心、
興味を促す取

り組み

■図書館内では、乳幼児とその保護者が
本を手に取ったり、読んだりしやすいよ
う工夫するほか、対象年齢別のおはなし
会の実施、児童の調べものに必要な資料
の充実、学校への貸出、児童向け図書館
ホームページの充実、「絵本のリスト」
作成や、保護者向け「絵本の読み聞かせ
講座」を開催する。また、青少年を対象
とした本のコーナーについて、この年代
が関心を持ち必要とする資料を充実させ
る。
■図書館の職員が学童クラブや児童館、
子育て関連部署や学校へ出向いて、おは
なし会、児童向けの絵本読み聞かせや本
の紹介をしたり、小学校３年生を対象と
した図書館の利用案内を行うなど、図書
館外においても年齢に応じた本への関心
と興味を促す取り組みを実施する。
■青少年の参加による読書活動の推進に
努め、中学生と作家の交流事業、職場体
験の受け入れなどを行い、また、同世代
に本の世界の楽しさを伝えるヤングス
タッフの活動を支援するなど、読書離れ
が進むとされる青少年にもＰＲする。

■「日野市子ども読書活動推進計
画」により、読書活動の推進に努め
る。子どもたちにとって、図書館が
身近な場所となり、一人一人の多様
性を認め合いながら、共に未来を創
りだす力を読書から得られるよう支
援する。
■図書館だけでなく、学校や子ども
関連部署と連携して、様々な事業を
行っていく。
■図書館は、第3次日野市立図書館
基本計画に基づき、「くらしの中に
図書館を」を基本理念に、運営を進
めている。全ての市民にサービスを
提供することを方針に、特別な支援
を必要とする子どもたちに対しても
各部署と連携をとりながら事業を進
めていく。
■乳幼児から青少年まで、また、子
どもの保護者にとっても図書館が開
かれた場所となるような環境を整え
ていく。

図書館

■ひきつづき新型コロナウイルスによる、
図書館内でのおはなし会および子育て関連
部署や学校へ出向いて行う子どもと読書に
関わる事業は感染防止対策を取り可能な形
態で行う。各世代の子どもたちとその保護
者へ効果的なアプローチ方法を検討する。
■図書館ホームページ上の児童向けコンテ
ンツのさらなる充実。
■乳幼児向けに本をセットにした「絵本
パック」の提供拡大。
■長期休業後の児童・生徒の学習を支援す
る調べものに必要な資料の更なる充実を図
る。
■小学校への「本の森」学級文庫セット配
本を継続し、児童数の多い学校から順次増
冊を行う。
■中学生と作家の交流事業の実施。
■高校生・大学生による日野ヤングスタッ
フの活動を支援する。
■毎年開催している「子ども読書の日」関
連イベントは、感染状況を鑑み効果的な代
替方法をひきつづき検討する。
■読み聞かせ入門講座の開催
■物語を中心とした幼年～小学校低学年向
けおすすめ図書のリスト発行
■上記のリスト等、成果物を活用した事業
の展開（展示等）
■子どもの読書に関わる市民の方々からの
情報提供依頼

■図書館内でのおはなし会および子育て関
連部署や学校へ出向いて行う子どもと読書
に関わる事業は感染防止対策を取り可能な
形態で実施した
■「たかはたブッククラブ」（小学生向
け）を実施。会員制をとり、継続して、子
どもたちが自ら本に関われるような企画を
行った
■「おうちでたのしもう！」のページを作
成。子どもたちが自宅でも楽しめるよう
に、図書館に関連した内容の間違い探し
や、絵探し、パズルなどを図書館HPに掲
載した。
■乳幼児向けに本をセットした「絵本パッ
ク」の提供を拡大中央、高幡、日野、平
山、百草の各館で貸出開始。
■中学生と作家の交流事業を感染症対策を
十分にとって実施。（佐竹美穂さん講演
会）
■オンライン会議を行うなどして、日野ヤ
ングスタッフの活動を支援した。
■毎年開催している「子ども読書の日」関
連イベントは、感染状況を鑑み。形態を変
え「夏休みこども★としょかん相談箱」を
実施。各館で本に関わる質問を受け付ける
用紙を配布、質問の回答を職員が作成、図
書館HP上で公開。
■「絵本読み聞かせ入門講座」を感染症対
策を十分にとり実施（10名参加）
■絵本から読み物の読書への過渡期にある
子ども（小学校低学年を想定）とその保護
者に向けたおすすめ本のリストを作成。
（『こどもようどんなほんがすき？」2種
『大人向けどんなほんがすき？」1種）市
内各館で配布。令和4年度は、市内小学校
2年生全員への配布、リストを活用した展
示をそれぞれ予定している
■「子どもの読書に関するボランティア懇
談会」は2年連続で中止になったことを受
け、各ボランティア団体（14団体）にア
ンケート調査を実施。感染症拡大の影響や
各団体の活動内容の確認を行い、活動報告
を図書館HPに掲載。

A

■情報発信
■ＷEBを利用したイベント検討
■おはなし会の広報
■コロナ禍で来館を控えている保護者とそ
の子どもや児童にどうサービスを提供する
か。

■主体的・対話的で深い学びの実現に向け
て、児童生徒１人１台端末の環境の活用を
推進する。
■授業等での活用推進のため、各学校の状
況に応じて専門の支援員が支援を行う。
（訪問、オンライン、ヘルプデスク等によ
り）

■主体的・対話的で深い学びの実現に向け
て、児童生徒１人１台端末の環境の活用を
推進する。
■授業等での活用推進のため、各学校の状
況に応じて専門の支援員が支援を行う。
（月２回各校を訪問、常時コールセンター
による支援体制を委託により実施した。
ICT利活用アンケートを教員全員及び推進
校2校の児童生徒へ実施し、ICT支援に活
用した）
■新たな学習支援ソフト導入に向けて、学
校を中心とした選定委員会を設置し、検討
した。

A

■PC教室のリース契約が段階的に終了す
るため、小１の児童１人１台に向けたタブ
レットPCの追加導入が必要
■新たな学習ドリル等学習支援ソフトが必
要。（現行のインタラクティブスタディは
同時アクセス数に制限があり、自宅学習の
使用に対応できない）

■小学１年生にタブレットPCを配布し、
児童生徒一人一台学習者用端末の整備を１
００％とする。
■学習支援ソフト選定委員会により選定し
た学習支援ソフト（ミライシード）を導入
し、個別最適化された学び・協働的な学び
をタブレットPCを使った授業で実践す
る。

〇57 ④ＩＣＴ活用
教育の推進

■ＩＣＴ活用教育を組織的に推進する。
■ＩＣＴを活用して、わかりやすく魅力
ある授業を創造し、学力の向上を図る。
■児童・生徒の情報活用能力の向上を図
る。
■ＩＣＴを活用して、校務の情報化、効
率化を徹底し、教員の働き方改革を進
め、合せて児童・生徒としっかりと向き
合う時間を増やす。
■ＩＣＴを活用して、見える学校づくり
を進め、学校の信頼を高める。
■ＩＣＴを安全に活用し、児童・生徒に
関する機微情報を保護するために、情報
セキュリティを強化する。
■情報安全教育を推進する。
■メディアコーディネーターが個々の状
況に応じて、きめ細かく支援することに
より、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を
図る。

■ＩＣＴ活用などにより、自ら課題
を発見し、協働しながら主体的な課
題解決に取り組み、新たなアイディ
アを生み出す力を育てる。

ＩＣＴ
活用教育推

進室
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60
⑦「土曜のひ
ろば」遊学講
座

■地域住民の手により子どもたちに学び
の場を提供する、なお「土曜のひろば」
遊学会が主催する講座。
■小学校３年生から中学３年生までの男
女が参加し、異年齢、異なる学校の子ど
もたちが興味のあるものに対して一緒に
学習し合い交流ができる。

■地域の教育力の育成を図ってい
く。
■市民が主催する講座として、支援
を継続していく。

生涯学習課

■引き続き、地域の人々の力により、子ど
もたちに学校では体験できないような学び
の場を提供する講座を支援する。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け
る場合の講座開催方法等を検討。

■新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
け事業縮小（活動休止） D

■令和3年度は講座開催なし.。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け
たことが大きな理由であるが、今後の事業
継続のためには、講座の実施方法や運営体
制について実施者による再検討が必要。

■地域の人々の力により、子どもたちに学
校では体験できないような学びの場を提供
する講座を支援する予定であるが。

✖

61 ⑧子どもの学
習・生活支援

■貧困の連鎖を断ち切るため、生活困窮
世帯や生活保護世帯の子どもを対象に、
居場所をつくり社会生活の訓練や学習支
援等を実施。

■平成27年度から市内1か所で事
業実施し、令和元年度は4か所で実
施している。今後は課題を検証し、
事業の担い手との調整、他の学習支
援事業（放課後の学習支援事業）と
の兼ね合いも考慮し、どのような形
態で増設していくかを検討してい
く。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■推薦機関や関係機関と協力して訪問を行
い、利用者の実態把握に努めるともに各事
業所と学校との連携を強化する。

■令和3年度は計4カ所で実施。
・毎学期事にＳＳＷと一緒に各事業所を訪
問し、参加者に関する意見交換を実施。そ
の内容について学校等の関係機関と共有を
することができた。
・利用者数（令和3年度末現在）
　4か所合計　74名【小31名、中29名、
高14名】

Ｂ ■関係機関との連携を更に強固にしていく
必要がある。

■推薦機関や関係機関と協力して訪問を行
い、利用者の実態把握に努めるともに各事
業所と学校との連携を強化する。
■10月を目途に5カ所目の開設を目指す。

✖

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

62 ①保育園にお
ける農業体験

■「保育園食育年間計画表」に基づき、
農作物を育てる体験をし「食を営む力」
の育成と、自然の恵みへの感謝の心を育
てる活動を行う。

■自ら育てた農作物を使って調理活
動を行い、生活と遊びを通じて食へ
の関心と大切さを知る活動を実施し
ていく。
■給食で日野産農産物を使用した
り、収穫体験や、食材に触れる体験
活動を実施していく。

保育課

■｢食育年間計画表｣に基づき作物を育て感
謝し調理し友達と一緒に食べる楽しさを共
有する。
①年２回の調理保育を実施する。
②収穫体験をする。
③散歩時農作物の見学をする。
④給食での日野産農作物の利用を継続す
る。
※いずれの取組みにおいても、子どもたち
にとって、実際に体験することがとても大
切なので、コロナ禍でも出来る活動方法を
確立し、十分配慮しながら実施する方向で
調整していく。

■公立全園で年２回調理保育を実施。
■園ごとに、ブルーベリー等の収穫体験を
実施。
■散歩中に畑の作物の様子を見学。
■日野産農産物を給食で使用。

Ｂ
■新型コロナウイルス感染症感染拡大予防
の為、密になる可能性のある活動において
は、例年通りの活動が一部出来なかった。

■｢食育年間計画表｣に基づき作物を育て感
謝し調理し友達と一緒に食べる楽しさを共
有する。
①年２回の調理保育を実施する。
②収穫体験をする。
③散歩時農作物の見学をする。
④給食での日野産農作物の利用を継続す
る。
※いずれの取組みにおいても、子どもたち
にとって、実際に体験することがとても大
切なので、コロナ禍でも出来る活動方法を
確立し、十分配慮しながら実施する方向で
調整していく。

✕

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

B

■令和3年度に予定されていた複数の事業
が新型コロナウイルス感染症対策のため、
中止となった。
新型コロナウイルス等の状況を鑑みて、通
常開催とは異なった実施方法・開催場所に
ついて検討の必要がある。

■公民館の主催する事業で食育、造形、異
世代交流、農業体験、生物の多様性学習
等、子どもたちが様々な体験、経験、学習
できる場を提供する。さらに、保護者へ子
どもたちと共に学ぶ経験や必要な知識等を
伝え、健全な子どもの育成と地域力の向上
を図る。また、事業実施の際、新型コロナ
ウイルス対策を講じる。
　
【事業予定】
・将棋サロン
・田んぼの学校
・カーデザイン教室など（工作・造形）
・夏休みわくわく学習術(様々なテーマに
沿った講座の実施)
・ゆめもぐ広場
・ワンにゃんウッドクラフト講座
・マンガ講座
・大きな紙に絵を描こう
・プログラミング講座
・冬休み書初め講座
・ひのっ子シェフコンテスト

〇

■事業後に今後参加してみたい講座な
どについて、アンケートを実施してい

る。
さらに、そのアンケート回答等を踏ま
え、事業の企画運営を行っている。

（３）農や自然を大切にする体験活動の充実

59 ⑥青少年事業

■青少年事業として子どもたちの興味・
関心につながる体験学習の機会や遊びを
通じた異学年の交流の場を提供する。ま
た、イベント等の実施の際にも手づくり
体験や遊び等の機会を提供する。

■青少年を対象とした事業として、
日野市の様々な地域活動等を行う団
体等と連携しながら、市内の社会的
資源を活用し、子どもたちが様々な
体験、経験、学習できる場を提供す
る。また、事業の実施の際に地域ボ
ランティアの協力を得ることで、地
域内の多世代交流も実現し、健全な
子どもの育成と地域力の向上を図
る。

中央公民館

■公民館の主催する事業で食育、造形、異
世代交流、農業体験、生物の多様性学習
等、子どもたちが様々な体験、経験、学習
できる場を提供する。さらに、保護者へ子
どもたちと共に学ぶ経験や必要な知識等を
伝え、健全な子どもの育成と地域力の向上
を図る。また、事業実施の際、新型コロナ
ウイルス対策を講じる。
　
【事業予定】
・ひのっ子シェフコンテスト
・カーデザイン教室など（工作・造形）
・田んぼの学校
・わくわく学習術など（様々なテーマに
沿った講座の実施）
・将棋サロン
・マンガ講座
・将棋大会（村山杯）
・プログラミング講座

■新型コロナウイルス対策を講じ、公民館
の主催する事業で食育、造形、異世代交
流、農業体験、生物の多様性学習等、子ど
もたちが様々な体験学習できる場を創造す
ることができた。さらに、保護者へ子ども
たちと共に学ぶ経験や必要な知識等を伝
え、健全な子どもの育成と地域力の向上を
図った。

【実施事業】
・将棋サロン　8回
・田んぼの学校　19回
・マンガ講座　2回
・プログラミング講座　3回
・わくわく学習術（様々なテーマに沿った
講座の実施）4回
・お天気講座　1回
・大きな紙に森を書こう！　 1回
・ひのっ子シェフコンテスト　1回
・星空講座　2回
・ゆめもぐ広場　1回
・冬休み書初め講座　2回
・ワンにゃん大行進講座　1回
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63
②自然環境を
活かした体験
学習

■毎年夏休みに１回、子ども向けの自然
観察会として、カブトムシ等の採取、観
察会を実施。併せて昆虫の生態等をクイ
ズ等により楽しく学ぶ教室を実施する。
■水辺の楽校
■八王子市との連携により「子ども交流
事業」を実施。夏休みに浅川上流にて水
中植物の採取、観察会、学習会を実施。

■自然観察会は通年で実施している
が、夏休み期間は子ども向けの昆虫
採取、観察会を中心とした内容と
し、子どもたちが自然や昆虫等に触
れ合うことができる体験の場を確保
する。
■子ども達が川辺で楽しみながら、
水中植物・生物について学べる機会
を確保する。

緑と清流課

■自然観察会においては、当初は年10回
の実施を予定していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、5月の
自然観察会は中止。（7月が昆虫の観察
会）
今後は、6月、7月、9月、10月、11月、
12月、2月、3月に自然観察会を実施予
定。
■水辺の楽校における田んぼ学習並びにイ
ベント等については、情勢を注視しながら
実施の有無をその都度検討する。実施する
場合は水辺環境に対して、体験学習を通じ
て興味関心を抱いてもらうよう取り組む
■子どもの交流事業は中止

■4月、6月、10月、11月、12月、2
月、3月に自然観察会を実施（新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、5月、
7月、9月を中止。）
■田んぼ学習のみ通年実施（新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため餅つきは中
止）。
それ以外のイベントに関しては中止しまし
た。

A

■自然観察会においては、毎回ほとんど同
じ方が参加しているため、日野市公式ライ
ンで募集する等して新たな参加者を獲得し
ていきたい。

■自然観察会においては、年10回の実施
を予定している。毎年夏休みに１回、子ど
も向けの自然観察会として、カブトムシ等
の採取、観察会を実施。併せて昆虫の生態
等をクイズ等により楽しく学ぶ教室を実施
する。
■水辺の楽校における田んぼ学習並びにイ
ベント等については、情勢を注視しながら
実施の有無をその都度検討する。実施する
場合は水辺環境に対して、体験学習を通じ
て興味関心を抱いてもらうよう取り組む
■子どもの交流事業は実施予定。浅川上流
の水辺を体験しながら子供の環境学習に努
める。

×

64
③幼稚園・小
中学校での農
業体験

■全ての小学校及び半数以上の中学校で
学童農園の取り組みがある。

■地域とのつながりを大切にし、地
域の協力を得ながら、今後も充実を
図っていく。

学校課
■学童農園や地域農家の協力による体験農
園を通して、児童・生徒による農業体験を
実施する。

■学童農園や地域農家の協力による体験農
園を通して、児童・生徒による農業体験を
実施した。

A
■学童農園や地域農家の協力による体験農
園を通して、児童・生徒による農業体験を
実施する。

×

65 ④ひのっ子エ
コアクション

■ひのっ子エコアクションは、環境にや
さしい学校づくりを行うため、Ｐ（Ｐｌ
ａｎ＝計画）、Ｄ（Ｄｏ＝実行）、Ｃ
（Ｃｈｅｃｋ＝点検）、Ａ（Ａｃｔｉｏ
ｎ＝見直し）のエコマネジメントサイク
ルを取り入れた、日野市独自の環境保
全・改善に関する取り組み。

■児童生徒及び教職員等が学校生活
（教育活動及び職務遂行）におい
て、環境負荷・環境問題に触れ、考
え、実践することにより、環境意識
を高め、環境にやさしい学校づくり
を行うような取り組みにしていく。

庶務課

■児童生徒・教職員が、学校が積極的に関
わっていけるような取組を実施するため、
研修や情報交換を継続して行っていく。
■「環境教育」に縛られず、循環型社会に
あったSDGｓ、タブレットパソコンを活
用したペーパレス、働き方改革など、無理
なく楽しみながら取り組める内容・目標に
する。

■運営委員会のみ実施。今後の体制を検討
し、要綱及び書式を改正した。
■担当連絡会は、学級閉鎖等により開催で
きず。
■各校の取り組みの実態は、年度末報告に
て把握した。
■毎月の光熱費のチェック表は継続できて
いる。

C
■令和4年度より、児童生徒・教職員が同
じプログラム、評価しやすい書式に変更し
た。今後の各校の取組が期待される。

■児童生徒・教職員が、学校が積極的に関
わっていけるような取組を実施するため、
研修や情報交換を継続して行っていく。
■「環境教育」に縛られず、循環型社会に
あったSDGｓ、タブレットパソコンを活
用したペーパレス、働き方改革など、無理
なく楽しみながら取り組める内容・目標に
する。

〇

■ペットボトルキャップの収集につい
ては、日野市は「プラスチックスマー
ト宣言」を行っているが、美化委員会
や生徒会等、児童生徒の意見から取組
を始めているため、実施項目として取
りあげている。

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

〈予定〉

■スポーツ推進計画策定にあたって、
今後実施を予定しているヒアリングに
おいて、子どもの意見を聴く機会を設
けられるか、今後策定委員会で検討
し、判断する。

■スケートボードの体験教室では、参
加した子どもたちにアンケートを実施
し、今後の事業検討の材料とした。
…スポーツレクリエーションフェス
ティバルが実施できた場合も、子ども
を含む参加者へのアンケート実施を検
討していく。

■新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ
たニューノーマルな仕様で、新たな事業の
展開や施設運営を行っていく。

■新南平体育館は令和４年３月までに工事
が竣工し、令和４年４月より開館できた。

■新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、令和２年度同様、スポーツ・レクリ
エーションフェスティバルは中止となった
ほか、スポーツ推進委員事業に関しては、
感染リスクの比較的低いウォーキングなど
の屋外イベントを実施した。

■実施会場の運営状況に合わせ、感染予防
を徹底したうえで、日野市スポーツスクー
ルを実施した。

■東京2020オリンピックで盛り上がりを
みせたスケートボードについて、平山台健
康・市民支援センターのグラウンド（アス
ファルト）を活用し、小中学生向けのス
ケートボードの体験教室と自由開放を実施
した。

B ■令和２年度に続き、コロナの影響で事業
の中止や施設の休止を余儀なくされた。

■スポーツ推進計画については、上位計画
である国の第3期スポーツ基本計画が令和
３年度末に完成したことをうけ、令和４年
度中に改定を行う。

■“ウィズコロナ”を念頭に、コロナ禍が
継続した場合でも実施できるイベントの在
り方を模索し、スポーツ・レクリエーショ
ンフェスティバルの実施を目指す。

■その他、令和３年度新たに実施したス
ケートボード等について、引き続き事業実
施にむけて検討していく。

○

令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

66

①子どもの体
力向上のため
の様々な環境
づくり

■スポーツ推進計画を実施する。
■「する」「観る」「支える」というそ
れぞれの視点でスポーツに取り組むこと
を目指し、それぞれの施策を展開する。

■第２次スポーツ推進計画（計画年
度：令和３年～７年度）を令和２年
度末までに策定する。
■スポーツをする「場」の整備と充
実を図る。
■スポーツの実践に向けた支援と情
報発信を実施する。
■スポーツに関わる団体支援と人材
の育成を目指す。

文化スポー
ツ課

（４）スポーツ活動の充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み
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新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　(第4章162事業）令和3年度の実績評価・令和4年度の取り組み

Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

67 ②校庭の芝生
化

■都市部におけるヒートアイランド・緑
化対策に加え、体力向上と健康な体づく
り、生命を尊び自然を大切にする心の養
成、豊かな人間性の育成の3つの教育的
観点から、児童生徒等の成長にとって望
ましい教育環境を整備するとともに地域
コミュニティの形成にも資するため、東
京都の補助事業である「緑の学び舎づく
り実証実験事業」に基づき、学校の校庭
を芝生化するもの。
■実施校：東光寺小学校、滝合小学校、
三沢中学校（左記3校は東京都補助事
業）豊田小学校ほか3校（敷地の一部を
整備。）

■校庭等を芝生化することで、外で
遊ぶ（スポーツ）児童・生徒が増加
し、体力・運動能力の向上、けがの
減少及び精神面の安定などにつなが
り、また、芝生の維持管理を地域と
連携することで、地域コミュニティ
の形成にも資することが期待される
ため、今後も推進していく。

庶務課
■整備済み3校については、芝生維持管理
活動のサポートを、継続し行っていく。

■実施３校に対しては、学校・地域が維持
管理活動を行うために必要なサポートを
行った。

B
■東京都の補助事業が廃止となることか
ら、新たな整備については財政的な課題に
より、事業実施に困難が予想される。

■整備済み3校については、芝生維持管理
活動のサポートを、継続し行っていく。

×

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

68 ①妊婦訪問指
導

■母子健康手帳申請時にアンケートを記
入してもらい、支援を必要とする妊婦を
抽出後、地区担当保健師により電話･面
接･訪問等により支援を行う。

■妊婦早期支援介入として継続して
いく。

子ども家庭
支援セン

ター

■母子健康手帳申請時にアンケートを記入
してもらい、支援を必要とする妊婦を抽出
後、地区担当保健師により電話･面接･訪問
等により支援を行う。

■妊婦把握数：1343人
支援プラン作成数：196件
支援妊婦196件中、地区担保健師による個
別の支援を要した妊婦は26件であった

A

■母子健康手帳申請時に記入してもらうア
ンケートを基に面接を実施、その内容をア
セスメントし支援を必要とする妊婦に、地
区担当保健師により電話･面接･訪問等によ
り継続した個別の支援を行う。

×

69 ②妊婦健康診
査

■妊娠の届け出をされた方に、都内医療
機関で使用できる妊婦健康診査受診票
（14回分）及び子宮頸がん検診受診票、
妊婦超音波検査受診票を交付する。妊婦
健康診査の際に使用することで、項目に
応じ上限額まで公費負担をする。
■受診票を使用できない助産所・都外医
療機関での受診については、申請に基づ
き助成金を交付している。

■母体や胎児の健康確保を図るた
め、妊婦健康診査を継続実施してい
く。

子ども家庭
支援セン

ター

■妊婦健康診査を継続実施しすることによ
り、妊婦の健康管理に努め、妊産婦及び乳
児死亡の低下、流早産の防止並びに心身障
害児の発生の予防を目指す。

■妊婦健康診査受診者数(人)
1回目:1,200、2回目:1,212
3回目:1,222、4回目:1,212
5回目:1,194、6回目:1,174
7回目:1,153、8回目:1,088
9回目:1,037、10回目:988
11回目:897、12回目:712
13回目:495、14回目:285
超音波検査:1,174　子宮頸がん:1,143
■妊婦健康診査助成金申請件数　205件

A

■妊婦健康診査を継続実施しすることによ
り、妊婦の健康管理に努め、妊産婦及び乳
児死亡の低下、流早産の防止並びに心身障
害児の発生の予防を目指す。
■多胎妊婦の追加健診の公費負担の導入可
否を検討していく。

×

70
③乳児家庭全
戸 訪 問 （ 赤
ちゃん訪問）

■出産した全ての子どもの家庭に、助産
師・保健師が、生後28日以内に訪問等
し、赤ちゃんの発育、育児全般のこと、
お母さんの体のことなど保健相談を実施
していく。

■健康状態の確認及び異常の早期発
見とともに、産後のメンタルヘルス
に重点を置き育児上の不安を軽減
し、子どもが健やかに育つことを目
的とし、早期支援を継続実施してい
く。

子ども家庭
支援セン

ター

■出産した全ての子どもの家庭に、助産
師・保健師が、生後28日以内に訪問等
し、赤ちゃんの発育、育児全般のこと、お
母さんの体のことなど保健相談を実施して
いく。

■赤ちゃん訪問
　訪問受理者数：1,196人
　訪問実施者数：1,150人中、生後28日
以内の訪問実施者数：202人（17.5％）

B ■一部の家庭でコロナの感染を懸念して訪
問の断りがある中での支援方法

■出産した全ての子どもの家庭に、助産
師・保健師が、生後28日以内に訪問等
し、赤ちゃんの発育、育児全般のこと、お
母さんの体のことなど保健指導を実施して
いく。

×

71 ④ 妊 産 婦 サ
ポート事業

■親族等の支援が受けられない産前産後
の妊産婦がいる家庭に対し、育児家事訪
問支援員を派遣し、安心して母子関係を
築けるように支援をする事業。

■産前産後の妊産婦は精神的にも身
体的にも不安定になり、安心して母
子関係を築くための支援が必要であ
る。親族等の支援が受けられない家
庭に対し、産前産後に特化したヘル
パー派遣の支援を行っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭
支援センターになった母子保健係や関係各
課に協力を求め、事業PRチラシを設置す
るなど、事業の周知を徹底する。
■多胎児支援家庭サポーター助成事業との
併用利用にならないよう、市民への周知を
徹底する。

■育児家事訪問支援員（妊産婦サポート）
　延べ訪問日数957日
　延べ訪問時間1652時間

A

■令和3年4月より開始した日野市多胎児
家庭サポーター助成事業との併用利用がで
きないため、市民に対して利用方法等につ
いて周知を徹底する。

■令和3年4月より組織改正で子ども家庭
支援センターになった母子保健係や関係各
課に協力を求め、事業PRチラシを設置す
るなど、事業の周知を徹底する。
■多胎児支援家庭サポーター助成事業との
併用利用にならないよう、市民への周知を
徹底する。

×

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

基本目標Ⅱ　切れ目なく一人ひとりを大切にする支援の充実

方針１）周産期における医療・保健・福祉の支援体制づくり

（１）安心して出産し、育児ができる支援

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績
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Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

72 ⑤乳幼児健康
診査

■３～４か月児健診、１歳６か月児健
診、３歳児健診を集団健診で実施。
■上記３つの健診対象者に対して、未受
診の場合、受診勧奨ハガキ送付や地区担
当保健師の個別訪問等で、家庭及び乳幼
児の状況を把握し、子育て相談や育児支
援を目的にきめ細やかに展開している。
■上記の未受診フォローを実施しても未
受診であった場合には全件数について子
ども家庭支援センターへ報告し、居所不
明児のシステムと連動させている。

■未受診把握率の更なる向上と受診
率向上を目指す。
■未受診者への受診勧奨のための個
別支援を実施。また未把握児につい
ては子ども家庭支援センターへ報告
し、居所不明児のシステムと連動さ
せることにより更なる受診率の向上
ときめ細やかな育児支援を目指す。

子ども家庭
支援セン

ター

■引き続き、３～４か月児健診、１歳６か
月児健診、３歳児健診を、新型コロナウイ
ルス感染症感染防止に配慮しながら、集団
健診で実施。
引き続き、上記３つの健診対象者に対し
て、未受診の場合、受診勧奨ハガキ送付や
地区担当保健師の個別訪問等で、家庭及び
乳幼児の状況を把握し、子育て相談や育児
支援を目的にきめ細やかに展開。
引き続き、上記の未受診フォローを実施し
ても未受診であった場合には全件数につい
て子ども家庭支援センターへ報告し、居所
不明児のシステムと連動させている。

■健診受診率
乳健95.35％、1.6健96.9％、3健97.7％
■未受診把握率（未受診の理由を把握した
もの）
乳健100％、1.6健100％、3健100％
■子ども家庭支援センター相談援護係との
連携数
（未受診の理由を把握するために連携した
もの）
11件

B
■例年と比較し、大幅に受診率も低下する
ことなく、受診していただくことができ
た。

■引き続き、３～４か月児健診、１歳６か
月児健診、３歳児健診を、新型コロナウイ
ルス感染症感染防止に配慮しながら、集団
健診で実施。保育士の手遊びブースの再開
等新型コロナウイルスの感染状況を見なが
ら徐々にコロナ前の運営に戻していく。
引き続き、上記３つの健診対象者に対し
て、未受診の場合、受診勧奨ハガキ送付や
地区担当保健師の個別訪問等で、家庭及び
乳幼児の状況を把握し、子育て相談や育児
支援を目的にきめ細やかに展開。
上記の未受診フォローを実施しても未受診
であった場合には全件数について子ども家
庭支援センターへ報告し、居所不明児のシ
ステムと連動させていく。

×

73 ⑥経過観察健
康診査

■一般健診の結果、要経過観察とされた
者について、次の２点を目的に実施して
いる。
①定期的な健診を通し、健全な育成を期
するとともに、異常の早期発見に努め
る。
②精密検査を要するほどではない問題点
について、直ちに医療機関を受診させる
のではなく、身近な市町村で経過観察を
行うことで、保護者に心理的・物理的負
担をかけずに適切なフォローを行う。

■市町村という身近で保護者に負担
の少ない場で、乳幼児の成長を経過
的に確認、相談できる場として継続
する。

子ども家庭
支援セン

ター

■市民のかかりつけ医での受診が定着して
いるため、令和2年度をもって経過観察健

診は終了となる。
■R2年度にて事業終了

74 ⑦保育園での
妊婦受け入れ

■初妊婦に対し、保育園が子育て経験の
機会を提供し、子育てへの期待・希望が
持てるようにするため、0歳児を受け入
れている保育園で、初妊婦の保育体験受
け入れを行っている。
■0歳児と遊んだりおむつ交換や食事の
様子を見学する等に加え、子育て相談に
応じている。

■保育園の特性を活かして、気軽に
子育て相談ができる場となり、地域
との結びつきが深まるよう積極的に
取り組んでいく。

保育課 ■引き続き、４園で実施する。
■新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め実施せず。

D ■新型コロナウイルス感染症の収束状況に
より受入れを行う。

■引き続き、４園で実施する。 ✕

75
⑧周産期ネッ
トワーク体制
の充実

■地域で母親が安心して出産、育児が営
めることを目的とし、市内産科医、助産
院を対象とし、「育児サポート連絡票」
の有効活用により、要支援家庭への、早
期介入、切れ目のない支援を実施してい
く。

■周産期ネットワークとして、医療
機関等との連携の更なる強化を図る
ため、毎年医療機関等への訪問を実
施。今後も更なる連携を図ってい
く。

子ども家庭
支援セン

ター

■周産期ネットワークとして、医療機関等
との連携の更なる強化を図るため、毎年医
療機関等への訪問を実施。今後も更なる連
携を図っていく。

■医療機関との連携の数：９件 A ■引き続き取り組んでいく

■周産期ネットワークとして、医療機関等
との連携の更なる強化を図るため、毎年医
療機関等への訪問を実施。今後も更なる連
携を図っていく。

×

76
⑨親の子育て
力向上支援講
座

■参加型の講習会（ACT、ベビーマッ
サージ）等を実施し、子どもを持つ親自
身の“子育て力“の向上を目的とする事
業。
■具体的には、養育に関すること、子ど
もとの関わり方、地域との関わり方や行
政サービスの利用方法等、子育てに関わ
る総合的な力を養うための事業。

■子育て力を向上することにより、
親としての自信や、子育てへの自
信、子どもとの良好な関係の構築、
また地域とのつながりによる社会か
らの孤立化の防止等を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■これまで委託事業で行ってきた「ACTす
こやか子育て講座」を一新し、子ども家庭
支援センターの心理専門相談員を講師とす
る講座を「幼児期」と「児童期」の２クー
ルに分けて実施する。

■幼児期すくすく子育て講座
6回開催、延べ66名参加（会員12名）
■児童期のびのび子育て講座
6回開催、延べ62名参加（会員12名）
■ベビーマッサージ
①万願寺:2回開催（12組参加）
②多摩平:3回開催（18名参加）

B

■コロナ禍への対応
参加者同士の交流が必要な講座（ワーク
ショップ）の開催に際しては、感染症対策
の徹底が必須であり、集団感染等のリスク
を常に念頭に置き、オンライン開催等も含
めた実施を検討しなければならない。

■これまで委託事業で行ってきた「ACTす
こやか子育て講座」を一新し、子ども家庭
支援センターの心理専門相談員を講師とす
る講座を「幼児期」と「児童期」の２クー
ルに分けて実施する。

×
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77
①ママパパク
ラス（両親学
級）

■安心して妊娠、出産を迎えられるよう
に、ママとパパを対象に妊娠・出産・育
児についての教室を開催。地域での子育
て仲間をつくることを重点に置いた内
容。
■保健コース、栄養コース、沐浴コー
ス、医師講話コースを実施。
■沐浴コースでは、赤ちゃんの泣きの理
解と対処法のDVDを取り入れたり、パパ
同士の交流時間を設ける等、父親教育に
も重点を置いている。

■安心して妊娠・出産を迎え、日野
市で楽しく育児ができるよう継続し
ていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■安心して妊娠、出産を迎えられるように
ママとパパを対象に、妊娠・出産・育児に
ついての教室を開催する。
■新型コロナウイルス感染状況を考慮しな
がら、開催方法を検討する。

参加者数
■保健コース（10回）
妊婦：146名　夫等：62名
■医師講話コース（3回）
妊婦：29名　夫等：19名
■沐浴コース（12回）
妊婦：238名　夫等：226名
■栄養コース（6回）
妊婦：37名　夫等：23名

B
■新型コロナウイルス感染防止対策とし
て、オンライン開催としたことで参加者の
減少が見られる。

■安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えら
れるようにママとパパを対象に、妊娠・出
産・新生児期育児についての教室を開催す
る。
■保健コースでは対面とオンラインの併用
を、沐浴コースではガイダンスを再開させ
る等、新型コロナウイルスの感染状況を見
ながら徐々にコロナ前の運営に戻してい
く。

×

78
②妊産婦とそ
の家族への食
育推進

■ママパパクラス（両親学級）の参加者
を対象とし、より良い食生活についての
意識と理解を促し、実践ができるよう、
「栄養コース」を実施。
■妊産婦とその家族を対象に、わかりや
すい栄養相談などを行う。

■食生活や健康に対する意識の高い
妊産婦とその家族に向けて働きかけ
ることで、生涯の健康づくりのきっ
かけとなるよう、継続していく。

健康課

■オンライン開催は継続、休日栄養コース
のみの開催とする。
■妊産婦向けの動画を作成することで、講
座に参加できない人にもよりよい食生活が
送れるように働きかける。

■オンラインマタニティ栄養教室を開催し
た。（休日6回）妊婦37名・夫23名
■講座に参加できない人にもよりよい食生
活が送れるように働きかけるため、妊婦向
けの動画を作成し、YouTubeで公開し
た。（再生回数304回）

B

■コロナの影響で調理実習や試食をするこ
とが難しく、料理を媒体とした方法以外で
効果的なやり方を検討する必要がある。
■妊婦にアプローチする場が限られてお
り、教室の参加者を増やすことが難しい。

■マタニティ栄養教室を来所で開催する。
■妊婦向けの動画を作成することで、講座
に参加できない人にもよりよい食生活が送
れるように働きかける。

×

79 ③母子健康手
帳の交付

■妊娠の届出をされた方に、母子健康手
帳を交付する。同時に、妊婦面接を行
い、妊娠期から切れ目のない支援を行
う。

■全ての妊婦を対象として専門職が
面接を行う。心身の状況や家庭の状
況を把握し、各家庭のニーズに応じ
た支援を妊娠期から継続していく。

子ども家庭
支援セン

ター

■全ての妊婦を対象として専門職が面接を
行う。心身の状況や家庭の状況を把握し、
各家庭のニーズに応じた支援を妊娠期から
継続していく。

■妊娠届出数：1,239件 A

■全ての妊婦を対象として専門職が面接を
行う。心身の状況や家庭の状況を把握し、
各家庭のニーズに応じた支援を妊娠期から
継続していく。

×

80 ④子育て情報
発信の充実

■子育てに関わる様々な情報を、ホーム
ページ、子育て情報サイト、子育て情報
冊子「知っ得ハンドブック」、地域子育
てイベント情報紙「地域活動子どもカレ
ンダー」等様々な方法で発信し、子育て
家庭や子育てに携わる機関、支援者等の
情報収集・サービス利用に役立ててもら
う。

■「地域活動子どもカレンダー」、
「知っ得ハンドブック」等による紙
媒体の情報提供に加え、従来の「子
育て情報サイト」をリニューアル
し、スマートフォン等の電子媒体か
ら情報を収集する保護者ニーズに合
わせ、アプリやプッシュ通知等を活
用した情報発信を充実させていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■昨年度のコロナ禍での、子育て世代の孤
立化を防ぐ意味での、情報発信の需要の大
きさを再認識。引き続き子育て情報冊子の
発行を行うとともに、ぽけっとなびを活用
し、子育て情報発信を充実させる。
■リニューアル後の市の子育て関連情報の
幅広い発信を目指し、庁内での活用を促進
する。
■広報に「ぽけっとなび」の周知を行うた
め定期的にＰＲ記事を掲載。
■引き続き(株)エバーセンスとの協働事業
を展開。

■「知っ得ハンドブック」
　令和３年度発行部数6,000部
■子育て情報サイト「ぽけっとなび」
　(27年5月1日開設)
①閲覧件数　R4年2月末：99,337PV
（ページビュー）
②利用者増に向けた取り組み：広報ひのへ
のPR記事の掲載
③庁内の検討委員会によりリニューアルに
向けた仕様等の打合せや業者選定を進め、
令和3年4月リニューアル。
④武蔵野美術大学の学生に協力いただき、
デザインを一新（令和3年5月に感謝状を
贈呈）。
■「THE DAD TIMES in Hino city」
（新規）
　プレパパ向けの冊子を製作。発行部数：
1,500部。

A

■リニューアルした「ぽけっとなび」の活
用
子ども家庭支援センターがメインで情報発
信を行っているが庁内での認知をより広げ
部をまたいで、子育て関連情報の発信サイ
トとして活用できるように進めたい。また
新機能の予約システムも令和3年7月より
稼働。子育てひろば、妊婦面接の予約で活
用。

■昨年度のコロナ禍での、子育て世代の孤
立化を防ぐ意味での、情報発信の需要の大
きさを再認識。引き続き子育て情報冊子の
発行を行うとともに、ぽけっとなびを活用
し、子育て情報発信を充実させる。
■リニューアル後の市の子育て関連情報の
幅広い発信を目指し、庁内での活用を促進
する。
■広報に「ぽけっとなび」の周知を行うた
め定期的にＰＲ記事を掲載。
■「知っ得ハンドブック」を全面改訂し、
より親しみやすくわかりやすい情報誌とす
る。

×

令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（２）出産前から育児を学ぶ機会の充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み
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81 ①児童虐待へ
の対応

■先駆型子ども家庭支援センター（高幡
本部）で、子どもと家庭に関する総合相
談を行う中、児童虐待防止に向け、相談
体制の強化や関係機関との連携の強化を
図り、児童虐待の具体的事案に係る迅速
かつ的確な対応に努める。
■虐待の芽を早期に摘む取り組みや再発
防止のための見守り等を行う。

■児童虐待に関する第一義的な通告
窓口として子ども家庭支援センター
が迅速に対応することをはじめ、児
童虐待の予防・早期発見のため、
様々な事業の実施や支援を行う。
■虐待対策コーディネーターを配置
することにより体制を強化し、児童
相談所や警察、教育・子育て施設等
との連携を強化する。また、市内各
子育てひろばの相談体制や関係機関
との連携を強化する。

子ども家庭
支援セン

ター

■急増する児童虐待等に対し、関係機関か
ら情報を提供してもらえるよう、関係機関
に協力を呼びかける。
■関係機関と連携した支援を迅速に行う。
■困難ケースや重篤な虐待事案について
は、八王子児童相談所と連携を密にして対
応する。

■相談受理件数
　1,801件（内、虐待受理件数731件）

■子ども家庭支援ワーカー相談件数
　38,060件

■個別ケース会議
　71件

A

■増加する児童虐待に伴い、ケースワー
カーの夜間や土曜日の対応が増加してい
る。コロナ禍において面談を拒否される
ケースや関係機関との会議等が実施できな
い状況が見られる。

■急増する児童虐待等に対し、関係機関か
ら情報を提供してもらえるよう、関係機関
に協力を呼びかける。
■関係機関と連携した支援を迅速に行う。
■困難ケースや重篤な虐待事案について
は、八王子児童相談所と連携を密にして対
応する。

×

82 ②児童虐待防
止の啓発

■毎年11月の児童虐待防止推進月間を中
心に、市民への様々な啓発活動に取り組
む。

■オレンジリボンキャンペーン、パ
ネル展示、講演会等の様々な啓発活
動の実施により、広く児童虐待防止
の啓発に努める。

子ども家庭
支援セン

ター

■11月の虐待防止月間の取組は新型コロ
ナウイルス感染状況を踏まえ、市民への啓

発を工夫して実施する。
■引き続き庁内関係各課に対して、庁用車
の虐待防止啓発マグネットシートの着用、
オレンジリボン着用についてを依頼する。

■オレンジリボンキャンペーン
窓口業務にあたる市の職員等がオレンジリ
ボンを付ける啓発活動を実施。

■児童虐待防止啓発パネル展示
令和3年11月2日（火）～15日（月）市
役所１階
令和3年11月2日（火）～30日（火）七
生支所

■児童虐待防止啓発動画の配信と市内小学
校への出前授業の実施

■庁用車に虐待防止啓発マグネットシート
を装着
令和3年11月1日（月）～30日（火）

A

■11月の虐待防止月間の取組は新型コロ
ナウイルス感染状況を踏まえ、市民への啓
発を工夫して実施する。
■引き続き庁内関係各課に対して、庁用車
の虐待防止啓発マグネットシートの着用、
オレンジリボン着用についてを依頼する。

×

83

③日野市子ど
も 家 庭 支 援
ネットワーク
連絡協議会
（要保護児童
対策地域協議
会）

■児童福祉法第25条の２に法定された要
保護児童対策地域協議会の位置づけで設
置。
■子どもとその家庭への支援を総合的に
推進することを目的に、子どもに関わる
関係機関の情報の交換や連携を図るため
の運営協議会。
■代表者会議、地域別会議、個別ケース
会議等構成メンバーや会議の目的にそっ
て複数の会議を開催し連携を深めてい
る。

■増加の一途である要保護・要支援
児童及びその家庭の支援を進めるた
め、関係機関の連携の必要性はます
ます高まっている。
■子ども家庭支援センターは、警
察、児童相談所、教育委員会、健康
福祉部等の行政関連部署、その他子
育て関連機関間の調整役として引続
き連絡協議会に入る機関の拡充と更
なる連携強化を図っていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■新型コロナの感染防止対策を徹底して各
会議を実施する。

■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会
代表者会議開催
■子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会
地域別会議（第1回）令和3年6月～7月
各中学校区毎に開催
（第2回）令和4年1月～2月　各中学校区
毎に開催　　※第2回はコロナウイルス感
染症流行に伴いzoom開催

B ■新型コロナの影響で第二回の地域別会議
はzoom開催となった。

■新型コロナの感染防止対策を徹底して各
会議を実施する。

×

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（１）児童虐待への取り組み

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

方針２）様々な背景や課題を抱えた家庭への支援
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84

④健康課との
連携強化
※ 令 和 3 年

度の組織改編
により健康課
母子保健部門
を子ども家庭
支援センター
に編入

■四半期に一度、健康課との連携強化会
議を実施。
■連携に関する取り決めや、気になる乳
幼児についての情報交換を行い、双方の
支援サービスを適切に運用できるように
努める。

■健康課と子ども家庭支援センター
が組織的に連携し、児童虐待の早期
発見・防止・迅速な対応を行う。
■健康課の「乳児家庭全戸訪問事
業」と子ども家庭支援センターの
「育児支援家庭訪問事業」が連携し
て実施できるよう連携体制を整備す
る。

子ども家庭
支援セン

ター

■組織改正により令和3年4月から同一組
織になったため、事例検討会や受理・支援
方針会議へ双方出席するなどより密に連携
していく。

■母子保健係で実施している事例検討会に
相談援護係のケースワーカーが出席

B ■母子保健係の保健師数の不足により、支
援方針会議への出席が少なかった点

■事例検討会や受理・支援方針会議へ双方
出席するなどより密に連携していく。
■乳幼児健診への相談援護係のケースワー
カーの関わり方を整理し、係間の連携体制
を深めていく。

×

85
⑤虐待防止マ
ニュアルの活
用

■平成19年度発行の虐待防止マニュアル
及び、平成23年度発行のハンドブックの
活用については、各種会議などの際に各
関係機関に呼びかけている。

■今後も、各関係機関への周知及び
呼びかけは継続し、各関係機関の対
応力の向上を目指す。
■子ども家庭支援センターと児童相
談所との共有ガイドラインの改正に
伴い、マニュアルの更新や活用につ
いて検討する。

子ども家庭
支援セン

ター

■今年度新たに虐待ハンドブックを作成
し、関係機関に周知する。

■児童虐待対応マニュアルを作成し、関係
機関へ配布した。

A ■虐待マニュアルの活用について、ネット
ワーク会議などで周知していく。

×

86 ⑥養育家庭啓
発活動

■養育家庭とは、様々な事情により家庭
で養育を受けることができない児童を、
養子縁組を目的とせず家庭的環境の中で
養育をし、児童の健やかな成長を図る事
業。
■養育家庭制度の周知や理解を深め、登
録家庭の増加を図ることを目的として、
養育家庭普及活動月間の取り組みや養育
家庭体験発表会の開催などを実施してい
る。

■児童虐待や養育困難家庭の相談が
増え、児童養護施設への入所児童数
も増加している中、養育家庭のニー
ズはますます高まっている。
■事業の主体である児童相談所と協
力し、引き続き養育家庭普及活動月
間の取り組み、養育家庭体験発表会
の開催など啓発活動の充実を図り、
市民の理解と協力を求めていく。

子ども家庭
支援セン

ター

■新型コロナの感染状況を踏まえ、開催方
法等を工夫して実施する。

■令和3年10月19日（火）
ひの煉瓦ホール（市民会館）小ホール
「里親家庭体験発表会」
(1)養育家庭の体験発表
(2)基調講演
参加人数115名

A ■新型コロナの感染状況を踏まえ、開催方
法等を工夫して実施する。

×

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

87

①母子・父子
自立支援員の
相談体制の充
実

■母子・父子自立支援員は、母子及び父
子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭
及び父子家庭、寡婦を対象に相談に応
じ、自立に必要な情報提供・助言など
行ったり、職業能力の向上及び求職活動
に関する支援を行う。
■具体的にはひとり親家庭の生活上の問
題、就業についての相談、養育費、母子
及び父子福祉資金・女性福祉資金の貸付
等、様々な相談を受けたり、必要な支援
につなげていく。

■ひとり親家庭の実状に合った極め
細やかな支援を行うため、母子・父
子自立支援員は他課との密な連携を
取ったり必要な研修を受けて相談体
制を更に充実していく。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■子育て課より送付する、児童育成手当及
び児童扶養手当の現況届の案内にひとり親
相談窓口やセミナーについてのチラシを同
封する。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所し
たひとり親世帯に対し、世帯の状況や困り
ごとの有無などを把握するためのアンケー
トを実施し内容を施策に反映する。
■アンケート回答の際、相談希望者はセー
フティネットコールセンターの窓口に案内
してもらう。
■8月の児童扶養手当現況届に合わせ土曜
日の臨時相談窓口を開設。今年度も隔週で
火曜日の夜間は19時まで窓口を開設し、
夜の相談の需要を検証する。

■子育て課より送付する、児童育成手当及
び児童扶養手当の現況届の案内にひとり親
相談窓口やセミナーについてのチラシを同
封した。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所し
たひとり親世帯に対し、世帯の状況や困り
ごとの有無などを把握するためのアンケー
トを実施。その際、相談希望者は窓口に誘
導した。
児童扶養手当現況届発送数＝1,117人
現況届提出数＝1,114人
アンケート回答数＝863人
相談に繋がった数＝9人
■８月の児童扶養手当現況届に合わせ開設
する土曜日及び、夜間の臨時相談窓口開
設。併せて木曜の夜間の相談も開設し、働
いているひとり親の相談の機会を確保し
た。

Ｂ

■ひとり親の抱える問題に多様な形で対応
するため、ＳＮＳによる相談支援など、Ｉ
Ｔ機器を活用した相談体制の構築の検討が
必要。

■子育て課より送付する、児童育成手当及
び児童扶養手当の現況届の案内にひとり親
相談窓口やセミナーについてのチラシを同
封する。
■児童扶養手当の現況届提出のため来所し
たひとり親世帯に対し、世帯の状況や困り
ごとの有無などを把握するためのアンケー
トを実施し内容を施策に反映する。
■アンケート回答の際、相談希望者はセー
フティネットコールセンターの窓口に案内
してもらう。
■8月の児童扶養手当現況届に合わせ土曜
日及び木曜夜2回の臨時相談窓口を開設。
就労で平日時間内の来所が難しいひとり親
の方の相談の機会を相談の需要を検証す
る。

✖

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（２）ひとり親家庭への相談機能・情報提供の充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください

20/38



新！ひのっ子すくすくプラン　第2期　(第4章162事業）令和3年度の実績評価・令和4年度の取り組み

Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

88 ②情報提供の
充実

■「ひとり親家庭のしおり」を作成し、
市役所をはじめ各所にて配布し、国、
都、市及び関係機関の実施する事業等、
必要な情報を必要な世帯に提供する。

■改訂版を作成（不定期）し、情報
の更新を図る。また広報やホーム
ページを活用し、常に新しい情報の
提供ができるよう、情報収集を行
う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き「ひとり親家庭のしおり」を関係
機関に配布し、必要な世帯が必要な資源に
つなげられるよう配慮する。
■広報やホームページを活用し、国、都、
市及び関係機関の実施する事業等、最新の
情報を必要な世帯に提供する。

■「ひとり親家庭のしおり」市役所をはじ
め各所へ配付。

■広報やホームページを活用し、国、都、
市及び関係機関の実施する事業等、最新の
情報を必要な世帯に提供できた。

Ｂ

■「ひとり親家庭のしおり」で紹介してい
る各種制度について、5年に１度の改正の
ため、最新の制度内容をタイムリーに反映
できていない。

■引続き「ひとり親家庭のしおり」を関係
機関に配布し、必要な世帯が必要な資源に
つなげられるよう配慮する。
■広報やホームページを活用し、国、都、
市及び関係機関の実施する事業等、最新の
情報を必要な世帯に提供する。
■「ひとり親家庭のしおり」の来年度改正
に向け、改定内容の検証を行う。

✖

89 ③ひとり親支
援セミナー

■ひとり親の方々の養育費やライフプラ
ン等、生活に役立つ様々な情報提供の場
として専門家によるセミナーを開催す
る。

■年2～3回、単発又は連続講座と
して開催する。また年間のセミナー
予定を児童扶養手当の現況届のお知
らせに同封するなどして、周知を図
る。
■専門家や事業担当者による個別相
談会も検討する。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■年2回、タイムリーな課題を題材として
取り上げたセミナーを開催し、ひとり親に
有益な情報提供の場とする。
■セミナー予定を児童扶養手当の現況届の
お知らせに同封するなどして、周知を図
る。
■専門家や事業担当者による個別相談会も
検討する。

■セミナーを2回開催
【1回目】
日時：10月23日(土)午前10時～12時
内容：離婚後の子どもの心育て
参加者数：15名
【2回目】
日時：3月19日(土)午前10時～12時
内容：離婚後のマネープラン
参加者数：11名

Ｂ ■「ひとり親」というタイトルで、参加を
躊躇する方がいる。

■年2回、タイムリーな課題を題材として
取り上げたセミナーを開催し、ひとり親に
有益な情報提供の場とする。
■セミナー予定を児童扶養手当の現況届の
お知らせに同封するなどして、周知を図
る。
■専門家や事業担当者による個別相談会も
検討する。

✖

90

④母子・父子
自立支援プロ
グラム策定事
業

■母子・父子自立支援プログラム策定員
が児童扶養手当受給者等の自立を促進す
るために就労相談を受け、それぞれの状
況やニーズ等に応じた自立目標や支援内
容について個別の計画書を作成する。
■ハローワークと連携しながら具体的な
就労につなげ、就労開始後も継続的な自
立の支援を行う。

■母子・父子自立支援員が受ける
様々な相談の中で、対象となり得る
人へ積極的にアプローチをしてい
く。さらに就労支援員やハローワー
クとも連携を密にし、継続的な支援
を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■プログラムの適用を拒否する相談者につ
いても、適用のメリット等を分かりやすく
伝えるなど、丁寧に説明を行い、プログラ
ムによる支援につなげていく。
■引続き、ハローワークと密に連携し、就
労による自立につながるよう、継続的な支
援をおこなう。
■新規に創設された「ひとり親家庭住宅支
援資金貸付事業」については、プログラム
策定が貸付条件となるため、対象者へプロ
グラム策定への理解を則す。

■最終的にプログラム策定に至らないまで
も、就労支援員がハローワークと連携し、
就労による自立につながるよう、継続的な
支援をおこなった。
■対象者＝16名
■就職内定者＝10名

Ｂ

■ＨＷ巡回相談、就労支援ナビゲーターの
利用より、ひとり親の就労支援プログラム
に繋がなくとも一定の効果を得ているた
め、プログラム策定の是非の検証が必要。

■プログラムの適用を拒否する相談者につ
いても、適用のメリット等を分かりやすく
伝えるなど、丁寧に説明を行い、プログラ
ムによる支援につなげていく。
■引続き、ハローワークと密に連携し、就
労による自立につながるよう、継続的な支
援をおこなう。
■昨年創設された「ひとり親家庭住宅支援
資金貸付事業」については、プログラム策
定が貸付条件となるため、対象者へプログ
ラム策定への理解を則す。

✖

91
①母子生活支
援施設入所支
援

■18歳未満の子どもを養育している母子
家庭の母が、生活上の様々な問題のため
充分な養育ができない場合に、母子で入
所する児童福祉施設。
■母子家庭の母からの申請により個々の
世帯の実情を鑑み、入所を実施する。
■入所期間を概ね2年とし自立支援計画
を立てる。

■母子関係に問題を抱える深刻な例
が増えていることから、施設への入
所が必要であると思われる世帯を1
日でも早く支援につなげるため、母
子・父子自立支援員の相談支援だけ
でなく、庁内関係各課・各機関と連
携を密にしながら支援を行う。
■入所後は自立支援計画を立て、施
設だけでなく庁内関係各課・各機関
と連携をし、退所後の地域での生活
を見据えた支援を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安
があり、施設への入所が必要な世帯へ健康
課・子ども家庭支援センターほか、関係機
関と連携し、入所に向けたアプローチを行
い、個々の状況に応じて、安心して入所を
向かえられるよう支援を行う。
■現在入所中の世帯には、関係機関と連携
し、地域での自立に向け包括的な支援を行
う。

■健康課、子ども家庭支援センターほか、
子育て関連部署と連携し、母子の生活や子
の養育等に不安のある母子世帯へアプロー
チし、個々の状況に応じて、連携して見学
同行を行うなど、入所に向けた支援をおこ
なった。
■令和3年度4月1日時点の入所世帯数＝5
世帯
■令和3年度中に新たに入所した世帯＝3
世帯
■令和3年度中に退所した世帯＝5世帯

Ａ
■子の福祉のために施設入所がふさわしい
母子に入所を勧めても、施設入所を拒否さ
れたケースがあった。

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安
があり、施設への入所が必要な世帯へ健康
課・子ども家庭支援センターほか、関係機
関と連携し、入所に向けたアプローチを行
い、個々の状況に応じて、安心して入所を
向かえられるよう支援を行う。
■現在入所中の世帯には、関係機関と連携
し、地域での自立に向け包括的な支援を行
う。

✖

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

91
①母子生活支
援施設入所支
援

■18歳未満の子どもを養育している母子
家庭の母が、生活上の様々な問題のため
充分な養育ができない場合に、母子で入
所する児童福祉施設。
■母子家庭の母からの申請により個々の
世帯の実情を鑑み、入所を実施する。
■入所期間を概ね2年とし自立支援計画
を立てる。

■母子関係に問題を抱える深刻な例
が増えていることから、施設への入
所が必要であると思われる世帯を1
日でも早く支援につなげるため、母
子・父子自立支援員の相談支援だけ
でなく、庁内関係各課・各機関と連
携を密にしながら支援を行う。
■入所後は自立支援計画を立て、施
設だけでなく庁内関係各課・各機関
と連携をし、退所後の地域での生活
を見据えた支援を行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安
があり、施設への入所が必要な世帯へ健康
課・子ども家庭支援センターほか、関係機
関と連携し、入所に向けたアプローチを行
い、個々の状況に応じて、安心して入所を
向かえられるよう支援を行う。
■現在入所中の世帯には、関係機関と連携
し、地域での自立に向け包括的な支援を行
う。

■健康課、子ども家庭支援センターほか、
子育て関連部署と連携し、母子の生活や子
の養育等に不安のある母子世帯へアプロー
チし、個々の状況に応じて、連携して見学
同行を行うなど、入所に向けた支援をおこ
なった。
■令和3年度4月1日時点の入所世帯数＝5
世帯
■令和3年度中に新たに入所した世帯＝3
世帯
■令和3年度中に退所した世帯＝5世帯

Ａ
■子の福祉のために施設入所がふさわしい
母子に入所を勧めても、施設入所を拒否さ
れたケースがあった。

■引続き、母子の生活や子の養育等に不安
があり、施設への入所が必要な世帯へ健康
課・子ども家庭支援センターほか、関係機
関と連携し、入所に向けたアプローチを行
い、個々の状況に応じて、安心して入所を
向かえられるよう支援を行う。
■現在入所中の世帯には、関係機関と連携
し、地域での自立に向け包括的な支援を行
う。

✖

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
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92

②母子家庭等
自立支援給付
金
（教育訓練給
付金、高等職
業訓練促進給
付金等）

■【母子家庭等自立支援教育訓練給付
金】
母子家庭の母及び父子家庭の父が就職に
つながる能力開発のために受講した教育
訓練講座の受講料の一部を助成する。
■【母子家庭等高等職業訓練促進給付
金】
母子家庭の母及び父子家庭の父が、就職
に有利な国家資格を取得するため、養成
機関において修業している場合、一定期
間経済的支援を行う。
■【ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業の案内】
上記高等職業訓練促進給付金を受給する
方に対し、東京都社会福祉協議会が実施
する「ひとり親家庭高等職業訓練促進資
金貸付事業」の案内をおこなう。

■就労相談時に制度の周知を図る。
■広報・ホームページに掲載中の制
度内容について、利用した場合の具
体的な流れや、利用状況などの掲載
を検討する。
■ひとり親家庭高等職業訓練促進資
金貸付事業は、一定の条件をクリア
すれば、貸付金の償還が免除される
ため、相談時には必ず制度の説明を
行う。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■相談時に自立支援給付金制度の利用につ
いて周知を図る。
■広報・ホームページに掲載中の制度内容
について、利用した場合の具体的な流れ
や、利用状況などの掲載を検討する。
■社協で実施している、「ひとり親家庭高
等職業訓練促進資金貸付事業」及び、新規
に創設された「ひとり親家庭住宅支援資金
貸付事業」は、一定の条件をクリアすれ
ば、貸付金の償還が免除されるため、活用
が見込める方には給付金の案内とセットで
制度の説明を行う。

■広報及び、教育訓練給付金や、高等職業
訓練促進給付金の制度をわかりやすく説明
したチラシを作成し、相談や問い合わせの
際に配布した。

■教育訓練給付金支給＝0名
■高等職業訓練促進給付金支給＝6名
　※取得を目指す資格の主なもの
　・看護師・准看護師・保育士など
■修了支援給付金支給＝3名
　※卒業後の進路　・病院へ就職等

Ｂ

■高等職業訓練促進給付金は修業中の生活
費見合いの支援であるが、子どもの人数等
細かな配慮に欠けているため、自立支援給
付金とひとり親の手当のみでは、世帯の生
活が立ち行かない場合もあり、生活資金の
貸付を受ける世帯があった。

■就労相談時に自立支援給付金制度の案内
を行う。
■広報・ホームページに掲載中の制度内容
について、利用した場合の具体的な流れ
や、利用者の声を載せるなどより一層の啓
発を図る。
■社協で実施している、「ひとり親家庭高
等職業訓練促進資金貸付事業」及び、昨年
創設された「ひとり親家庭住宅支援資金貸
付事業」は、一定の条件をクリアすれば、
貸付金の償還が免除されるため、活用が見
込める方には給付金の案内とセットで制度
の案内を行う。

✖

子ども家庭
支援セン

ター

■従来通り、セーフティネットコールセン
ターと連携し対応していく。

■求職活動中の一時保育利用者なし B

■利用者減
新型コロナウイルス感染症の影響が大きい
ものの、利用者が少ないため、今後もセー
フティとの連携を密にしながら必要な支援
が行き届くように、周知などに取り組む。

■都補助が終了となったが、引き続き実施
していく。

×

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■引続き、就労・離婚相談の際、一時保育
利用対象となり得るひとり親世帯への周知
を徹底する。

■離婚・就労相談の際、一時保育利用対象
となり得るひとり親世帯へ制度の情報提供
を行った。
・一時保育利用者＝0名

Ｂ 1日4時間以内という時間が適正である
か、検証が必要。

■引続き、就労・離婚相談の際、一時保育
利用対象となり得るひとり親世帯への周知
を徹底する。

✖

94

④母子及び父
子福祉資金・
女性福祉資金
の貸付

■ひとり親家庭の生活安定と児童の福祉
の増進を図るため、母子及び父子福祉資
金・女性福祉資金福祉資金として必要な
各種資金の貸付を行う。

■広報・ホームページを活用し制度
の周知を図る。
■自立支援策として積極的な活用を
すすめるために、臨時の相談窓口を
開設（8月の土曜日）する。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■広報・ホームページ及び、学校の担当教
員の会合等を活用し制度の周知を図る。
■臨時の相談窓口を開設（8月土曜日及び
木曜日の2回夜間19時まで）し、就労され
ている世帯にも相談機会を確保していく。

■広報・ホームページを活用し制度の周知
を図った。
■児童扶養手当現況届受付期間の土曜日及
び、木曜夜に臨時相談窓口を開設し、貸付
等の相談に対応した。
■生活保護のCWへ活用できる就学支援金
の制度説明を行い、困窮家庭への進学の機
会の情報提供を行った。

Ｂ
ひとり親家庭の父及び母は、就労のため平
日の開庁時間内に手続きのため来所するこ
とが困難な方が多い。

■広報・ホームページ及び、学校の担当教
員の会合等を活用し制度の周知を図る。
■臨時の相談窓口を開設（8月土曜日及び
木曜日夜間各2回）し、就労されている世
帯にも相談機会を確保していく。

✖

95
⑤離婚直後等
のひとり親へ
の住宅支援

■離婚直後のひとり親の世帯、離婚調停
中の別居世帯の自立を支援するため、市
営住宅の一部を当面の住居として一時的
に提供する。（2年以内）

■住居を提供するだけでなく、入居
中の生活・子の養育・就労などの諸
問題や退去に向けた支援を継続的に
行い、ひとり親家庭としての自立を
即していく。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■離婚相談の際に必要と思われる方全て
に、制度概要の説明を行う。
■入居後は、2年後の退去時に世帯が自立
した生活が送れるよう、月1回を目安に訪
問、面談等を実施し、状況の把握及び必要
な助言を実施する。
■庁内外の関係機関と情報共有を図り、連
携して入所世帯の自立支援を行う。

■離婚についての相談者で、制度に該当し
そうな方には、支援概要の説明を行い、最
終的に3世帯の利用があった。
■令和2年度当初利用世帯数＝1世帯
■令和2年度末現在利用世帯数＝3世帯

Ｂ
活用できる市営住宅が南平地域に限られて
いるため、学区を変更したくない世帯は利
用を躊躇してしまう。

■離婚相談の際に必要と思われる方全て
に、制度概要の説明を行う。
■入居後は、2年後の退去時に世帯が自立
した生活が送れるよう、月1回を目安に訪
問、面談等を実施し、状況の把握及び必要
な助言を実施する。
■庁内外の関係機関と情報共有を図り、連
携して入所世帯の自立支援を行う。

✖

96 ⑥児童育成手
当

■ひとり親家庭等で18歳に達した日の属
する年度の末日以前の児童、一定の障害
等に該当する20歳未満の児童を扶養して
いる人に児童育成手当を支給。※所得制
限限度額あり。
■児童1人につき、支給月額は育成手当
13,500円、障害手当15,500円。
■支給時期は6月、10月、2月にそれぞ
れ4か月分を支給。
※令和2年3月現在

■東京都児童育成手当に関する条例
に基づく東京都の制度であり、都の
動向を注視しつつ、より一層適正な
支給に努める。

子育て課

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひ
とり親医療費助成等）や他課（市民窓口
課、セーフティネットコールセンター、障
害福祉課）と連携し、申請漏れがないよう
努めた。
■令和3年の3市共同システム開始に向け
業務改善に努める。

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひ
とり親医療費助成等）や他課（市民窓口
課、セーフティネットコールセンター、障
害福祉課）と連携し、申請漏れがないよう
努めたた。
■令和3年11月から3市共同システム本格
稼働開始。

A

■子育て課内の他制度（児童扶養手当、ひ
とり親医療費助成等）や他課（市民窓口

課、セーフティネットコールセンター、障
害福祉課）と連携し、申請漏れがないよう

努めた。

✖

93
③求職活動中
の一時保育料

の免除

■母子家庭・父子家庭の就労を支援する
ため、母子・父子自立支援員が証明書を
発行し、求職活動中、一時保育を利用す

る場合の保育料を免除する。

■ひとり親支援を所管しているセー
フティネットコールセンターと、一
時保育を所管している子ども家庭支
援センターとの連携を密にし、積極

的に周知を行っていく。
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97 ⑦児童扶養手
当

■ひとり親家庭、それに準ずる家庭で、
18歳に達する日以後の最初の年度末まで
の児童（一定の障害児は20歳未満）を養
育している父又は母又は養育者に児童扶
養手当を支給。
■所得に応じて支給額を決める。子ども
1人の場合、42,910円～10,120円。子
ども2人目10,140円～5,070円、3人目
以降１人につき6,080円～3,040円の加
算。
■支給時期は1月、3月、5月、7月、9
月、11月の奇数月に前2か月分を支給。
※令和2年3月現在

■児童扶養手当法による国の制度で
あり、法改正等に伴う制度改定に速
やかに対応する。
■困難な状況にある場合が多いひと
り親等への経済的支援であり、国の
動向を注視しつつ、法令に則った、
より一層適正な支給に努める。

子育て課

■子育て課内の他制度（育成手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、
セーフティネットコールセンター、障害福
祉課）と連携し、申請漏れがないよう努め
る。
■令和3年の3市共同システム開始に向け
業務改善に努める。

■子育て課内の他制度（育成手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、
セーフティネットコールセンター、障害福
祉課）と連携し、申請漏れがないよう努め
た。
■令和3年11月3市共同システム本格稼働
開始。

A

■子育て課内の他制度（育成手当、ひとり
親医療費助成等）や他課（市民窓口課、
セーフティネットコールセンター、障害福
祉課）と連携し、申請漏れがないよう努め
る。
■令和4年4月分より支給額改定。
子ども1人の場合、43,070円～10,160
円。子ども2人目10,170円～5,090円、
3人目以降１人につき6,100円～3,050円
の加算。

✖

98
⑧ひとり親家
庭医療費助成
制度

■18歳に達した日の属する年度の末日
（障害のある場合は20歳未満）の児童を
監護等しているひとり親家庭等の母また
は父または養育者で、各種医療保険に加
入し所得限度額の範囲内の者にマル親医
療証を発行し、該当者、該当児童の受診
時に保険診療の一部負担金（の一部）を
助成。
※令和2年3月現在

■ひとり親家庭等医療費助成事業実
施要綱等に基づく東京都の制度であ
り、市でも条例等を整え事業遂行し
ている。
■東京都の動向を注視し、条例等に
基づいた、より一層適正な助成に努
め、ひとり親家庭等の保健・福祉の
向上を図り、その自立を支援する。

子育て課

■児童扶養手当等のひとり親支援制度や他
課（市民窓口課等）との連携により申請漏
れのないように努めた。
■令和3年の3市共同システム開始に向け
業務改善に努める。

■児童扶養手当等のひとり親支援制度や他
課（市民窓口課等）との連携により申請漏
れのないように努めた。
■令和3年11月3市共同システム本格稼働
開始。

A
■児童扶養手当等のひとり親支援制度や他
課（市民窓口課等）との連携により申請漏
れのないように努める。

✖

99
⑨ひとり親家
庭ホームヘル
プサービス

■日常生活に著しく支障をきたしている
ひとり親家庭に、申請に基づき原則月12
回以内、軽微な自己負担でホームヘル
パーを派遣する。
■生活、育児等の支援を行うことで親の
就業機会の保持につなげる等、ひとり親
家庭の福祉の向上、生活の安定と自立を
図る。
※令和2年3月現在

■東京都ひとり親家庭ホームヘルプ
サービス事業実施要綱に基づく制度
で補助あり。市も要綱を制定し事業
を実施。
■支援が必要なひとり親世帯にサー
ビスを提供できるよう事業内容の周
知を図り、ヘルパーや事業者等人材
確保に努め、支障ない事業遂行に努
める。
■国、東京都の事業目的や動向を注
視し、事業の適正な運用を図る。

子育て課

■利用希望者がサービスを必要とする状況
をしっかりと把握し、サービス提供に努め

る。
■実績報告の内容を考慮し、事業者と利用

者の相互理解につながるよう努める。

■利用希望者がサービスを必要とする状況
をしっかりと把握し、サービス提供に努め
る。
■実績報告の内容を考慮し、事業者と利用
者の相互理解につながるよう努める。

A

■令和3年度末で閉所の事業者があり、市
内事業所が1か所のみになった。ニーズに
応えられるよう、新たに対応できる事業所
の選定が課題。

■利用希望者がサービスを必要とする状況
をしっかりと把握し、サービス提供に努め
る。
■実績報告の内容を考慮し、事業者と利用
者の相互理解につながるよう努める。

✖

№

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

100

①不登校やひ
きこもりの子
の居場所づく
り

■不登校やひきこもりの子の居場所とし
て市内に10か所の児童館がある。児童館
には、児童厚生員が配置されていて、学
校の先生や親など保護者とは違う立場で
子どもと接し、見守りや相談相手として
の役割を果たしている。
■その他、市内の居場所となる施設を周
知する。

■教育委員会や小中学校と連携し、
また保護者に対しても、居場所とし
てのＰＲを図る。

子育て課

■引き続き、児童館が持つ機能をより効果
的に発信する方法を検討し、多方面での理
解に努める。また、これまでの事例を参考
に、他の児童館においても学校や日野市発
達・教育支援センター「エール」とさらに
連携を図る。

■発達・教育支援課のスクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）との連携により、児童
館を不登校やひきこもりの子の居場所とし
て活用していた経過を踏まえ、育成会等で
の情報の発信を行った。
■様々な会議等の機会を通じて、児童館を
利用している不登校の子について関係機関
と情報共有を行った。
■児童が職員とのつながりを保ち継続して
児童館を利用できるよう、職員は児童に常
に声をかけ、児童にとって居心地の良い居
場所をつくれるよう心掛けた。

A

■引き続き、児童館が持つ機能をより効果
的に発信する方法を検討し、多方面での理
解に努める。また、これまでの事例を参考
に、他の児童館においても学校や日野市発
達・教育支援センター「エール」とさらに
連携を図る。

×

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

（４）不登校・ひきこもりの子への支援

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
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101

②長期間の欠
席状況にある
子どもたちの
教室「わかば
教室」

■長期間の欠席状況にある児童・生徒が
通室している「わかば教室」では、社会
的自立の醸成並びに学習及び学校復帰等
の支援に重点を置いている。
■児童・生徒の学校生活における精神的
な悩み、人間関係での不安、長期間の欠
席状況にある・登校しぶりなど環境や学
習等の問題に関しての相談や支援、健全
育成に関する調査並びに資料提供や助言
を行っている。
■eラーニングシステム「アクティブ
ラーニング[日野版]」を導入し、通室生
の個に応じた学習支援を ICT活用教育推
進室と協力して実施している。

■長期間の欠席状況にある子どもを
対象に、学ぶ意欲と基礎・基本の定
着を図り、社会的自立の醸成並びに
学校復帰を目指す。各関係機関との
連携を密にし、一人ひとりへの個に
応じた対応の体制を作っていく。

教育セン
ター

■長期間の欠席状況にある児童・生徒の対
する学習支援としてeラーニングを活用す
る。
■出席状況調査の集計、分析及び集計結果
について、関係機関と情報を共有し、児
童・生徒の登校を支援する。

■わかば教室では、小学生23人、中学生
56人、合計79人のの児童・生徒が通室し
た。
■通室した児童・生徒のうち、年度内に学
校（転校を含む）復帰できた児童は2人、
生徒は4人であった。
■令和4年3月末時点の通室生のうち、小
学6年生9人及び中学3年生31人の進路を
決定した。
■タブレット端末を活用した活動を行っ
た。

A
タブレット端末を活用した自宅学習につい
てのルールの作成及びWi-Fi環境等の整備
が必要である。

■長期間の欠席状況にある児童・生徒に対
する学習支援としてタブレット端末を活用
する。
■出席状況調査の集計、分析及び集計結果
について、関係機関と情報を共有し、児
童・生徒の登校を支援する。

×

発達･教育
支援課

■エール所属の指導主事が登校支援コー
ディネーターになることで、登校支援コー
ディネーター、SSW、教育センター、学
校との連携を強化し、個々に応じた対応策
を検討する。

■市教委連絡会、ＳＳＷ・子ども家庭支援
センター共有会議の場で、情報共有や、
個々の対応策について検討できた。

A
■引き続き、学校に対して、不登校児童生
徒への対応について、理解を求めていく必
要がある。

■指導主事、統括指導主事、ＳＳＷ、子ど
も家庭支援センターそれぞれがそれぞれの
立場から、連携・協力しながら、学校、保
護者、関係機関へ啓発、周知を実施する。

✖

教育セン
ター

■関係機関、特にスクールソーシャルワー
カーと連携し、長期間の欠席状況にある児
童・生徒の対応に関する情報を共有する。

■出席状況調査の集計、分析及び集計結果
について、関係機関と情報を共有し、連携
を図ることができた。
■わかば教室では、通室生が学校に復帰で
きるよう支援した。

A
■出席状況調査を活用し、「未然防止」
「早期支援」「長期化への対応」の段階に
応じた具体的な支援を促進する。

■関係機関、特にスクールソーシャルワー
カーと連携し、長期間の欠席状況にある児
童・生徒の対応に係る情報を共有する。

×

子ども家庭
支援セン

ター

■不登校対応は原則スクールソーシャル
ワーカーが対応するよう役割分担を明確に
する。

■学校からの連絡により主に家庭環境に問
題があり、結果的に不登校状態が起きてい
るケースなどに関わった。不登校を主訴と
する受理件数：17件

A ■スクールソーシャルワーカーとの役割分
担が曖昧になってしまう場合がある。

■不登校対応は原則スクールソーシャル
ワーカーが対応するよう役割分担を明確に
する。

×

103

④ ス ク ー ル
ソ ー シ ャ ル
ワーカー（Ｓ
ＳＷ）

■東京都のスクールソーシャルワーカー
活用事業（補助率１／２）を活用し、不
登校やいじめ、経済的困窮や養育困難な
ど健全育成上課題を抱える児童生徒及び
その家庭に対し、学校からの依頼によ
り、スクールソーシャルワーカー（ＳＳ
Ｗ）を派遣し必要な支援を行う。

■ＳＳＷは、社会福祉等の専門的知
識等を有し、関係機関等と連携して
児童･生徒が置かれた環境への働き
かけを行い、児童・生徒の教育・生
活環境の改善を図るもので、現在社
会的ニーズが高まっている。
■平成26年度からＳＳＷの配置を
開始したが、学校からの需要が高
い。このため、必要とするＳＳＷの
配置を行い、適切な支援ができる体
制を整えていく。

発達･教育
支援課

■スクールソーシャルワーカーにSVを実
施し、レベルアップを図る。
■スクールソーシャルワーカーの介入によ
り、不登校等の生活指導上の課題や養育環
境の改善を図る。また、関係機関との連携
による学校の支援体制の充実と教職員の生
活指導における資質向上を図る。

■スクールソーシャルワーカーのＳＶを
12回/年行い効果的な面接技法や被ＤＶ母
子への対応、事例検討を行い実践的な技術
の向上が図れた。
■スクールソーシャルワーカーの介入によ
り、不登校等の生活指導上の課題や養育環
境の改善を図った。また、関係機関との連
携により学校の支援体制の充実と教職員の
生活指導における資質向上を図った。

A

■スクールソーシャルワーカーに継続的な
SVを実施し、レベルアップを図る。
■スクールソーシャルワーカーの介入によ
り、不登校等の生活指導上の課題や養育環
境の改善を図る。また、関係機関との連携
による学校の支援体制の充実と教職員の生
活指導における資質向上を図る。

×

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

104 ①保育園巡回
相談

■臨床心理士、言語聴覚士等による定期
的な巡回により発達に関する相談を保育
者に対し行う。
■発達に心配のある保護者への個別相談
も実施。
■各保育園の巡回回数：年3回。

■エール（日野市発達・教育支援セ
ンター）の巡回相談として、保育
園、幼稚園、学童クラブ、小中学校
としての一貫した体制を構築してい
く。

発達･教育
支援課

■市立保育園10園、民間保育園31園、認
証保育所9か所を対象に年3回巡回し、発
達について保育者へのアドバイスを実施。
■保護者のニーズに合わせて適宜個別相談
の実施。

■市立保育園10園、民間保育園31園、認
証保育所9か所を対象に年3回巡回し、発
達について保育者へのアドバイスを実施。
保育園巡回相談実施回数150回
個別相談実施回数24回

A

■市立保育園10園、民間保育園31園、認
証保育所9か所を対象に年3回巡回し、発
達について保育者へのアドバイスを実施。
■保護者のニーズに合わせて適宜個別相談
の実施。

×

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

方針３）心と体の健やかな成長を支える環境づくり

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください

102 ③学校登校支
援

■日野サンライズプロジェクト※の趣旨
に則り長期欠席状況にある児童・生徒の
学校復帰を目指す支援を行う。
■各小中学校より教育センターに月毎に
報告される「出席状況調査（児童・生徒
の出・欠席の状況調査）」の集約・分析
を通して対応策を検討する。
■小・中学校訪問（対応策相談・助言・
ケース会議への参加。）
■児童・生徒の育成に係る関係機関との
連携を進める。（日野市「わかば教
室」、日野市発達・教育支援センター
「エール」、子ども家庭支援センター
等）
■その他、必要に応じて長期欠席状況に
ある児童・生徒の支援につながること。

■各小中学校に日野サンライズプロ
ジェクト※の周知を図り、長期間欠
席状況にある児童・生徒の出現を未
然に防ぐ取組みを行う。
■出席状況調査の分析を深め対応策
の向上を図る。
■長期間欠席状況にある児童・生徒
の学校復帰を図るための支援策とし
て各関係機関との連携を更に進めて
いくとともに、各学校に登校支援の
ためのケース会議開催を積極的に進
めていく。
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105 ②幼稚園巡回
相談

■臨床心理士等による定期的な巡回によ
り発達に関する相談を教諭に対し行う。
■各幼稚園の巡回回数：年3回。

■エール（日野市発達・教育支援セ
ンター）の巡回相談として、保育
園、幼稚園、学童クラブ、小中学校
としての一貫した体制を構築してい
く。

発達･教育
支援課

■市立幼稚園4園、民間幼稚園10園を対象
に年3回巡回し、発達について教諭へのア
ドバイスを実施。

■市立幼稚園3園、民間幼稚園10園を対象
に年3回巡回を実施し、発達について保育
者へのアドバイスを実施。

A
■市立幼稚園4園、民間幼稚園10園を対象
に年3回巡回し、発達について教諭へのア
ドバイスを実施。

×

106 ③学童クラブ
巡回相談

■臨床心理士等による定期的な巡回によ
り発達に関する相談を指導員に対し行
う。
■各学童クラブの巡回回数：年2回。

■エール（日野市発達・教育支援セ
ンター）の巡回相談として、保育
園、幼稚園、学童クラブ、小中学校
としての一貫した体制を構築してい
く。

発達･教育
支援課

■市内学童クラブ28か所を対象に年2回巡
回し、発達について指導員へのアドバイス
を実施。

■市内学童クラブ28か所を対象に、年2回
発達について指導員へアドバイスを実施し
た。個別相談件数33件。

A
■市内学童クラブ28か所を対象に年2回巡
回し、発達について指導員へのアドバイス
を実施。

×

107 ④エール学校
派遣心理士

■市スクールカウンセラー（小学校配
置）を、エールの相談事業との一体化を
図るためエール学校派遣心理士へ変更
■エール相談者の学校での状況観察、発
達面の評価等を行う。

■学校とエール（日野市発達・教育
支援センター）が連携し、子どもを
見守る体制をさらに強化する。

発達･教育
支援課

■引き続き公立小学校・公立中学校に心理
士を派遣し、校内で生徒や保護者の相談を
行うことで、市内の相談体制の充実を図
る。
■エールに相談内容を引き続き集約し、学
校とエールの相談の連携をスムーズにする
とともに、児童・生徒に対してより適切な
サポートを検討できるようにする。

■市内小学校17校、中学校5校に派遣し、
児童・生徒、保護者と相談を行った。
■相談件数 884件、心理・発達検査実施
数 6５件。
■エール心理士と相談ケースについて、電
話、メールなどの手段で情報共有を行い、
複数の視点で児童・生徒の支援を行った。

A ■情報の連携をより円滑に行えるよう、連
携の仕方を協議していく。

■学校とエールの連携の仕方について具体
的な方法を検討する。
■相談や検査の依頼が増えている。そのた
め、優先順位のつけ方、相談や検査の運営
の仕方を検討し、必要な児童・生徒の対応
に漏れが生じないようにする。

×

108 ⑤スクールカ
ウンセラー

■全小・中学校にスクールカウンセラー
を配置し、保護者・児童・生徒・職員か
らの相談業務の充実を図る。

■東京都配置によるスクールカウン
セラーと、エール（日野市発達・教
育支援センター）の配置するエール
学校派遣心理士との連携を図り、多
様な相談内容に対応できる相談体制
を目指す。

学校課
■市内小中学校全校への配置を継続する。
■市ＳＣ、都ＳＣおよび関連する相談機関
との連携を充実させる。

■都SCを全小中学校に週１日で配置し
た。
■市SCを全小学校に週１日で配置した。
■スクールカウンセラー連絡会を、1回実
施した

A

個別の支援が必要と思われる児童・生徒が
年々増加傾向にあるため、保護者と学校、
カウンセラーが一体となって支援を行って
いく必要がある。

■市内小中学校全校への配置を継続する。
■市ＳＣ、都ＳＣおよび関連する相談機関
との連携を充実させる。

×

109 ⑥保育カウン
セラー

■保育カウンセラーを市立幼稚園及び希
望する私立幼稚園に派遣をし、保育者・
保護者に対し、支援を必要とする幼児に
関するアドバイスをするとともに子育て
に不安を抱える保護者へのカウンセリン
グを行なう。

■地域の保護者への子育て支援と同
時に、保育者の研修にもなり、専門
的な視点からのアドバイスが、子ど
もの良き成長へとつながっている。
継続して保育カウンセラー事業に取
り組んでいく。

学校課

■市立幼稚園及び私立幼稚園の一部に保育
カウンセラーを配置し、保護者への子育て
支援や保育者へのアドバイスを行ってい
く。

■園の状況に応じて概ね年11回程度の配
置を行った。幼稚園と協働し、発達や特性
に応じた関わり方や、保育の方法などにつ
きカンファレスを重ねて、子どもの成長に
応じた保育に生かすことができた。

A

■個別の支援が必要と思われる幼児が年々
増加傾向にあるため、保護者と幼稚園、カ
ウンセラーが一体となってきめ子育て支援
を行っていく必要がある。

■市立幼稚園及び私立幼稚園の一部に保育
カウンセラーを配置し、保護者への子育て
支援や保育者へのアドバイスを行ってい
く。

×

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

110 ①専門指導事
業

■言語聴覚士、作業療法士等による個別
指導、心理士等による社会性を身につけ
るためのグループトレーニングを実施。

■個別指導、グループ指導ともに質
の統一、向上化を図る。
■指導卒業後の保育園、幼稚園、教
育機関との連携を図っていく。

発達･教育
支援課

■各指導の評価の在り方や、子どもの見立
ての仕方を共有し、各専門職の質を上げ
る。
■エール指導の内容が、子どもの日常の場
である所属先で活用できるよう、かしのき
シートや評価表を活用し、職員との連携を
図る。

■初期療育グループ2グループ、４コース
実施。参加者実数41人、参加延べ数368
人
言語指導　実数161人、延数888人
身体・活動指導　実数273人、延数1,884
人
■かしのきシート利用者の場合は、個別指
導、各グループ指導の評価をかしのきシー
トに載せることで、各所属先または就園・
就学先で、専門職の見立てを共有できた。

A

■2歳児の療育について検討。
■各指導の評価の在り方、子どもの見立て
の仕方を共有し、指導の質向上を目指す。
■エール指導の内容が、子どもの日常の場
である所属先で活用できるよう、かしのき
シートや評価表を活用し、職員との連携を
図る。

×

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

（２）障害のある子どもとない子どもが共に育つ環境づくり

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績
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111 ②幼児グルー
プ事業

■お子さんの発達の経過を確認する親子
の遊びのグループ。
■年齢別に２グループ実施。（１歳６か
月以降のグループ・２歳以降のグルー
プ）

■お子さんの発達の経過観察、親同
士がつながりをもてる場を設定し、
幼児期の支援の場とする。

発達･教育
支援課

■1歳7か月～2歳過ぎと2歳児の年齢別の
グループを実施し、お子さんの発達の経過
観察、保護者同士がつながりを持てる場と
していく。

■乳幼児健診や心理相談から、ことばの遅
れや行動面で心配のある子どもを対象に親
子で参加する遊びのグループを実施した。
・1歳7か月～2歳すぎのグループ：2グ
ループ　参加実数   57 人　参加者延べ数
148人
・おおむね2歳のグループ：2グループ
参加実数43人　参加者延べ数252人

A

■1歳7か月～2歳過ぎと2歳児の年齢別の
グループを実施し、お子さんの発達の経過
観察、保護者同士がつながりを持てる場と
して継続実施する。

×

113
④発達支援関
係機関連携協
議会

■子育て支援関係機関により協議会を構
成し発達面や行動面、学校生活面におい
て支援を必要とする子ども及び子どもの
育ちについて不安のある家族を総合的に
支援するもの。

■年１回協議会（全体会議）を開催
し、左記協議会の設置要綱に定めら
れた「テーマ別会議」「個別ケース
会議」を必要に応じて開催し、子ど
もの発達に関する諸問題の解決に向
け協議を実施していく。

発達･教育
支援課

■令和３年７月に実施予定。昨年度でてき
た意見・質問に答える形でご意見をいただ
く。

■令和３年７月に実施。昨年度でてきた意
見・質問に答える形でご意見をいただくこ
とで、より具体的な意見交換ができた。

A
■令和３年７月に実施予定。昨年度でてき
た意見や課題をもとに、より具体的な意見
交換できるようにする。

✖

114 ⑤特別支援教
育の推進

■特別な支援を必要とする児童・生徒に
とって良い環境・良い指導は、全ての子
どもたちにとっても良い環境・良い指導
であるという「ユニバーサルデザイン」
の視点に立った、ひのスタンダードの取
り組みを更に推進し、小・中学校の特別
支援学級だけでなく、通常の学級に在籍
している児童・生徒への積極的な教育支
援を行う。
■第５次特別支援教育推進計画（計画期
間：令和2～4年度）に基づき、特別支援
教育の推進のため、具体的な施策を推進
する。

■特別支援教育に関わる各種施策を
推進する。特に、第5次特別支援教
育推進計画に掲げている下記の具体
的な施策を推進する。
■「かしのきシート」による支援情
報の共有と内容の充実
■教員の理解並びに指導力向上に向
けた取り組みの推進
■ひのスタンダードの実践及び見直
し
■特別支援教室（ステップ教室）に
おける特別支援教育推進体制の推進

発達･教育
支援課

■特別支援教室（ステップ教室）につい
て、全校へ導入が完了しているため、児
童・生徒への指導・支援等事業の充実を図
る。
■リソースルームでの児童・生徒に対する
指導・支援の充実を図る。

■東京都の特別支援教室ガイドライン（令
和３年３月）が改定されたことにあわせ、
日野市の就学相談要項、ステップ教室運営
マニュアルも改定し、校内委員会での支援
の検討等を盛り込んだ。
■リソースルームティーチャーへ研修を実
施し、指導の充実を図った。

A

改定されたステップ教室運営マニュアルを
もとに、学校の先生へ、校内委員会での検
討等、一層の支援の強化について、研修を
実施していく。

✖

115
⑥ 個 別 支 援
シート「かし
のきシート」

■発達に支援を必要とする子どもが０歳
から18歳までライフステージを通じて切
れ目なく継続的な支援が受けられること
を目的に『かしのきシート』を作成す
る。保護者と子どもの支援に関わる機関
が連携協力することにより子どもの健や
かな育ちの一助にしていく。

■シート運用の安定化を図る。ま
た、システム導入により円滑な連携
を目指す。
■シートが効果的に活用されるよう
に、シートの中身を充実させてい
く。

発達･教育
支援課

■シートの作成に用いる発達・教育支援シ
ステムの更新を行うため、更新後の運用の
安定化に努める。
■シート記載の内容の充実のため、優良な
内容のシート事例の収集を図る。

■発達・教育支援システムの更新が必要な
保育園、幼稚園、小・中学校へ個別に訪問
し、適切な運用ができるサポートを実施し
た。
■シート作成のための説明会・研修をｙｏ
ｕｔｕｂｅを活用して周知することで、各
園がタイミングの良い時間に視聴できる環
境を整えた。

A

■発達・教育支援システムの更新が予定さ
れているので、遅延なく更新を進めるとと
もに、かしのきシートの必要性を啓発して
いく。
■シート記載の内容の充実のため、優良な
内容のシート事例の収集を図る。

✖

■保育所等訪問支援事業を継続、実施。利
用者のほとんどは新規利用者であり、少し
ずつ制度が広まってきている。関係機関と
連携を取りながら、利用者とその家族に対
する支援を行った。
■個々の児童の実態や多様化する家庭状況
やニーズに合わせて、行事や活動等を設定
するとともに、丁寧な支援を行った。担当
職員が保健師、就学相談担当、専門指導員
等と連携を取りながら、相談や支援を行っ
た。
■個々の摂食状態に配慮しながら、安全・
安心な給食の提供を実施した。
■新型コロナウイルス感染症を予防しなが
ら、方法を工夫し、在園児保護者同士でつ
ながる機会を設け、保護者支援を行った。

A ■利用希望者が増加しており、ここ数年、
申請をしても入園できない児がいる。

■R2年度からの保育所等訪問支援事業に
ついて、振り返りや見直しを行う。関係機
関と連携を取りながら、地域の障害児、そ
の家族に対するよりよい支援を行えるよう
にする。
■多様化する児童の実態や家庭状況等を考
慮し、個に応じた丁寧な支援を引き続き
行っていく。関係機関、保健師、就学相談
担当、専門指導員等と連携をとりながら相
談や支援を行う。
■児童の摂食状況に配慮した安全・安心な
給食の提供を継続する。
■新型コロナウイルス感染症に対する予防
を行い、方法を検討しながら、保護者支援
や児童に必要な活動・行事を実施してい
く。
■（民間の児童発達支援事業所等への協力
依頼や保育所等訪問支援の活用等）利用希
望者が皆、療育を受けられる方法を探って
いく。
■保護者のニーズや他事業とのバランス等
を考慮しながら、３歳児の併用グループを
検討・実施する。

✖112 ③児童発達支
援事業

■保育所等訪問支援（通園事業で療育を
実施している職員が保育園等を訪問し、
障害児に対し、集団生活への適応のため
の専門的支援を行う）を開始
■通園事業きぼう
　・３歳児クラス
　・４～５歳児クラス
　　週5日
　・午後クラス（保育園・幼稚園と併行
通園）
　　月2回
■児童福祉法に基づく児童発達支援セン
ターに変更（令和2年10月より予定）

■児童発達支援センター開設に向け
て、保育所等訪問支援を開始し、地
域の障害児、その家族、関係機関に
対する支援を行い、障害児の中核的
支援機関としての機能を果たしてい
く。

発達･教育
支援課

■一昨年度に開始した保育所等訪問支援を
継続し、確立させていく。関係機関と連携
を取りながら、地域の障害児、その家族に
対する支援を行う。
■多様化とともに、部分的増加傾向がある
保護者のニーズを考慮し、療育日数や保護
者参加の行事や活動等に反映させていく。
また、関係機関、保健師、就学相談担当、
専門指導員等と連携をとりながら、相談や
支援を行う。
■昨年度開始した給食の安全・安心な提供
を継続する。
■新型コロナウイルス感染症に対する予防
をしっかり行いながら、できる活動を考え
ていく。
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116 ⑦少年学級

■障害のある子どもたちの様々な社会参
加や市民との交流をさらに増やしていく
ため、本事業で子どもたちの生活に即し
たコミュニケーションを体験できる機会
を提供していく。

■保護者・ボランティアが中心と
なっている事業成果等を幅広く広報
していくことで、多くの市民に実行
委員会が企画する事業に参加しても
らい、市内の学び、学び合い、相互
の理解を深める交流等を促進する。

中央公民館

■公民館委託事業として特別支援教育を受
けている市内在住の小・中学校に通う子ど
もたちを対象に、日野市少年学級事業を実
施する。参加した小・中学生が交流を深
め、様々な活動や実体験をとおして、地域
の中でいろいろな人たちと関わりが持てる
ような場を提供する。

■年間をとおして、月1回の定例会及びリ
トミック教室などの分科会を開催する。学
級生と保護者が安心して楽しめる配慮を行
う。

■公民館委託事業として、特別支援教育を
受けている市内在住の小・中学校に通う子
どもたちを対象とした日野市少年学級事業
を実施。様々な活動や体験をとおして、地
域の方や大学生等と交流することができ
た。

■新型コロナのまん延が広がると、開催を
中止する事業が発生した。対応策としてオ
ンライン開催で交流を継続した。
また、リトミック教室は１グループを少人
数・短時間にして、消毒と換気を徹底する
など、感染症対策に十分注意しながら開催
した。
なお、昨年度と同様、年度末のバスハイク
も感染拡大期間中により中止した。

Ｂ

新型コロナウイルス感染症対策のため、定
例会等の開催ができず、予定していた事業
（定例会・リトミック）の事業内容の変更
や、中止が続いた。
新型コロナウイルス等の状況を鑑みて、実
施方法・開催場所について検討の必要があ
る。

■公民館委託事業として特別支援教育を受
けている市内在住の小・中学校に通う子ど
もたちを対象に、日野市少年学級事業を実
施します。参加した小・中学生が交流を深
め、様々な活動や実体験をとおして、地域
の中でいろいろな人たちと関わりが持てる
ような場を提供していきます。

■年間をとおして、月1回の定例会及びリ
トミック教室などの分科会を開催します。
学級生と保護者が安心して楽しめる配慮を
行う。

×

117 ⑧ み ん な の
遊・友ランド

■障害のある子もない子も一緒に遊び、
笑顔で声かけできるようなふれあいの場
をつくることを目的としたイベント。
■子どもたちが一緒に遊び、楽しい時間
を共有することでお互いを知り、助け合
うきっかけづくりを行っている。
■ボランティアスタッフ（地域の大人・
学生）が障害のある子と接することを通
して、障害への理解を深めるとともに、
いろいろな人達と触れ合うことで、地域
活動への関心を高める。
■青少年委員が運営を行い、特別支援学
校や日野市少年学級親の会、日野市社会
福祉協議会、市内大学等に協力をいただ
いている。
■事業開始：平成４年２月。

■障害の有無にかかわらず、様々な
人が交流する貴重な場となっている
ので、今後も継続し、相互理解を深
めるとともに、ノーマライゼーショ
ンを啓発する。

子育て課

■健常児と障がい児が同じ遊び、体験を共
有するふれあいの場づくり、遊びを通じて
互いの理解を深めることといった同事業の
テーマと矛盾しない代替企画の検討

■新型コロナウイルス感染症の影響により
中止
■代案として、年齢・性別等に関わらず誰
もが楽しめるスポーツとして、ウォーキン
グサッカー体験会を実施

D

■参加者の中には基礎疾患のある児童も含
まれ、従来のプログラムでは使用する遊具
も使いまわすことが前提であることから、
密の回避や消毒等の感染対策との並行が困
難であり、企画内容の検討が必要。

■健常児と障がい児が同じ遊び、体験を共
有するふれあいの場づくり、遊びを通じて
互いの理解を深めることといった同事業の
テーマと矛盾しない代替企画を検討し、開
催に向けて関係団体等と丁寧に調整してい
く

×

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

118

①みんなです
すめる食育条
例・日野市食
育推進計画

■公募市民と有識者で構成される日野市
食育推進会議を設置し、食育計画の進み
具合を評価・検証する。
■家庭における食育を推進し、朝ごはん
の欠食率を減らす。

■日野市食育推進会議による食育計
画の進み具合の評価・検証を継続し
ていく。（第4期食育推進計画を令
和4年度改定予定）
■家庭における食育を推進し、朝ご
はんの欠食率を減らす。

健康課
■日野市食育推進会議による食育計画の進
み具合の評価・検証を行う。
■第4期日野市食育推進計画を策定する。

■日野市食育推進会議による食育計画の進
み具合の評価・検証を行った。
■第4期日野市食育推進計画を策定した。

A 評価のための事務作業が煩雑である。
評価方法の見直しを図り、日野市食育推進
会議による食育計画の進み具合の評価・検
証を行う。

×

119
②乳幼児及び
その家族への
食育推進

■離乳食の不安を低減させるため、子ど
もを持ったばかりの保護者に対する食育
の場として「離乳食教室」を実施。参加
者同士の交流の場として機能させる。

■食生活や健康に対する意識の高い
乳幼児の保護者に向けて働きかける
ことで、生涯の健康づくりのきっか
けとなるよう、継続していく。

健康課

■来所で開催する。
■離乳食・幼児食に関する動画を作成し、
講座に参加できない人でも安心して離乳食
をすすめることができるようにする。

■離乳食講座を開催した。（全36回、
433人）
■講座に参加できない人でも安心して離乳
食をすすめることができるようにするた
め、離乳食・幼児食に関する動画を作成
し、YouTubeで公開した。

B

コロナ感染対策のため、定員や指導時間に
限りがあることや、試食が難しく、保護者
の疑問や不安を解消しきれていない可能性
がある。参加できない保護者を含め、不安
を解消できるように個別相談などのフォ
ローを充実させる必要がある。

離乳食講座を来所で開催する。 ×

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

（３）食育事業などの充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
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Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

120 ③保育園にお
ける食育推進

■保育の一環として食育を位置づけ、各
保育園の創意工夫のもと計画的に食育を
推進する。
■調理保育や収穫体験、給食で日野産農
産物を利用することで、食への関心を持
ち、食の大切さを知る活動を実施してい
く。

■日野市食育推進計画に基づき、朝
食の大切さをはじめ、食に関する情
報を懇談会やおたより、インター
ネット等を用いて発信し、保護者や
地域家庭の食生活や食育の充実を支
援していく。
■「保育園食育年間計画」に基づ
き、保育園の給食を通して、園児や
保護者へ食育を実施していく。

保育課

■日野市食育推進計画に基づき、食事の大
切さを市民の方に指導していく。
①子ども家庭支援センターでの講演を２回
実施する。子育て広場栄養講座を実施す
る。インターネット等のメディアを使い給
食情報を家庭に発信する。
②こどもまつり、地域交流事業に参加す
る。
③朝食を食べてきたかを確認する｢朝食
カード」を利用したり、5歳児おにぎり作
り、保護者会やおたよりなどの情報発信等
で、朝食欠食率０を目指す。
④地域のネットワークのため民間栄養士と
会議を実施する。
⑤年々増加傾向にあるアレルギー児に安全
な給食を提供する。
※いずれの取組みにおいても、ネット環境
の更なる活用など、コロナ禍でも非接触で
実施できることを検討していく。

■講演会・こどもまつり・地域交流事業に
ついては、新型コロナウイルス感染症感染
拡大予防の為中止。
■朝食カード配布５９２名配布
■公民栄養士会は新型コロナウイルス感染
症感染拡大予防の為、アンケート形式で１
回開催。
■アレルギー対応食の提供実施

Ｄ
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の
為、密になる可能性のある活動において
は、例年通りの活動が一部出来なかった。

■日野市食育推進計画に基づき、食事の大
切さを市民の方に指導していく。
①子ども家庭支援センターでの講演を２回
実施する。子育て広場栄養講座を実施す
る。インターネット等のメディアを使い給
食情報を家庭に発信する。
②こどもまつり、地域交流事業に参加す
る。
③朝食を食べてきたかを確認する｢朝食
カード」を利用したり、5歳児おにぎり作
り、保護者会やおたよりなどの情報発信等
で、朝食欠食率０を目指す。
④地域のネットワークのため民間栄養士と
会議を実施する。
⑤年々増加傾向にあるアレルギー児に安全
な給食を提供する。
※いずれの取組みにおいても、ネット環境
の更なる活用など、コロナ禍でも非接触で
実施できることを検討していく。

✕

121 ④学校での食
育推進事業

■安全で楽しくおいしい給食をより一層
推進するとともに、大地や自然の恵みを
大切にし、日野市食育推進計画の遂行を
図る。
■学校給食での地場産野菜の利用率の向
上を図る。
■農業体験や食材についての指導。
■食事マナーに関する指導。
■バランスのとれた食事の仕方などの指
導。

■日野市みんなですすめる食育計画
に基づき事業を実施していく。
■給食に日野産野菜をより多く使用
するなど食育に関係するいろいろな
機会を通して生徒・保護者へ、食や
健康情報を見える形、わかりやすい
形で発信し、検証していく。
■朝食の欠食割合を改善するための
情報提供等も実施していく。

学校課

■安全な日野産野菜を使用した薄味で素材
の味を大切にした手作り給食を実施する。
また、子どもたちが健全な食生活を実践す
る力を育むためにもひのっこシェフコンテ
ストのメニューを学校給食に取り入れ
「食」への興味を促す。
■保護者に食に関する興味や関心を持って
もらえるような情報発信を行い、保護者へ
の食育につながる取り組みを行う。

■児童・生徒が農家と顔のみえる食育活動
を行い、栄養士・調理員が農家と連絡を密
にとることのより、日野産野菜２５％を達
成することができた。
■毎月１９日の食育の日をはじめ、１１月
１９日の日野産野菜給食の日など、全校一
斉に食育の取り組む日を設定し日野市食育
推進計画に基づいた指導を行った。
■テーブルマナー教室は、中学校全校で実
施し、実践女子大学の協力をいただいた。
講義と実践により、基本的な食事のマナー
を学ぶ機会となった。

A

■安全な日野産野菜を使用した薄味で素材
の味を大切にした手作り給食を実施する。
また、子どもたちが健全な食生活を実践す
る力を育むためにもひのっこシェフコンテ
ストのメニューを学校給食に取り入れ
「食」への興味を促す。
■保護者に食に関する興味や関心を持って
もらえるような情報発信を行い、保護者へ
の食育につながる取り組みを行う。

×

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

123 ①救急医療体
制の充実

■救急専従医師の確保、救急車不応需ゼ
ロ、救急室の設備改修など、市民生活に
直結した救急医療の維持・継続に努める
とともに、一層の充実を図る。

■全日小児科医当直体制及び24時
間365日不応需のない救急車受け
入れ体制の堅持。

市立病院

■救急車受入台数2,000台以上
■常勤救急科医１名体制の維持
■小児科医による24時間365日救急体制
の維持

■救急車受入台数2,00６台
■常勤救急科医１名体制の維持
■小児科医による24時間365日救急体制
の維持

B
コロナ患者急増の影響で救急車の受け入れ
を一時的に制限したこともあり、救急車受
入れ数がかろうじての達成となった。

■救急車受入台数2,000台以上
■常勤救急科医１名体制の維持
■小児科医による24時間365日救急体制
の維持

×

令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

コロナウイルス感染拡大防止策を構築した
上で、新しい形の事業の組み立てが課題で
ある。

■引き続き、市内全児童館において「地産
地消の推奨」と「食品ロスの軽減」を継続
して取り組む共通課題とし、コロナ禍にお
いて安全に利用者が参加できるよう、目的
や方法について再度検証し取り組み方法を
見直しながら食育事業を実施する。
■学童クラブでは、各施設の様々な状況を
踏まえ、実施可能な調理活動や収穫体験等
の食育行事に、継続して取り組む。
■新型コロナウイルス感染症に係る予防・
対応マニュアルを必要に応じて更新し、感
染拡大の防止等を図りながら調理活動を行
う。

〇
■児童館における食育等の事業を実施
する際は、参加児童等へアンケートを
実施し、今後の運営に活かしている。

№

（４）母子保健と医療体制の充実

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課

122

⑤学童クラ
ブ・児童館で
の食育事業の
展開

■市内10児童館の事業として食育事業を
展開しており、子どもが自分ひとりでも
できる比較的簡単なランチづくりを行う
ほか、もちつきや焼き芋等の季節行事や
日本の伝統的行事を通して食文化を学ん
でいる。
■学童クラブでは、カレーづくり等の調
理体験を行い、作る側を経験することで
調理の仕方や楽しさを知る場を設けてい
る。
■地元農家の協力のもと、芋掘り等の収
穫体験をすることで生産者の立場や食材
の大切さを学ぶだけでなく、食に対する
感謝の気持ちも学ぶ機会を設けている。

■児童館では、食事をつくる力を身
につけ、食べることの大切さや共に
食べる喜び、食に対する感謝の気持
ちを育むことができるような食育事
業を継続して行っていく。
■「もちつき」や「やきいも」など
の実施により伝統行事や季節行事の
大切さを次世代へつなぐ体験の場と
する。
■学童クラブでは、調理体験によ
り、つくる喜びや調理への興味を引
き出していく。
■調理体験行事を通じ子ども・保護
者・学童クラブ職員の交流を図り、
子どもの成長の一助としていく。
■食材の大切さや食に対する感謝の
気持ちを育む機会として、作物の収
穫体験行事についても引き続き行
う。

子育て課

■引き続き、市内全児童館において「地産
地消の推奨」と「食品ロスの軽減」を継続
して取り組む共通課題とし、コロナ禍にお
いて安全に利用者が参加できるよう、目的
や方法について再度検証し取り組み方法を
見直しながら食育事業を実施する。
■学童クラブでは、各施設の様々な状況を
踏まえ、実施可能な調理活動や収穫体験等
の食育行事に、継続して取り組む。
■新型コロナウイルス感染症に係る予防・
対応マニュアルを必要に応じて更新し、感
染拡大の防止等を図りながら調理活動を行
う。

■実施回数　12回　参加者442名
コロナウイルス感染拡大防止のため飲食を
伴う事業実施を自粛した。
■緊急事態宣言中において児童館で配布し
たレシピをHPやツイッター、児童館内に
て配布し、家庭で活用できるようにした。

A
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124

②二次救急診
療体制の充実
（地域密着型
の中核病院機
能の発揮）

■南多摩医療圏において、一次医療を担
う小児科クリニックが充実し、近隣に二
次医療機関が多数存在する状況におい
て、市立病院が果たすべき役割を十分認
識し、日野市が子育てに安心を与える地
域であり続けるために、更なる小児科の
充実に努めていく。

■地域のクリニック及び東京都立小
児総合医療センターとの連携強化。
■分娩に伴う小児科医師や助産師と
のチーム医療による新生児医療体制
の堅持。

市立病院

■地域医療連携室を中心とした地域クリ
ニック等との更なる連携推進（紹介・逆紹
介率の向上）
■分娩件数の増加
■常勤産婦人科医3名以上体制の堅持

■紹介率　　47.4％（R2　50.9％）
　逆紹介率　75.5％（R2　71.6％）
■分娩件数　219件（R2　217件）
■常勤産婦人科医3名体制を堅持

B 紹介率、逆紹介率の算出式への変更対応

■患者総合支援室を中心とした地域クリ
ニック等との更なる連携推進（紹介・逆紹
介割合の向上）
■分娩件数の増加
■常勤産婦人科医3名以上体制の堅持

×

125 ③新生児聴覚
検査

■妊娠の届け出をされた方に、出産後、
都内医療機関で使用できる新生児聴覚検
査受診票を交付する。新生児聴覚検査の
際に使用することで、上限額まで公費負
担をする。
■受診票を使用できない都外医療機関等
での受診については、申請に基づき助成
金を交付している。

新生児聴覚検査の受診を促進すると
ともに検査結果が要精密検査であっ
た場合の児及び家族に対する支援を
実施する。

子ども家庭
支援セン

ター

■妊娠の届け出をされた方に、出産後、都
内医療機関で使用できる新生児聴覚検査受
診票を交付する。新生児聴覚検査の際に使
用することで、上限額まで公費負担をす
る。
■受診票を使用できない都外医療機関等で
の受診については、申請に基づき助成金を
交付している。
■聴覚障害の早期発見・早期支援につなげ
る。

■要精密検査４件あり。フォロー実施。
■新生児訪問記録票や未受診フォロー記録
票に聴覚検査結果の確認項目を追加し、把
握に努めた。

A

■妊娠の届け出をされた方に、出産後、都
内医療機関で使用できる新生児聴覚検査受
診票を交付し公費負担をする。
■受診票を使用できない都外医療機関等で
の受診については、申請に基づき助成金を
交付する。
■聴覚障害の早期発見・早期支援につなげ
る。

×

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

子ども家庭
支援セン

ター

■令和2年度の検討委員会の結果を受け、
新たに4つの部会制で検討委員会を実施す
る。年6回開催予定で9月と3月は全体会を
実施予定。

■相談支援、居場所、学習・進路の3つの
部会は5月。7月、11月、1月に検討委員
会を実施、全体会は9月と3月に実施。
■ネットワーク部会は事務局である子ども
家庭支援センターで検討。調布市、武蔵野
市、八王子市の事業を視察。

A

■令和３年度の検討委員会の結果を受け、
新たに3つの部会制で検討委員会を実施す
る。年6回開催予定で9月と3月は全体会を
実施予定。
■プレ事業として、児童館の巡回、空き家
を活用した活動を実施する。

〇

時期：令和3年10月～12月、
内容：中学生14人、高校生6人、高
校中退1人にインタビューを実施。
効果：中高生世代の現状や要望を把握
できた。

発達･教育
支援課

■子ども家庭支援センターとSSWの連携
や役割分担について、引き続き整理してい
く。

■（仮称）子供包括支援センター検討委員
会に加わり居場所部会で意見を出した。開
設後の子どもの居場所として機能させるた
めの意見を委員の一員としてかわした。

A

（仮称）子供包括支援センターの開設に向
けて子どもの居場所として中高生世代へ広
報していくための方法などを広報部会に参
加しまとめていく。

×

子育て課
■令和3年度中のセンター設置事業の開始
に向けて、引き続き定期的な打ち合わせを
行い、漏れのないよう情報の共有化を図る

■関連各課による定期的な打ち合わせを設
け、情報・意識の共有を図った。

Ａ
令和５年度中のセンター設置事業の開始に
向けて、引き続き定期的な打ち合わせを行
い、漏れのないよう情報の共有化を図る

×

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

126
①(仮称)子ど
も包括支援セ
ンターの設置

■子育てを支援する総合相談窓口機能の
整備
■児童虐待への対応と防止対策の強化
■保健・福祉と教育の情報・意識共有と
連携の強化
■義務教育終了後（高等学校との連携
等）の継続した支援
■子育て支援資源の育成と協力体制の構
築

■すべての子どもの健やかな成長を
切れ目なく支援する子ども・家庭・
地域の子育て機能の総合支援拠点で
ある（仮称）子ども包括支援セン
ターの早期設置を目指し、各事業や
支援策の内容を検討するとともに、
実現に必要な場所の確保と組織改編
を実施する。

№

方針４）「すべての子どもの健やかな成長を切れ目なく支援する子ども・家庭・地域の子育て機能の総合支援拠点」の設置

(仮称)子ども包括支援センターの設置

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価
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行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

127
① 市 民 活 動
（ Ｎ Ｐ Ｏ な
ど）の支援

■多世代、守備範囲の異なる市民（団
体）が、交流することで生まれる地域内
での自主的な連携の促進を目指し、地域
懇談会を開催する。
■市民活動の財源確保のための支援。
（助成金の情報提供、時代にあった形で
の補助制度の実施）
■子育て支援活動団体などによる地区セ
ンターといったコミュニティ施設の活用
促進。

■妊産婦から中高生まで、段階に応
じた子育てサービスが、地域性を踏
まえて地域内で円滑に展開されてい
く地域づくりを目指す。

地域協働課
■子育て支援団体の財政的支援（市民活動
支援補助金・市民活動ウィズコロナ支援補
助金）

■市民活動支援補助金は感染拡大の影響に
より申込団体が少なかったが、子育て支援
団体による出張プレーパーク事業や、子育
て世代でも地域活動に参加できるよう預か
り保育つきの事業を行う団体などが採択さ
れた。
■ウィズコロナ補助金では無料学習塾を実
施している団体が採択され、消毒液等の消
耗品購入などに利用して頂いた。

B
補助金全体の申し込み数が少ない。
若い世代の地域参加を促進できる広報媒体
の不足。

■子育て支援団体に対する財政的支援（市
民活動支援補助金）

◯

≪R4.1月～３月≫
小学校との協働で、日野市の課題や解
決策を子ども目線で考えて発表する
「まちづくりプロジェクト」に参加、
授業アシスタントを行った。

128

②ひの市民活
動 支 援 セ ン
ター設置・運
営

■ひの市民活動支援センターの運営を通
じて、子育て支援活動団体の立ち上げ支
援、既存団体の活動の充実支援、市民活
動団体間の連携促進などを行う。

■ひの市民活動ネットワークとの協
働により、市民の力を引き出し、地
域課題の解決に取り組む。

地域協働課

■三沢中「ちょこボ」における連携によ
り、中学生の地域活動参加を促す。
■「まち活」にて、市民の子育て支援団体
への活動を促す。

■昨年中止となった「三沢中ちょこっとボ
ランティア(ちょこボ)」が再開されたた
め、中学生のボランティア相談を行い、市
民活動団体の活動に参加を促した。

B

社会状況の影響もあるがボランティアの受
け入れ先団体が限定的。事業への理解を深
め、賛同する団体を増やすことが必要。

■三沢中「ちょこボ」における連携によ
り、中学生の地域活動参加を促す。
■「まち活」にて、市民の子育て支援団体
への活動を促す。

◯

≪R4.4≫「まち活」において、地域
で子育てに関心のある市民に対し子育
て支援団体とのマッチングを行った。
≪R4.9、R5.3予定≫三沢中ちょこっ
とボランティアでは、中学生の関心の
ある活動の分野などをヒアリングし、
それに応じたボランティア先を提案し
ている。

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

129

①民生委員・
児童委員
（主任児童委
員）

■児童福祉法に基づき、民生委員が児童
委員を兼ねており、それぞれ担当地域を
もって活動している。
■更に、区域を担当する児童委員に加
え、児童を専門に扱う主任児童委員を設
置し、10名の主任児童委員が中学校区域
ごとに活動している。

■児童委員は担当地域内の児童、妊
産婦、ひとり親家庭等の福祉に関す
る相談に応じ、指導または適切な関
係機関へつなぐ。また、児童の健全
育成や母子の福祉推進のため、地域
活動に協力する。
■主任児童委員は、担当地域の児童
委員と関係機関との連携・調整を行
う。児童相談所、子ども家庭支援セ
ンター、学校等との連携を密接に
し、児童や子育て世帯を取り巻く環
境等について、児童委員と連携して
状況把握を行う。

福祉政策課

■児童委員活動PR実施
■子どもに関する相談・支援実施
■赤ちゃん訪問実施
■各関係機関との連携強化
■コロナ影響下での地域見守り

■子どもに関する相談・支援件数　130件
■赤ちゃん訪問件数　1,260件

C

■新型コロナウイルス感染予防のため、活
動ＰＲのためのパネル展が中止になった
り、四者協（児童委員、児童相談所、学
校、子ども家庭支援センター等の関係機関
による地区連絡協議会）が集合形式で開催
できずに動画配信となった。感染が収まら
ない状況において、コロナ影響下での民生
委員・児童委員活動への様々な工夫が求め
られている。

■児童委員活動PR実施
■子どもに関する相談・支援実施
■赤ちゃん訪問実施
■各関係機関との連携強化
■コロナ影響下での地域見守り

×

令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

（２）地域で推進する子どもの健全育成

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課

№

基本目標Ⅲ　共に生き、互いに育てあうまち

方針１）地域で子どもの成長を支える仕組みづくり

（１）子育て支援の強化に向けた市民活動（ＮＰＯなど）の支援

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績
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130 ②子ども会な
どへの支援

■市内子ども会に対して、子どもの人数
に応じて補助金を交付している。（令和
元年現在59団体）
■子ども会活動を支援するためにプレイ
ワーカー派遣制度があり、子ども会から
の要請に応じて、レクリエーション等の
提供を行っている。

■支援（補助金・人材・活動場所）
を継続し、子ども会活動の活性化を
目指す。

子育て課

■引き続き子ども会に対して補助金を交付
する
■子ども会補助金の周知及びボランティア
リーダー派遣のさらなる拡充
■子ども会補助金様式の提出書類の簡素化
を図る
■子ども会に対するアンケート調査の検討

■子ども会補助金交付件数　40団体
■子ども会補助金様式の見直しを検討。

B

■補助金申請をする子ども会・登録児童数
とも減少傾向が続いている。
■子ども会が必要としている支援の把握。
■子ども会補助金の周知

■引き続き子ども会に対して補助金を交付
する
■子ども会補助金の周知及びボランティア
リーダー派遣のさらなる拡充
■子ども会補助金様式の提出書類の簡素化
を図る
■子ども会に対するアンケート調査の検討

×

132

133 ⑤青少年問題
協議会

■青少年の指導育成、保護及びきょう正
に関する総合的施策の樹立に必要な事項
を調査審議、関係団体相互の連絡・調整
を行う機関。
■H28年度より条例の枠組みは残し、協
議会の定期的な開催は一旦中止。各個別
協議会の進捗状況等を見ながら必要に応
じて開催を検討していく。

■青少年を取り巻く現状と課題や各
個別協議会の進捗状況等について引
き続き注視し、時代に即した協議会
のあり方を検討していく。

子育て課
各個別協議会等の進捗状況等を見ながら、
必要に応じて協議会を開催する。

令和3年度は青少年問題協議会で協議すべ
き議題は生じなかったため、未開催

A 各個別協議会等の進捗状況等を見ながら、
必要に応じて協議会を開催する。

×

B
■コロナ禍において従来の活動に対して制
限を受けている現状

■コロナ禍においても引き続き地域と行政
のパイプ役として、青少年関係団体・大学
等と連携を取りながら、子どもたち・地域
のために何かしたい人と子どもたち・地域
のために活動している人をつなぎ、活動を
支援していく。
■引き続きジュニアリーダー講習会との連
携を強化していく。

×
④青少年委員
の活動

■青少年の健全育成及び青少年教育の振
興を図るため、各中学校区２名、計１６
名の青少年委員を委嘱している。（任期
２年）
■「みんなの遊・友ランド」の運営や
ジュニアリーダー講習会をはじめとした
市事業への協力を行っている。
■委員の個人活動として、それぞれの地
域で、地区育成会活動、児童館ボラン
ティア、小中学校・特別支援学校のサ
ポート等を行っており、毎月の定例会に
おいて、委員間・地区間の情報を交換・
共有している。
■青少年委員制度として昭和35年発足。

■会の活動・個人活動を通して地域
の青少年と関わり、各委員の得意分
野・スキルを生かした様々な角度か
らの青少年育成に努める。
■各委員の地域のネットワークを活
用して、助け合うことの大切さ、い
ろいろな人達を触れ合うことの楽し
さを感じてもらい、青少年を地域で
のボランティア活動に誘引する。
■地域と行政のパイプ役として、青
少年関係団体・大学等と連携を取り
ながら、子どもたち・地域のために
何かしたい人と子どもたち・地域の
ために活動している人をつなぎ、活
動を支援していく。

子育て課

■コロナ禍においても引き続き地域と行政
のパイプ役として、青少年関係団体・大学
等と連携を取りながら、子どもたち・地域
のために何かしたい人と子どもたち・地域
のために活動している人をつなぎ、活動を
支援していく。
■引き続きジュニアリーダー講習会との連
携を強化していく。

■令和3年度の主な活動
定例会（月１回）、青少年委員だよりの発
行（年2回）、ジュニアリーダー講習会、
委員の知識、テクニックの紹介動画撮影
■ジュニアリーダー講習会にサブ講師とい
う立場で参加し、各講習会において青少年
委員の人脈・経験・スキルを活かした企画
を実施し、今年度はナイトハイクを実施し
た。また、青少年委員の中でJL部会を立ち
上げており、リーダーへの助言、企画への
協力等、ジュニアリーダー講習会との連携
を深めた。
■地域で子ども達と関わる人として、各種
会議体に出席。（子ども・子育て支援会議
等）
■東京都青少年委員会連合会に所属し、都
全体（月１度）、多摩地区（奇数月のみ）
の会議に出席し、他市の青少年委員と情報
交換・研修等を行った。

■各地区の主な活動実績
≪一中地区≫ふれあいデイキャンプ  ふれ
あいたすきリレー
≪二中地区≫新型コロナの影響により中止
≪七生中地区≫新型コロナの影響により中
止
≪三中地区≫さといも植え付け 観察会 収
穫祭 ふれあいコンサート
≪四中地区≫オータム・デイ・キャンプ
ウォークラリー≪三沢中地区≫梨狩り  三
沢中ボランティアウィーク
≪大坂上中地区≫ふれあいハイク
≪平山中地区≫さつまいも植え付け 収穫
祭  みんなのたまり場  夏休み地域参画
ワークショップ

■青少年育成会連合会の主な活動
・いきいき体験事業※新型コロナの影響に
より中止
・ 研修会（12/4）多文化への理解「日本
とパキスタンの架け橋へ」
・交流会（2/23）※新型コロナの影響に
より中止

B

■各地区育成会において、伝統的なイベン
トを継続していくため、新型コロナウイル
ス感染症対策を講じた上で実施ができるよ
う検討していく必要がある。
■地区青少年育成会と青少年育成会連合会
が連携をした上で活動をしていく必要があ
る。

■各地区育成会の活動
地域の子どもたちが様々な体験・経験がで
きるよう、新型コロナウイルス感染症対策
を講じた上で中学校区ごとに、地域の特色
を活かしたイベントや企画を育成会で実施
していく。市はこれらの育成会の活動を
バックアップしていく。
■育成会連合会の活動
各地区育成会が相互に連携・協力し、市内
全地区が一体となって青少年健全育成事業
を実施していく。

×131 ③地区青少年
育成会の活動

■中学校地区（８地区）ごとに組織さ
れ、家庭、学校、地域の諸団体との連絡
調整や地域の中で行事やイベントなどを
開催することで子どもたちに様々な体
験・経験の機会を提供している。
■８地区で構成されている連合会におい
ては、情報交換や研修会などを実施して
いる。
■【経過】
昭和39年７月日野市青少年問題協議会地
区委員会として発足。
平成２年４月から日野市地区青少年育成
会となる。
平成18年4月より日野市青少年育成会連
合会を発足。

■より多くの地域の中の子どもたち
が様々な体験・経験ができるよう、
中学校地区（８地区）ごとのイベン
トや企画を市としても引き続きバッ
クアップしていく。
■各地区育成会及び連合会の活動が
安定的かつ継続的に実施できるよう
普及啓発に努めていく。

子育て課

■各地区育成会の活動
地域の子どもたちが様々な体験・経験がで
きるよう、新型コロナウイルス感染症対策
を講じた上で中学校区ごとに地域の特色を
活かしたイベントや企画を実施する。
■育成会連合会の活動
各地区育成会が相互に連携・協力し、市内
全地区が一体となって青少年健全育成事業
を実施していく。
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行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

136
① コ ミ ュ ニ
ティ・スクー
ル運営事業

■地域・保護者が学校運営の当事者とな
り、共通の目標をもって教育活動を展開
できるよう、学校運営協議会（コミュニ
ティ・スクール）を全小中学校に設置す
る。

■学校運営協議の設置が任意設置か
ら努力義務化されたことに伴い、全
校設置に向け、学校や地域の意向を
尊重しながら検討を進めていく。

学校課
■コミュニティ・スクールの設置が努力義
務となり、学校評議員制度からの移行につ
いて検討する。

■コミュニティ・スクールを導入している
平山小学校、東光寺小学校において、新型
コロナウイルス感染症のための臨時休業は
あったが、協議会の開催などの活動を行っ
た。

Ｂ

平成２０年度に平山小、平成２１年度に東
光寺小が導入して以来、導入は進んでいな
い。教職員の任用に関して任命権者に意見
を述べたりするには至っておらず、学校評
議員制度と大差はなく、移行が進んでいな
い

■コミュニティ・スクールの設置が努力義
務となり、学校評議員制度からの移行につ
いて検討する。

×

令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

■引き続き、日頃から子どもに関わってい
る団体による実行委員会を立ち上げ、イベ
ントを通して交流を深めるとともに、子ど
もが日頃の成果を発表できる場とする。

■感染対策をとりながら実施可能なイベン
ト内容を検討

×

№

（３）地域と学校の連携

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み

135
⑦手をつなご
う・こどもま
つり

■日頃から子どもに関わっている諸団体
（青少年育成団体・市民団体・行政機
関・児童館など）が実行委員会を組織し
10月の日曜日に日野中央公園・市民プラ
ザにて実施。親子で楽しめるイベントを
多数用意し、子どもが日頃の成果を発表
できるステージも設置。子どもに関わっ
ている諸団体がこのイベントを通じ交流
を深めている。
■【経過】
平成３年度日野市青少年育成市民交流集
会発足。
平成６年度「ＷＡＩＷＡＩワールド～じ
どうかんまつり～」を実施。
平成７年度「浅川で手をつなごう」実
施。
平成15年度万願寺中央公園に場所を移し
「手をつなごう」実施。
平成22年度「手をつなごう・こどもまつ
り」として開始。

■日頃から子どもたちの育成のため
に活動している市内の様々な団体や
機関、市民が交流・連携・協働し、
より大きな人の輪をつくり、子ども
たちのより健やかな育ちを支えてい
くためのきっかけづくりの場とす
る。
■子どもたちの主体的な活動を通し
た自己実現の場として確保し、「と
もに創りあげる喜び」を分かち合い
「自分を大切にし、また他者を思い
やり尊重する心」を涵養するための
場とする。
■このイベントを通して子どもに関
わっている諸団体の交流を深め、日
常の活動でも協力関係が築けるよう
促していく。

子育て課

■引き続き、日頃から子どもに関わってい
る団体による実行委員会を立ち上げ、イベ
ントを通して交流を深めるとともに、子ど
もが日頃の成果を発表できる場とする。

■感染対策をとりながら実施可能なイベン
ト内容を検討

■新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、令和3年度は開催中止。ここ数年イベ
ントが中止となっているため、各団体の活
動の周知と団体間のつながりを継続させ、
イベントを楽しみにしてくれていた子ども
達へのメッセージを伝えるため、広報誌の
作成・配布を実施。作成にあたっては、実
践女子大学に協力をいただいた。
■発行部数23,000部、市内小・中学校、
公立・私立幼稚園及び保育園、手をつなご
う・こどもまつり関係団体、市関連施設へ
配布

A ■今後のイベント実施について在り方等の
検討

■任期満了に伴う新たな委員委嘱のうち、
市民委員を2名に増員して公募を行う

■会議開催スケジュール（予定）
第1回　令和3年７月29日
第2回　令和3年9月30日
第3回　令和3年11月18日
第4回　令和4年１月26日

■主な取組み内容
・令和2年度の実績と令和3年度の取組み
管理
・日野市子ども条例委員会の在り方
・その他子ども・子育て支援に関する施策
の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事
項

■任期満了に伴う新たな委員のうち市民委
員を1名から2名に増員し、公募のうえで
委嘱を行った。
名に
■会議開催）
第1回　令和3年７月29日
第2回　令和3年9月30日
第3回　令和3年11月18日
第4回　令和３年12月21日
第5回　令和4年１月26日

■主な取組み内容
・令和2年度の実績と令和3年度の取組み
管理
・日野市子ども条例委員会の在り方
・その他子ども・子育て支援に関する施策
の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事
項

A

■会議開催スケジュール（予定）
第1回　令和4年７月27日
第2回　令和4年10月12日
第3回　令和4年12月21日
第4回　令和5年2月9日

■主な取組み内容
・令和3年度の実績と令和4年度の取組み
管理
・日野市子ども条例委員会の在り方
・その他子ども・子育て支援に関する施策
の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事
項

×134 ⑥子ども・子
育て支援会議

■子ども・子育て支援法（平成24年法律
第65号）第77条第１項の規定に基づ
く。平成25年10月に発足。
■委員構成委員20人以内
①子どもの保護者。
②地域において子どもの育成及び子育て
の支援活動に携わる者。
③市内の民間企業の事業主を代表する
者。
④市内の民間企業の労働者を代表する
者。
⑤子ども・子育て支援に関する事業に従
事する者。
⑥子ども・子育て支援に関し学識経験の
ある者。
⑦関係行政機関の職員。
⑧その他市長が必要と認める者。
■所掌事務
①特定教育・保育施設（認定こども園、
幼稚園、保育所）の利用定員の設定に関
すること。
②特定地域型保育事業（小規模保育等）
の利用定員の設定に関すること。
③市町村子ども・子育て支援事業計画の
策定・変更に関すること。（第２期日野
市子ども・子育て支援事業計画）
④子ども・子育て支援に関する施策の推
進について必要な事項及び施策の実施状
況の調査審議に関すること。

■幅広い委員構成であるため、それ
ぞれの委員の立場からの現場の声を
傾聴し、次期計画の策定案を構築す
る。
■「子育てしたいまち、しやすいま
ち日野」の実現に向けて、計画の検
証、評価を行い市の施策に反映して
いく。

子育て課
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137
②ホームペー
ジでの学校情
報提供

■ＩＣＴ活用教育の推進策のひとつとし
て、「学校Ｗｅｂサイトによる見える学
校づくり」を掲げ、市内の全小中学校各
校の特色ある取り組みをホームページで
公開している。

■各学校が、それぞれのオリジナリ
ティを出して、保護者や地域の方だ
けでなく、広くそれぞれの取り組み
や活動を発信し、見える学校づくり
を推進していく。

学校課
■学校Ｗｅｂサイトを活用して、学校の様
子を定期的に情報発信し、見える学校づく
りを推進していく。

■各学校が、学校Webサイトによる見える
学校づくりに向けて、日々の学校での様子
や学校行事、様々な特色ある活動など発信
を行った。
■休業中の学校からの情報発信に活用し
た。

A

■学校Ｗｅｂサイトを活用して、学校の様
子を定期的に情報発信し、見える学校づく
りを推進していく。
■学校Webサイトの規格をスマートフォン
にも対応できるようにする。

×

138 ③学校地域支
援本部

■地域の人々が学校運営を支援する「学
校支援地域本部」の設置を支援し、地域
全体で子どもたちを育む環境を整備す
る。
■学校の依頼と地域のボランティアをつ
なぐ役割のコーディネーターを各校に配
置している。
■支援内容としては「学習支援」「環境
整備」「登下校の見守り」「行事の支
援」、「放課後の学習支援（一部の小・
中学校）」などを実施。

■市内小学校ごとに地域支援本部を
設置し、学校と地域の連携体制の構
築や制度の周知を図る。
■放課後の学習支援については、学
校や地域の特性に応じ実施校の拡大
を図る。

生涯学習課

■引き続き、地域全体で子供たちの成長や
学びを支える取り組みを学校と連携しなが
ら実施する。放課後の学習支援については
小学校2校（夢が丘小・日野第三小）での
実施の拡充を行う。

■新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
け、支援活動が一部自粛、講座休講となっ
た学校もあったが、やり方などを工夫しで
きる範囲で概ね順調に活動が行われた。

Ｂ

コロナ禍の影響もあり地域コーディネー
ター会議等が書面会議になり情報交換の場
を作ることができなかった。

引き続き、地域全体で子供たちの成長や学
びを支える取り組みを学校と連携しながら
実施する。
地域コーディネーター会議や運営委員会を
開催する。

✖

139

④地域の人材
を活用した教
育の充実（外
部 指 導 員 な
ど）

■「ひの２１世紀みらい塾」として、特
技を活かして教えたいという市民講師
や、市職員を派遣・紹介し、市民の学び
合いを支援する。

■生涯学習推進基本構想・基本計画
をもとに、より効果的な市民の学び
合いができるよう検討していく。

生涯学習課
■引き続き、市民の学び合いの支援を行
う。ホームページ、広報等を使い、事業の
周知や活用促進を図る。

■市民講師や市職員を派遣し、市民の学習
支援を行った（延べ実施件数６３件、参加
者数６２２人）。
冊子やホームページ、広報等を使い、事業
の周知や活用呼びかけを行った。また登録
講師の募集も行った。
市内小学校の総合学習の場での講師の活躍
があり、児童からは好評の声があった。

B

教える側と教わりたい側のマッチングを行
うのが本事業の目的だが、コロナの影響も
あり依頼を受ける件数は前年より減ってし
まった。
講師や事業の周知、本事業について広く周
知できるようなイベントの実施を模索する
必要がある。

引き続き、市民の学び合いの支援を行う。
日野市生涯学習ポータルサイト「Hi
Know!（ひのぅ）」や市ホームページ等を
使い、講師や事業の周知活用を促進する。
また、本事業について広く周知できるよう
なイベントの実施を模索する。

✖

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

140
①通学路など
登下校の安全
確保

■日野市通学路交通安全プログラムに基
づき、警察、道路管理者、学校、ＰＴ
Ａ、教育委員会による通学路の合同点検
をＰＤＣＡサイクルにより行っていく。
■小学校の通学路に防犯カメラを設置
し、防犯効果を高める。
■児童またはＰＴＡが地域を見回り、自
ら危険箇所を見つけ、安全マップを作成
し配布する。

■日野市通学路交通安全プログラム
に基づく通学路の合同点検を実施し
ていく。
■全小学校の通学路に設置した防犯
カメラの効果を検証するとともに、
登下校の安全確保に必要な箇所への
設置を検討する。
■学校、家庭、地域が一体となり、
安全マップを毎年更新し、充実を図
る。

学校課

■実施先送りとなった「一小、三小、四
小、七小、東光寺小、仲田小」の合同点検
を実施する。
■防犯カメラは市内全域合計90台設置し
ているため、同カメラの確実な稼働確認と
適切なメンテナンスを行っていく。
■学校、家庭、地域が一体となり、安全
マップの更新、充実を図る。

■実施予定だった「一小、三小、四小、七
小、東光寺小、仲田小」の合同点検に加
え、千葉県八街市の事故を受け、その他の
小学校すべてについても緊急点検を実施し
た。

A

通学路点検の際に様々な要望が上がってく
るが、自治体や警察等の関係団体では対応
が不可能なハード整備の要望が複数見受け
られ、学校や各家庭での指導といったソフ
ト面での対応に誘導していく必要がある。

■「豊田、五小、六小、滝合、旭が丘」の
合同点検を実施する。
■防犯カメラは市内全域合計90台設置し
ているため、同カメラの確実な稼働確認と
適切なメンテナンスを行っていく。
■学校、家庭、地域が一体となり、安全
マップの更新、充実を図る。

×

141 ②学校防犯カ
メラ

■学校等敷地内への不審者対策として、
児童生徒等の安全を確保するため、門ま
たは昇降口の付近にカメラを設置し、施
設内への立ち入りを撮影及び確認するも
の。全小中学校設置。

■学校等の敷地内における児童生徒
等の安全を確保するため、不審者等
の敷地内への立ち入りを今後も防犯
カメラにて常時確認していく。

庶務課
■耐用年数を向かえた中学校及び幼稚園の
機器の更新を図る。

■全8中学校及び全３幼稚園の機器の更新
を行った。
■児童生徒の安全のため、防犯カメラの適
正な運用と保守管理を行った。

A
■児童生徒の安全を確保するため、防犯カ
メラの適正な運用とシステムの保守管理に
努める。

×

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください

№

方針２）安心して子育てができる 安全なまちづくり

（１）安全、安心なまちづくりの推進

事業名 内　容
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142
③ ス ク ー ル
ガードボラン
ティア

■子どもの安全や地域の安心確保のため
には、保護者や地域の人たちによる“見
守り”が大変重要なことから、「ウォー
キングやジョギングをしながら、通学路
をパトロールする。」「買い物の時間を
下校時間に合わせ、通学路を通ってみ
る。」「散歩のコースを通学路にして、
登下校時に子どもたちと歩く。」など、
ひとりでも多くの大人が、自分のできる
範囲で、無理なく長期的に子どもたちを
見守っていただくボランティアのこと。
■小学校ごとに登録していただき、登録
後「スクールガードボランティア」の腕
章・笛・ボランティア証・ベスト・帽
子・横断旗を貸し出しする。

■市内の小学校全校でボランティア
が活動している。登録者も年々増加
しており子どもたちや地域の防犯、
安全に寄与しているので、さらなる
拡がりを見せるような事業展開を
行っていく。

庶務課
■新たな登録者の獲得のため、独自の活動
として見守りを行っている団体と連携し調
整を図っていく。

■令和3年度末の登録者数366名
■各地域で、学校や地域の団体と連携した
見守り活動が行われた。

A ■必要な装備品（消耗品）等について再考
する。

×

143 ④セーフティ
教室の実施

■小学校、中学校全校でセーフティ教室
を関係機関の方を講師に招いて開催して
いる。
■保護者や地域も参加した形式での充実
を図っていく。

■非行防止・犯罪の未然防止を目的
として、警察等関係機関と連携し
て、小・中学校で年１～２回実施。
保護者、地域の方との意見交換会を
実施している。
■今後も、地域、関係機関と連携し
て小中学校全校でセーフティ教室を
実施し、健全育成の充実を図る。

学校課
■地域、関係機関と連携して小中学校全校
でセーフティ教室を実施し、健全育成の充
実を図る。

■非行防止・犯罪の未然防止を目的とし
て、警察等関係機関と連携して、小・中学
校でセーフティ教室を実施した。

A
■関係機関、地域と連携して小中学校全校
でセーフティ教室を実施し、健全育成の充
実を図る。

×

144
⑤災害発生な
どメール配信
サービス

■あらかじめ登録していただいた携帯電
話やパソコンのメールアドレスに、災害
発生等の情報を配信するサービス。学校
や幼稚園、学童クラブからの情報も受け
取れる。
■提供する情報は、①学校・幼稚園生活
情報及び学童クラブ情報②防災安全情報
③障害者行方不明情報であり、受け取る
情報の選択が可能。

■当初は緊急性の高い情報だけを取
り扱っていたが、発信先の間口が広
がることによりその他の防災情報・
生活情報等の提供要望も多いので、
担当窓口の一本化を図るよう調整を
行い、より使いやすく有益な情報発
信ができるようなシステムを構築す
る。

防災安全課

■学校⇔保護者間のメール配信については
令和3年度よりC4thHome&Schoolへ順
次移行。（担当：ICT活用教育推進室）
■学童クラブ情報等庁内の課から市民向け
の情報、防災安全情報等の配信の取りまと
めを行う。順次担当を庶務課から防災安全
課へ引継ぎ予定。

■令和４年度から運用を開始する新メール
配信システムへの移行準備を行った。

※学校⇔保護者間のメール配信の
C4thHome&Schoolについては、ICT活
用教育推進室が担当のため、評価不可

A 予定通り、新メール配信システムへの移行
準備を行っているため、問題なし。

■新メール配信システムを稼働し、各機関
による情報発信を行えるようにする。

×

145 ⑥あいさつ運
動

■第22期青少年問題協議会の提言を受け
て、事業を平成17年度開始。
■地域で子どもと大人があいさつを交わ
すことにより、お互いに顔見知りにな
り、地域の結びつきを強めて、子どもの
安全を守ることが趣旨。
■具体的には、9月を除く奇数月、及び8
月の最初の登校日に教職員、市職員、保
護者、自主防犯組織、自治会、市民活動
団体、シルバー人材センターなど地域の
人々が校門前で生徒の登校をあいさつで
迎える。
■小中学校にあいさつ運動ののぼり旗を
掲げている。

■地域の大人同士がつながり、大人
と子どもが互いに顔の見える関係づ
くりが進んでいるが、依然として子
どもが巻き込まれる痛ましい事件の
報道が後を絶たない現状もある。
■より多くの地域の皆様に関わって
いただけるよう、参加しやすいきっ
かけづくり、関係機関と連携し防犯
意識をさらに向上することなどが課
題。
■子どもたちが、地域の大人に見守
られているという安心感の中で成長
できるよう、子ども関連の関係団体
等の協力を得てさらに地域のつなが
りを広げていきたい。

子育て課

■あいさつ運動の実施方法等についての検
討
■従来のあいさつ運動が実施できない中で
の代替案の検討

■コロナ禍を考慮し、令和3年度は未実施
とした
■事業目的及び実施方法について改めて考
え、今後の事業について検討を行った。

D

■あいさつ運動の当初の目的が「地域であ
いさつをして子どもを見守ろう」であり、
市職員の参加は地域住民の参加のきっかけ
づくりだった。すでにその段階は過ぎてい
るとの結論に至ったため、市職員の参加す
るあいさつ運動は令和4年度より実施しな
い。なお、各学校、地域でのあいさつに関
する取り組みを妨げるものではないことを
校長会にて説明。

×

146
⑦自主防犯組
織育成支援事
業

■地域との合同防犯パトロールの実施や
自主防犯組織育成事業交付金の交付等、
人的・物的支援を行うとともに、各種防
犯研修会等を実施することにより、防犯
活動の更なる強化、及び市民の防犯意識
の向上を図る。

■自主防犯組織の新規結成を促進す
るとともに、既存組織の更なる活性
化を図る。

防災安全課

■自主防犯組織
・育成交付金の再交付を活用し、既存組織
の若返りや活動の継続化を推進する。
■個人防犯パトロール
・引き続き加入促進を継続する
■防犯出前講座
・自治会から要望があれば実施していく。
・自治会との合同パトロールへの参加

■自主防犯組織
・2団体に交付
（東光寺小学校校友会、上田自治会）
■個人防犯パトロール
・自主防犯組織結成数令和３年度現在191
団体
・防犯ボランティア（わんわんパトロール
ほか）
：92人加入、総計1621人
■防犯出前講座
・南平台自治会、川原付団自治会にて実施

A

■自主防犯組織
・育成交付金の再交付を活用し、既存組織
の若返りや活動の継続化を推進する。
■個人防犯パトロール
・引き続き加入促進を継続する
■防犯出前講座
・自治会から要望があれば実施していく。
・自治会との合同パトロールへの参加

×
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147 ⑧市内安全パ
トロール

■下校時の子どもの見守りを中心に、専
門知識を持った警視庁ＯＢが、犯罪特性
に留意した青色防犯パトロール等を実施
し、学校や学童クラブを定期的に巡回し
て犯罪の発生状況や不審者情報を職員と
共有するすることにより、各種犯罪の抑
止及び防犯体制の強化を図る。

■地域に密着した防犯パトロールを
推進することにより、子どもが犯罪
に巻き込まれない地域社会の実現を
目指す。

防災安全課

■安全安心パトロール
・不審者等が多く、防犯ボランティアが少
ない夕方の時間帯や学童クラブの下校時を
重点に実施していく。
■街頭防犯カメラの設置
・自治会設置の防犯カメラの補助事業を実
施。

■安全安心パトロール
・警視庁ＯＢを活用した青パトによる
　子どもたちの見守りを実施
　年18８日間（月～金）9:30～18:00
■街頭防犯カメラの設置
・２自治会１４台の防犯カメラ設置費用の
補助を実施

A

■安全安心パトロール
・不審者等が多く、防犯ボランティアが少
ない夕方の時間帯や学童クラブの下校時を
重点に実施していく。
■街頭防犯カメラの設置
・自治会設置の防犯カメラの補助事業を実
施。

×

148
⑨「こどもを
守 る ネ ッ ト
ワーク」事業

■市庁用車に指定ステッカーを貼付する
とともに、車両業務中に、子どもの身の
危険を察知、あるいは、子どもから救助
を求められた際に、子どもを一時的に保
護し、警察に通報する事業。

■引き続き、継続実施する。 防災安全課
■庁用車での見守り及び青色防犯パトロー
ルによる子どもの見守りを実施していく。

■引き続き、庁用車での見守り及び青色防
犯パトロールによる子どもの見守りを実施
していく。

A ■庁用車での見守り及び青色防犯パトロー
ルによる子どもの見守りを実施していく。

×

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

149
① 住 宅 マ ス
タープランの
推進

■高齢者向け住宅の確保、三世代近居・
隣居・同居の推進、住み替えやリバース
モーゲージの推進、新たな公営住宅施策
の展開、省エネルギー住宅の普及促進、
住宅の耐震改修促進等、「日野いいプラ
ン2020」「環境基本計画」「行財政改
革大網」等の見直された基本構想・基本
計画と整合した住宅政策を推進する。

■平成27年3月に改訂した日野市
住宅マスタープランに基づき、子育
て支援にもつながる住宅施策を総合
的かつ計画的に推進する。

都市計画課

セーフティネット住宅相談事業「あんしん
住まいる日野」でのひとり親家庭への相談
受付を引き続き行う他、セーフティネット
コールセンターと連携し、ひとり親家庭へ
の居住支援の推進を図る。

セーフティネット住宅相談事業「あんしん
住まいる日野」を開設し、２件のひとり親
家庭から相談を受付た。また、セーフティ
ネットコールセンターなどと相談窓口に係
る定例会を４回開催し、事例を共有した。

A

セーフティネット住宅相談事業「あんしん
住まいる日野」でのひとり親家庭への相談
受付を引き続き行う他、セーフティネット
コールセンターと連携し、ひとり親家庭へ
の居住支援の推進を図る。

×

150 ②通学路の整
備

■第２次日野市バリアフリー特定事業計
画の策定や、各小学校の通学路の点検な
ど、市民参画による道路整備を図る。

■第2次日野市バリアフリー特定事
業計画に基づき、歩道のバリアフ
リー化を図る。
■通学路交通安全プログラムに基づ
き、教育委員会、学校関係者、ＰＴ
Ａ、各管理者による合同点検の継
続、対策の改善、充実等をＰＤＣＡ
サイクルで実施し、通学路の安全性
向上を図る。

道路課

■市道Ｄ19号線に設置されている視覚障
碍害者誘導用ブロックの修繕未実施箇所に
ついて修繕を実施致します。
■学校課を通して要望のあった市道5箇所
の通学路安全対策を実施いたします。ま
た、令和3年度は6校（一小、三小、四
小、七小、仲田小、東光寺小）の通学路合
同点検を実施いたします。（主体は学校
課）

■市道Ｄ19号線に設置されている視覚障
碍者誘導ブロックの修繕未実施箇所につい
て修繕を実施しました。
■令和2年度に合同点検を実施した市道6
箇所の安全対策を実施しました。また、日
野市通学路交通安全プログラム及び「通学
路における交通安全の更なる確保について
(通知)」に基づき全校の合同点検を実施し
ました。（主体は学校課）

A

■第二次日野市バリアフリー特定事業計画
における既存歩道のセミフラット化につい
て、対象路線である幹線市道Ⅱ-48号線
（市役所本庁舎南側の通り）が市役所本庁
舎の免震工事と競合していたことや、市道
K68号線（平山城址公園駅から北野街道に
向かう通り）が北野街道の拡幅事業と競合
していることにより、着手時期の見直しを
行い、計画に遅れが生じている。今後、関
係各課と協議を実施します。

■南平駅周辺地区について、視覚障害者誘
導用ブロックの設置等を行う。
■令和3年度に合同点検を実施した市道の
安全対策を実施します。また、日野市通学
路交通安全プログラム等に基づき合同点検
を実施します。（主体は学校課）

〇

学校課が主管課となっている事業であ
る「通学路安全プログラム」に基づき
小学校・ＰＴＡ・学校関係者・警察・
道路管理者等が参加する合同点検に参
加し、通学路の危険箇所の改善要望個
所を確認しながらハード対策やソフト
対策の改善策を検討している。対策が
可能な要望個所については次年度に予
算化しハード整備などの対策を講じて
いる。
令和3年度は約1,300万円を予算化し
道路補修、カラー舗装、路側帯白線、
防護支柱設置などを行った。

151
③まちづくり
マスタープラ
ンの推進

■安全安心で利便性が高く若年層や子育
て層が定住する都市の実現を目指し、多
様化する暮らし方を支えるまちとして、
ライフステージに合せて選択できる多様
な住まいの提供や子育てしやすいまちづ
くりの推進を図る。

■令和元年4月に改訂した日野市ま
ちづくりマスタープランに基づき、
子育てしやすいまちづくりを進める
ため、道路・公園などの施設整備や
暮らしやすいまちとするための仕組
み作りをするなど、まちづくりを総
合的かつ計画的に推進する。

都市計画課
まちづくり条例の改正の手続きを行うとと
もに、共創のまちづくりについては継続し
て検討を進める。

令和3年第３回日野市議会定例会に条例改
正案を上程し、議決を経て施行した。
共創のまちづくりについては、引き続き検
討を行った。

Ｂ
まちづくりマスタープランに基づき、子育
てしやすいまちづくりを推進していく

×

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

（２）子育てしやすいまちづくり

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績
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行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

152 ①家族ふれ愛
の日の啓発

■第23期青少年問題協議会の提言を受け
て、平成20年度より事業を開始。
■毎月第３日曜日を「家族ふれ愛の日」
と定め、親子の会話、心のかよう温かな
家庭づくりが推進できるよう市HPや
SNS等を活用して啓発していく。

■国、東京都が定めている「家族の
日」・「家族ふれあいの日」とも併
せ、家族のふれあいについて啓発活
動を継続していく。

子育て課

■引き続き「家族ふれ愛の日」の啓発のた
めの事業を展開する。
■家族ふれ愛アルバムの実施方法等を見直
す。

■家族ふれ愛アルバム応募件数　0件
■事業目的及び実施方法について改めて考
え、今後の事業について検討を行った。

C

■応募件数が0件であり、家族の写真投稿
という事業自体が、家族の在り方やＳＮＳ
等による個人での情報発信ツールの多様化
により、時代にそぐわないとの結論に至っ
たため、令和4年度以降は東京都の取り組
みを案内するのみにとどめることとする。

×

153 ②親子ふれあ
い事業

■親子のふれあいを促進するため、３～
４か月児健診後に親子の交流する機会を
設定し、保育士による手遊びや絵本の読
み聞かせを実施。

■親子のふれあい促進のきっかけの
場となるよう、継続していく。

子ども家庭
支援セン

ター

新型コロナウイルス感染状況を考慮し、再
開の検討をする。

未実施 D 感染対策を講じながらも、従来通りに戻せ
るかどうか。

■4月から固定の時間を設けず、健診の合
間に実施。
■感染防止対策に留意しながら、従来どお
りに戻せるか検討し、親子のふれあい促進
のきっかけの場となるよう継続していく。

×

154 ③家庭教育学
級

■市内小中学校ＰＴＡへの委託による家
庭教育学級や、生涯学習課による講演会
などにより、家庭教育の充実や、主な担
い手である保護者の教育力向上を図る。

■各小・中学校ＰＴＡによる学習活
動の充実。
■講演会開催や、市ホームページ等
での情報発信による家庭教育の啓発
及び保護者の意識向上。

生涯学習課

各校PTA担当者と事業の目的を確認しなが
ら、だれもが参加しやすい事業を企画して
いく。新型コロナウイルス禍により、各校
ＰＴＡへの委託事業の縮小・中止は止むを
得ない状況においては、市主催講演会（講
座等）での実施できなかった学校へのフォ
ローを行う。

①家庭教育学級実施校　１１校（PTA主管
事業）
②講演会
・「家庭教育講演会～親が幸せになること
が子どもの幸せにつながる～」講師　花ま
る学習会
（アーカイブ配信～4.3.31）
③講座
・オンライン講座　デンマークの親子関係
と子育て
・親子体験型　親子でさんぽ　春のしぜん
探検labo

B

学校単位での実施が任意になったことで家
庭教育を考える場が停滞しないよう、家庭
教育に資する講座やイベントを市や地域等
が実施し補完する必要がある。また、学校
PTAが主体となって実施する場合は、事業
展開でのフォローを適宜行う。

学校PTA担当者と事業の目的を確認しなが
ら、だれもが参加しやすい事業を企画して
いく。
各校ＰＴＡへの委託事業の縮小・中止は止
むを得ない状況においては、市が講演会や
講座（委託事業）の開催を行う予定。

✖

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

155
①幼稚園・保
育園での中高
生の受け入れ

■子どもへの理解を深め、命の尊さ、慈
しむ心、家族の大切さや家族をもつ喜び
が持てるよう、地域の高等学校・中学校
と連携して中高生等の保育体験を受け入
れる。
■中高生を対象に、保育園の行事参加や
保育園職場紹介などの交流を深める。

■今後も、地域の高等学校・中学校
と連携して中高生等の保育体験を積
極的に受け入れる。

保育課

■地域の高等学校・中学校と連携して中高
生等の保育体験を積極的に受け入れる。ま
た、中高生を対象に、保育園の行事参加や
保育園職場紹介などの交流を深め、つなが
りが持てるように積極的にすすめていく。

■新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め実施せず。

D 新型コロナウイルス感染症の収束状況によ
り受入れを行う。

■地域の高等学校・中学校と連携して中高
生等の保育体験を積極的に受け入れる。ま
た、中高生を対象に、保育園の行事参加や
保育園職場紹介などの交流を深め、つなが
りが持てるように積極的にすすめていく。

✕

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

（２）異年齢交流の促進

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課 令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください

№

基本目標Ⅳ　命を慈しむ心を育て、次の世代の親を育てる

方針１）地域で子どもの成長を支える仕組みづくり方針１）家族や地域の人とのふれあいを促進

（１）家族のふれあいの促進

事業名 内　容
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156
② ジ ュ ニ ア
リーダー講習
会

■昭和41年度に開始され、異年齢交流・
地域交流を通して、思いやりの心や生き
る力を養い、地域への愛着・関心を深め
る事業。
年10回実施（平成30年度）
■効果
企画・運営を高校生以上のボランティア
リーダーが行うことで、将来地域で活動
する人材の育成を目指している。「地域
活動の担い手の育成」
■ボランティアリーダーは地域貢献の一
環として、子ども会や地域の行事・イベ
ントに赴き、お手伝いやレクリエーショ
ン提供等の地域活動を行っている。

■小中学生を対象に、キャンプ等の
野外活動や地域交流を行い、子ども
たちの体験活動の充実を図る。
■ボランティアリーダーの地域活動
への参加を促し、ジュニアリーダー
講習会の認知度を高めるとともに、
講習会の成果を地域へ還元していく
体系づくりに努める。より一層地域
と密着した活動を進めていく。
■青少年委員による育成環境の整
備、地域に根ざした活動を進め、地
域で活躍できる人材の育成を行って
いく。

子育て課

■引き続きコロナ禍においての安全な講習
会の実施、内容の充実を図る。
■青少年委員とリーダーの連携強化を重視
し、青少年委員にはより運営の内側へ関
わってもらうよう呼びかける。
■ボランティアリーダーや手をつなごう・
こどもまつりへの参加等、地域交流の促進

■実施日 6月～12月に実施（計7回）
■参加人数　小学生18名、中学生12名
■屋内外でのレクリエーションや、他市の
青少年育成施設を利用したデイキャンプ、
ナイトハイクを行った。
■コロナ禍での安全な講習会の実施のた
め、消毒や対人距離の徹底、レクリエー
ションの見直し等を行った。

B

■新規リーダーが増加したため、基礎力向
上や研修の拡充が求められる。
■上記の通り、高校生のリーダーが増加し
たため、青少年委員とのより密接な協力関
係の構築

■引き続きコロナ禍においての安全な講習
会の実施、内容の充実を図る。
■青少年委員とリーダーの連携強化を重視
し、青少年委員にはより運営の内側へ関
わってもらうよう呼びかける。
■ボランティアリーダーや手をつなごう・
こどもまつりへの参加等、地域交流の促進

〇

■事業実施後、受講生及び保護者に対
してアンケートを実施。やってみたい
レクリエーションや楽しかったプログ
ラム等を回答してもらい、次年度の事
業実施の参考としている。
■受講生を指導するリーダーは高校生
が多く、自分達で講習会の企画・当日
の運営を担っている。

行っている又
は行う予定⇒
〇
行っていない
⇒×

それはどのような取り組みですか
（取り組み内容、取り組み時期、取り
組みによる効果等）

157 ①道徳教育の
充実

■「特別の教科 道徳」が実施されたこ
とに伴い、考える道徳、議論する道徳を
推進する。
■全ての小・中学校で学校、家庭、地域
との連携により道徳授業地区公開講座を
開催している。公開講座の開催を通して
道徳授業の質の向上を図る。

■道徳教育推進教師を中心に、道徳
教育や道徳授業地区公開講座の体制
を整え、道徳の時間の活性化や内容
の充実を図る。

学校課
■全校で道徳授業地区公開講座を実施し、
地域・保護者の方への授業公開や意見交換
会を行っていく。

■道徳授業地区公開講座は、全校が新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止策を講じ、実
施方法を工夫して行った。地域の方・保護
者への授業公開や意見公開ができなかった
学校は、お便りや学校ホームページ等で情
報発信をした。

Ｂ

■新型コロナウイルス感染症拡大防止策を
講じながらの地域・保護者への授業公開や
意見交換会の在り方について、検討してい
く必要がある。

■全校で道徳授業地区公開講座を実施し、
地域・保護者の方への授業公開や意見交換
会を行っていく。

×

158 ②人権教育の
充実

■自分の大切さとともに、他の人の大切
さを認めることができる子どもを育成す
る。
■各幼稚園、学校に人権教育理解推進委
員を１名置き、様々な人権課題について
研修を深めている。引き続き人権課題に
応じた研修を企画していく。

■人権教育推進委員を中心に人権課
題を深める実践や指導計画作成につ
いての理解を深めるよう研修内容の
充実を図る。

学校課

■人権教育推進委員を対象に研修会を４回
実施する。内容は、国立ハンセン病資料館
の方によるオンライン講話、人権尊重教育
推進研究校の研究発表会への参加、人権教
育の実践の情報交換等を予定している。

■人権教育推進委員を対象に研修会を3回
実施した。うち２回は、人権課題である
「ハンセン病患者」「子供（児童虐待）」
について、講演を聞き、理解を深めた。ま
た、人権教育推進について、学校間で、情
報交換を行った。１回は、東京都人権尊重
教育推進研究校の研究発表会へオンライン
で参加した。

A

■新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、当初予定していた東京都人権尊重教
育推進研究校の研究発表会への参加ができ
なくなった。人権教育推進における授業実
践を学べるよう、計画をしていく必要があ
る。

■人権教育推進委員を対象に研修会を５回
実施する。内容は、「校内おける人権教育
推進について」、人権課題「同和問題」、
「インターネットによる人権侵害」の講
話、東京都人権尊重教育推進研究校の研究
発表会への２回参加、人権教育の実践の情
報交換等を予定している。

×

【いじめ防止基本方針に基づく対応】
■平成２６年９月に成立した基本方針を平
成２８年６月に改定し、より効果的にいじ
め問題に対する対策を図れるようにした。
【学校いじめ防止基本方針に基づく対応】
■全校が策定した基本方針を踏まえたいじ
め問題に関する対応を実施した。
■日野市いじめ問題対策連絡協議会を開催
した。
【日野市教育委員会いじめ問題対策委員
会】
■学識経験者３名、学校関係者２名、教育
委員会１名、特別支援総合コーディネー
ター１名で構成。日野市におけるいじめ問
題に関する現状と課題について、学校にお
ける取組を示し、取組の良い点、今後さら
に改善していく必要がある点について協議
した。感染症拡大の影響を受け、第４期を
令和５年３月３１日までに延長した。

Ｂ

■学校におけるいじめ防止のための対策
が、形骸化することのないよう、取組状況
について、不断に検証し改善を図ってい
く。
■いじめ防止基本方針に基づく、取組の状
況の検証、評価の充実を図る。

■「すべてを拾い上げ、対応する」ことを
基盤に、いじめの未然防止、早期発見、早
期対応を組織に行う。
■すべての子供たちが安全で安心した学校
生活を送ることができるよう、子どもたち
の変化を見逃さず、つらい思いをしている
子供に寄り添った対応を進める。
■令和２年３月のいじめ問題対策委員会で
策定された報告書に基づき、各校の対策を
具現化していく。
■年間３回以上のアンケート調査等を実施
し、実態を把握するとともに、学校が組織
的にな改善策を講じることができるよう支
援の充実を図る。
■学校評価へのいじめ対策の記載について
各学校と連携し、調整を図る。

○

年間３回以上のアンケート調査等を実
施し、実態を把握するとともに、学校
が組織的に改善策を講じることができ
るよう支援をしている。

159
③いじめ防止
総合対策の推
進

■自分の大切さとともに、他の人の大切
さを認めることができる子どもを育成す
る。
■各幼稚園、学校に人権教育理解推進委
員を１名置き、様々な人権課題について
研修を深めている。引き続き人権課題に
応じた研修を企画していく。

■いじめ防止基本方針に基づく体制
整備等取組の充実を図る。
■人権教育（互いに尊重し合う態度
や他者と共に生きる力の育成）の推
進を図る。

学校課

■「すべてを拾い上げ、対応する」ことを
基盤に、いじめの未然防止、早期発見、早
期対応を組織に行う。
■すべての子供たちが安全で安心した学校
生活を送ることができるよう、子どもたち
の変化を見逃さず、つらい思いをしている
子供に寄り添った対応を進める。
■令和２年３月のいじめ問題対策委員会で
策定された報告書に基づき、各校の対策を
具現化していく。
■年間３回以上のアンケート調査等を実施
し、実態を把握するとともに、学校が組織
的にな改善策を講じることができるよう支
援の充実を図る。
■学校評価へのいじめ対策の記載について
各学校と連携し、調整を図る。

令和３年度の取り組み 令和３年度の実績

令和３年
度実績の

評価

課　　題
※評価がＡの場合でも、

課題があればご記入ください
令和４年度の取組み

事業に子どもの意見（声）を反映させる取り組みを
行っていますか

№

（３）子どもの人権意識の醸成

事業名 内　容 方向性
（令和2年4月～令和7年3月）

担当課
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Ｒ3実績の評価は、以下の4つのいずれかを入力してください
Ａ：順調（計画どおり又は計画以上に進んでいる）    Ｂ：おおむね順調（計画どおりに進んでいるが、需要増などの
課題がある）　　Ｃ：順調ではない（計画や需要に対する課題が多い　）　　　 Ｄ：評価対象外（新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で事業が未実施）

160 ④人とかかわ
る力の育成

■他者への思いやりや社会性を育てるた
めに、グループや班活動の工夫、異年齢
交流や職場体験、部活動や学校行事など
の充実を図る。
■多様な体験や学習を通して、人を思い
やり自分を大切にする心、感動する心や
努力する心を育む。

■特別養護老人ホームへの施設訪
問、昔遊びなどの学習を通して、高
齢者とのふれあい学習を継続し、計
画的な交流をすすめる。

学校課

■新型コロナウイルス感染防止対策を講じ
る。
■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊
びなどの学習を通して、高齢者とのふれあ
い学習を継続し、計画的な交流をすすめ
る。

■新型コロナウイルス感染防止対策を講じ
る。
■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊
びなどの学習を通して、高齢者とのふれあ
い学習を継続し、計画的な交流をすすめ
た。

B
新型コロナウイルス感染防止の観点から特
別養護老人ホームへの施設訪問が難しかっ
た。

■新型コロナウイルス感染防止対策を講じ
ながら、異年齢交流や職場体験を行う。
■特別養護老人ホームへの施設訪問、昔遊
びなどの学習を通して、高齢者とのふれあ
い学習を継続し、計画的な交流をすすめ
る。

×

161 ⑤子ども条例
の推進

■児童憲章や児童の権利に関する条約に
基づいて、子どもの生きる権利、育つ権
利、守り守られる権利、参加する権利と
子どもが健全に育つための責務に関する
基本理念を定め、市と市民が一人ひとり
の子どもの権利を尊重し、保障、擁護す
ることで子どもの幸福の実現を目指し、
子どもが健全に育つことができる環境を
つくること。

■行政、子育て事業者、地域住民、
保護者が子どもの目線に立つことが
子どもの最善の利益の保護、実現に
つながるため、様々な機会を活用
し、普及・啓発を図る。
■日野市子ども条例の理念を「新！
ひのっ子すくすくプラン」で具現化
していく。
■条例第19条推進体制、20条委員
会の設置については、子ども・子育
て支援会議との関係を整理する。

子育て課
■ＨＰ、ツイッター、ポスター掲示等によ
る啓発やパネル展の実施

■7/1の日野市子ども条例の日のＰＲとし
て、本庁でのパネル展を開催し、ＨＰ／ツ
イッターでも発信した。また、児童館等で
のポスター展示を行った。
■日野市子ども条例委員会の在り方につい
て、検討を行った。

Ｂ ■日野市子ども条例の啓発

■ＨＰ、ツイッター、ポスター掲示等によ
る啓発を行い、パネル展を本庁以外でも開
催するなどして、より広く周知を図る。
リーフレット等の作成について検討してい
く。
■日野市子ども条例委員会の在り方につい
て、3年度の検討内容を踏まえながら引き
続き整理していく。

×

162 ⑥いのちの学
校

■市内中学校で、道徳などの時間を利用
し 、 一 人 ひ と り が 、 か け が え の な い
「命」の大切さを考えてもらうためのパ
ネル展示や講演会を実施。
＜パネル展示＞いのちのメッセージ展
＜講演会＞遺族の講演

■中学生の間に一度は受講できるよ
う、１年に２～3校で事業実施を予
定。パネル展示や講演会を行い、全
校生徒と教職員、保護者や地域の方
にも参加していただき「命」の大切
さを考えてもらう。

セーフティ
ネットコー
ルセンター

■若者の自殺数は減少していないため、命
の大切さを知ってもらう貴重な機会として
学校と連携し「いのちの学校」の実施につ
なげる。

自殺対策啓発事業「いのちの学校」を市立
中学校３校で実施、講演及びパネル展示等
を行った。

B

市立中学校が８校であるため、何度毎に３
校で実施している（すべての中学生が在学
中に必ず１回受講等の機会が巡ってくる）
が、頻度として適正かは不明。

■若者の自殺数は減少していないため、命
の大切さを知ってもらう貴重な機会として
学校と連携し「いのちの学校」の実施につ
なげる。

×
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